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日程第 ４ 第１号議案 飯島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 第２号議案 飯島町消防委員会条例の一部を改正する条例 
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日程第１０ 第７号議案 平成２９年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
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本会議開会 

 

開  会  平成２９年１２月７日 午前９時１０分 

 

議  長  おはようございます。町当局並びに議員各位におかれましては大変御苦労さまです。こ

れから平成 29年 12月飯島町議会定例会を開会いたします。議員各位におかれましては、

会期中の本会議及び委員会審査を通じて慎重かつ精力的に御審議をいただくとともに、円

滑な議事運営に御協力いただきますようお願いをいたします。 

これから本日の会議を開きます。本日の議事日程については、お手元に配布のとおりで

す。開会に当たり町長からごあいさつをいただきます。 

町  長  皆さん、おはようございます。12月議会定例会の招集に当たりまして一言ごあいさつを

申し上げます。平成 29年 11月 15日付、飯島町告示第 92号をもって平成 29年 12月飯島

町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には、時節柄、御多忙中にもかかわら

ず全員の皆様の御出席を賜り、心から厚く御礼申し上げます。 

さて、本日は二十四節気の「大雪」と書いて「たいせつ」であります。平地においても

降雪が始まるころとされており、いよいよ冬の到来を実感することとなりました。また、

一昨夜は午前０時ごろに長野県中部を震源地とする地震が発生いたしました。防災無線緊

急地震速報等で飛び起きた方も多かったことと思います。当町では震度１を観測しました

が、被害等の発生報告はございませんでした。まずもって安心したところでございます。

引き続き防災、減災に肝に銘じてまいる所存でございます。 

さて、ことしも残すところ 20日余りとなりました。この一年、議員並びに町民の皆様に

は町の行政運営に対しまして御理解、御協力を賜り、計画いたしました事務事業がほぼ順

調に実施できていますことに対しまして厚く御礼を申し上げる次第でございます。一年の

経過に当たり、これまでの取り組みについて少し振り返ってみたいと思います。ことし一

年、みんなが安心して暮らせる豊かな町という行政の大目標を掲げ、第５次総合計画後期

基本計画や地方創生総合戦略などの基本路線をベースといたしまして、これらの実現のた

めに引き続き３本柱の政策を掲げ、施策を展開してまいってきたところでございます。第

１の柱は風通しのいい行政へのチャレンジであります。町民の皆様へ円滑な行政サービス

を提供するなど着実な行政運営に努めるとともに、子育て支援と地域福祉の充実、安全・

安心なまちづくりの推進を進めてまいりました。子育て支援センターいいっ子センターは、

子育て支援と地域の防災拠点として整備し、４月に開所いたしました。これまでに多くの

利用者があり、事業も順調に推移しております。開所日数の増加の御要望が寄せられてい

るところでもございます。町の医療体制の充実のため開業医の誘致を進めてまいりました

結果、地域福祉センター石楠花苑の隣に５月に在宅医療も可能な飯島中央クリニックが開

院いたしました。しかし、一方、長きにわたりまして地域医療を支えてこられた飯島診療

所及び七久保診療所が惜しまれつつも閉院となったこともあり、町内の開業医の皆さんや

各医療機関には地域医療のかなめとして今後一層の期待を寄せているところでもございま
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す。また、地域の皆様の熱意により昨年７月にオープンいたしました道の駅田切の里は、

一年を経過いたしました。順調に事業が展開されているところでございます。第２の柱は

儲かる飯島町へのチャレンジでございます。活気やにぎわい楽しみを取り戻したい。町に

人が集まっていただくことが地域に活気を取り戻す基本であります。観光基本計画策定、

６次産業から体験観光分野も含めた 10次産業化の推進、情報発信の強化と魅力向上による

飯島ファンの獲得、地産地消の推進などを掲げ、観光産業の基盤づくりと飯島町営業部の

取り組みの拡充、具現化を進めてまいりました。これまでに楽天市場によるインターネッ

ト通販、アウトドア事業の研究、検討、アルプスのお花畑構想によるあぐりの丘花クラブ

の発足など具体的な事業展開や、国の地域創生拠点整備交付金を活用いたしまして千人塚

公園への新しい観光拠点施設の建設に着手したところでもございます。また、これ以外に

も地域の皆さんによる千人塚農園祭りや南信州アクティビティーパークが開催されるなど、

人が集まりにぎわう新たなイベントが実施されてまいりました。第３の柱は「田舎暮らし

ランキング日本一へのチャレンジでございます。定住促進の推進と多様な都市と農村の交

流を掲げ、町長がトップセールスマンとして飛び回りながら産業振興とあわせた定住促進

を推進しているところでございます。当町への移住を検討するためのお試し住宅といたし

ましてトレーラーハウスの整備をいたしましたところ、利用者相談が殺到して大好評をい

ただいておるところでございます。また、小学生の皆さんの飯島ＰＲ隊による町内外での

飯島町の魅力紹介、情報発信の取り組みも多くの関心を寄せていただきました。さらに、

実行委員会組織による町民参加の米俵マラソンでは全国から 829名の参加があるなど、飯

島町のさまざまな取り組みが注目されてきているところでもございます。特に米俵マラソ

ンは、長年の努力により知事表彰を受けられました。このことは喜びにたえないところで

もございます。このように、限られた財源の中ではありましたが飯島ルネッサンスの鼓動

が脈打ち始めた予感がした一年でございました。町民の皆さん、また議会の皆様には、御

理解と御協力をいただきまして心より感謝を申し上げる次第でございます。 

さて、本定例会に御提案申し上げます案件につきましては、条例案件３件、予算案件４

件の計７案件でございます。いずれも重要案件でありますので、何とぞ慎重な御審議をい

ただき、適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げまして、議会招集のごあいさつと

いたします。ありがとうございました。 

 

議  長  日程第１ 会議録署名井議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は会議規則

第 122条の規定により２番 滝本登喜子議員、３番 久保島巌議員を指名します。 

 

議  長  日程第２ 会期の決定を議題とします。本定例会の会期につきましては、過日開催され

ました議会運営委員会において協議をいただいており、議会運営委員長より会期は本日か

ら 12月 18日までの 12日間とすることが適当との協議結果の報告がありました。お諮りし

ます。本定例会の会期は議会運営委員長からの報告のとおりとしたいと思いますが、これ

に御異議ございませんか。 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から 12月 18日までの 12日間とすること

に決定しました。会期の日程は事務局長から申し上げます。 

議会事務局長 （会期日程説明） 

 

議  長  日程第３ 諸般の報告を行います。議長から申し上げます。 

初めに請願、陳情等の受理について報告します。受理した請願、陳情等はお手元の請願・

陳情等文書表のとおりであり、会議規則第 89条及び第 92条の規定により所管の常任委員

会に審査を付託いたします。 

次に、監査委員からお手元に配布のとおり平成 29年度定期監査の報告がされております。 

次に、例月出納検査の結果について報告します。９月から 11月における例月出納検査の

結果、特に指摘事項はありません。 

次に本会議に説明員として出席を求めた方は別紙のとおりであります。 

以上で諸般の報告を終わります。 

 

議  長  日程第４ 第１号議案 飯島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を

議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長  第１号議案 飯島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について提案

理由の説明を申し上げます。地方公務員の育児休業等に関する法律に基づきまして当町に

おいても飯島町職員の育児休業等に関する条例を平成４年３月に制定し、これまでに順次

必要な改正を行ってきているところでございます。今回の条例改正は、育児休業をした職

員の職務復帰後における給料の号俸の調整にかかわる規定につきまして関係法等に示され

ております基準に沿うよう所要の改正を行うものでございます。細部につきましては担当

課長から説明申し上げますので、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上

げます。 

総務課長 （補足説明） 

議  長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

６番 

浜田議員  上位法令に準ずるということで、厚生労働省ではたびたび育児関係の法律の改正を行っ

ておりますけれども、具体的には何年度の法令改正が上位法令っていうふうになるんで

しょうか。 

総務課長  今回の改正につきましては、平成 19年の８月にですね、この関係部分のほうの地方公務

員と育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が施行されておりまして、当町につき

ましては改正がなかなか手がついておりませんでして、今回条例の改正をお願いするとい

うものでございます。 

６番 

浜田議員  そうしますと 10年近く放置されていたということになるわけですけれども、それは、当

町の職員にとってはですね、不利益なことではなかったかというふうに思います。したがっ

てですね、そういうことが起こった理由とですね、是正措置をどういうふうに考える、今
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後の対応をどういうふうに考えておられるかについてお尋ねいたします。 

総務課長  これにつきまして、職員の労働組合のほうとも協議をいたしまして、また現在既に過去

に育児休業をとった職員との均衡等もございまして、なかなか、その職員の中でもですね、

意見が分かれてきたという経過がございまして、ようやく職員労働組合のほうの中でも調

整ができたということで、こちらの町のほうといたしましても調整ができたということで

今回提案をさせていただくこととなりました。また、調整につきましても４月１日、来年

の４月１日以降という形で調整をして、在職者、過去の者につきましては調整をしないと

いう形で、組合の、職員の組合のほうとも調整してございますので、御了解の上、よろし

くお願いをいたします。 

議  長  ほかに質疑はございませんか。 

８番 

折山議員  大変結構なことなんですが、仮にこれがここで通った場合、町の一つの労働環境の改善っ

ていうか、今の子育てに優しいまちづくりでありますとか、男女が、女性が社会進出をし

やすい環境づくり、これがなされるわけです。町内の多くの企業が町の労働条件を参考に

それぞれの事業所の処遇を決めてる部分がございます。これに伴って、行政を担う飯島町

として、こういうふうに行政職の職員処遇をこうに変えたと、ぜひ町内の事業所もそういっ

たような足並みをそろえてほしいっていった働きかけをなさるべきかと思いますが、その

点はいかがでしょうか。 

産業振興課長  労働行政ということですので産業振興課長のほうから答弁させていただきます。議員の

申されたとおり、こういったことが町が進めております子育て支援に浸透していくために

も、町内企業のほうでも、こういった処遇の改善、育休とか産休についても、まだ十分は

企業はない、できていない、対応ができていないという企業もあろうかと思いますが、そ

れぞれの事情もございますので、情報提供には努めてまいりたいと思っております。 

議  長  ほかに質疑はございませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第１号議案 飯島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採

決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第１号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  日程第５ 第２号議案 飯島町消防委員会条例の一部を改正する条例を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長  第２号議案 飯島町消防委員会条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申

し上げます。本条例の改正につきましては、条例で定めている消防委員の定数につきまし
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て地区推薦による知識経験者を有する委員、現行３人を各区から１名ずつの計４人とした

いことから、委員定数６人以内を１人増員し７人以内としたいため提案するものでござい

ます。細部につきましては担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議の上、御

議決賜りますようお願いいたします。 

総務課長 （補足説明） 

議  長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第２号議案 飯島町消防委員会条例の一部を改正する条例を採決をします。お

諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第２号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  日程第６ 第３号議案 飯島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長  第３号議案 飯島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例について提案理由の説明を申し上げます。少子化の進行により消防団への入団適齢

人口が減少しております。また、入団対象者が遠方の事業所に勤務していたり不規則な勤

務体制にあるなどの理由により、年々消防団員の確保が大変厳しくなってきております。

また、平成 27年４月からは上伊那広域消防本部が発足し、常備消防による消防体制が充実

してきております。こうした社会情勢から消防団の適正定員につきまして消防委員会にも

現状をお話しながら今後の退団予定者や入団可能な年齢人口等の調査を行うとともに、各

区の役員の皆様の御意見をお聞きしながら消防団でも検討を進めてまいりました。これら

を受けまして消防委員会に消防団員の定数について諮問し、委員会からは諸情勢の変化に

対応し現在300人の定数を平成30年度に250人とされたいとの答申をいただいたことから、

今回条例改正を提案いたすものでございます。消防団員の定数は削減することとなります

が、装備の充実、強化や団員の処遇の改善等により消防団の機能が低下することのないよ

う努めるとともに、災害発生時の対応のため地域の自主防災会との連携を図りながら地域

防災力の強化を図ってまいる所存でございます。細部につきましては担当課長から説明申

し上げますので、よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 

総務課長 （補足説明） 

議  長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

６番 

浜田議員  背景は非常によく理解できます。それから、私自身も地域のずっと防災の役割担ってる

のでですね、特に昼間の防災体制の弱さということは身にしみて感じてるところです。と
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ころで、今の御説明、かなりデリケートな説明だったと思うんですけど、一方で常備消防

が強化されたのである程度のことはカバーできるんではないかという説明がありましたが、

この件に伴ってですね、非常備消防と常備消防との役割分担等について議論があったのか

どうかということについてお尋ねしたいと思います。そういう必要っていいますか、その

あたりは何か議論されたのか。 

総務課長  平成 27年の４月の広域消防発足のときに伴いまして、それぞれ関係機関を含めまして議

論は進められてきたということでございます。また、それぞれの災害時の出動におきまし

ては、定期的に、消防署また消防団の幹部等、打ち合わせをしながらですね、そういった

災害発生時の対応については協議をされてまいってきております。具体的には、消防団の

出動をかけるかどうかというものは消防署のほうの判断でされておりますので、そういっ

た中での災害出動、火災での出動については対応されてまいっておるところでございます。

以上でございます。 

議  長  ほかに質疑ございませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はございませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第３号議案 飯島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第３号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  次に、 

日程第 ７ 第４号議案 平成２９年度飯島町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ８ 第５号議案 平成２９年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ９ 第６号議案 平成２９年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

日程第１０ 第７号議案 平成２９年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

以上４議案につきましては、一括して提案理由の説明を求め、一括して質疑をいただき

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。それでは、本４議案について提案理由の説明を求めます。 

町  長  第４号議案から第７号議案につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。 

まず第４号議案 平成２９年度飯島町一般会計の補正予算（第６号）について申し上げ

ます。予算の規模につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,248万 9,000

円を追加し、歳入歳出それぞれ 50億 8,045万 6,000円とするものであります。主な歳入の
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内容としましては、法人町民税に 700万円、ふるさと飯島応援寄附金に 2,600万円、臨時

財政対策債に 1,190万円を増額するものです。主な歳出の内容としましては、活性化推進

事業におけるふるさと納税ＰＲ用特産品等およそ 1,630万円、ふるさと飯島応援基金積立

金に 2,600万円、地域の防災対策を強化するため有事における耕地、自治会や個との通信

手段確保のためのデジタル簡易無線機の整備等におよそ 390万円、準要保護児童に対する

就学援助として小中学校への入学前の援助も含めおよそ 130万円をそれぞれ増額し、その

一方で、後期高齢者医療特別会計繰出金をおよそ 960万円、公債費における利子償還費を

1,000 万円それぞれ減額するものです。そのほか人件費における職員の人事異動に伴う科

目間の調整による補正、障害者自立支援事業などの扶助費、道路維持など、各種事務事業

に対応する必要な経費を補正計上したところでございます。 

続きまして第５号議案 平成２９年度飯島町国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）

について提案理由の説明を申し上げます。予算規模につきましては、歳入歳出予算の総額

から 101万 8,000円を減額し、歳入歳出それぞれ 12億 213万 9,000円とするものでありま

す。歳入では、繰入金、国民健康保険事務人件費分を 101万 8,000円減額するものです。

歳出では、総務費を 55万 4,000円、後期高齢者支援金 659万 6,000円、諸支出金として平

成28年度の過年度精算額の決定により国民健康保険療養給付費負担金1,439万3,000円を

増額し、歳入歳出の差額につきまして予備費 2,256万 1,000円を減額するものです。 

続きまして第６号議案 平成２９年度飯島町後期高齢者医療特別会計の補正予算（第２

号）について提案理由の説明を申し上げます。予算規模につきましては、歳入歳出予算の

総額に550万円を追加し、歳入歳出それぞれ1億3,179万9,000円とするものであります。

今回の補正は、歳入では後期高齢者医療保険料を 550万円増額するものです。歳出では後

期高齢者医療広域連合納付金といたしまして 550万円を増額するものです。 

続きまして第７号議案 平成２９年度飯島町介護保険特別会計の補正予算（第３号）に

ついて提案理由の説明を申し上げます。予算規模につきましては、歳入歳出それぞれ 128

万 8,000円を追加し、歳入歳出それぞれ 11億 442万 1,000円とするものであります。歳入

につきましては、総合事業の利用者負担金を 5万円、国庫支出金 101万 5,000円と支払基

金からの交付金 34万 9,000円、県支出金 16万 7,000円、一般会計繰入金は国庫支出金の

システム改修補助金が交付されることから 29万 3,000円減額するものです。歳出につきま

しては、地域支援事業費において介護予防日常生活支援総合事業に 124万 9,000円、地域

包括支援センター運営事業費 6万 1,000円増額し、差額の 2万 2,000円は予備費を減額す

るものです。 

その他細部につきましては、第４号議案の一般会計については担当課長からそれぞれ説

明申し上げ、第５号議案から第７号議案の特別会計につきましては御質問により説明申し

上げますので、よろしく御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

企画政策課長 （補足説明） 

総務課長 （補足説明） 

企画政策課長 （補足説明） 

住民税務課長 （補足説明） 
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健康福祉課長 （補足説明） 

産業振興課長 （補足説明） 

建設水道課長 （補足説明） 

教育次長 （補足説明） 

議会事務局長 （補足説明） 

議  長  提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。なお、議事運営上、ここでは

総括的な事項について質疑されるようお願いをいたします。それでは、質疑はありません

か。ありませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ここでお諮らいします。第４号議案から第 7号議案は、議長を除く 11人の委員で構成す

る予算特別委員会を設置し、これに付託して審議することにしたいと思います。異議あり

ませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、本４議案については、11人の委員で構成する予算特

別委員会を設置し、第４号議案から第７号議案までの予算４議案をこれに付託し審議する

ことに決定しました。 

以上で本日の日程は全部終了しました。本日の会議を閉じ、これで散会とします。御苦

労さまでした。 

 

散  会  午前１０時２３分 
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本会議再開 

 

開  議  平成２９年１２月１１日 午前９時１０分 

 

議  長  おはようございます。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付

のとおりです。 

 

議  長  日程第１これから一般質問を行います。通告順に発言を許します。なお、一般質問は通

告制ですので質問趣旨にのっとり明確に質問するようお願いをいたします。 

３番 久保島巌議員。 

３番 

久保島議員  それでは通告に従いまして一般質問を始めてまいります。今回、私は大きく２点につき

御質問をいたします。町長が飯島町の将来をどういうふうに描いているかっていうことを

ですね、少しでもかいま見れたらということで、多少重複したりですね、再確認というよ

うな場面が出てくるかと思います。御面倒でしょうがお答えをいただきたいと思います。 

それでは１－１に入ってまいります。本年度当初予算で観光基本計画策定ですね、これ

が 260万円、それからアウトドアフィールド事業調査、これに 716万 6,000円が計上され

ました。観光への取り組みが示されてスタートをいたしたところでございます。これは当

然第５次総合計画基本構想に基づき後期基本計画にのっとったものというふうに理解をし

ております。しかし、９月の定例会後の全員協議会で新たに町長から町長指針として飯島

町観光政策ガイドラインというものが発表されました。私は、観光基本計画の速報版かな

あというふうにちょっと見たんですが、そうなってきますとですね、ちょっと話が違って

くると。私は、本来基本計画に基づき町長指針が出されて、それに基づき計画なり調査な

りの予算づけがされて事業実施されていくというのがやっぱり本筋だろうなあというふう

に思うんですね。ところが、現状は、予算確保の点もございましたでしょうが、走りなが

らの説明ということで、非常にわかりにくいものになってきたというふうに感じています。

それが町民の間にも少し違和感なり、不明確っていうんですかね、よくわからないという

御意見があるところでございます。リニア中央新幹線が 10年後ということでございまして、

早目に手を打っていこうという下平町長のお気持ち、わからないわけではございません。

今ひとつ 10年後に飯島町がどのような町になっていくのかなあというとこが、イメージが

ですね、町民に伝わっていないと。一つの例を、千人塚の観光拠点施設についてもですね、

いまだに町民の間には疑問感や不要論っていうのが存在しておりまして、まさに走りなが

らの説明で少し届いていなかったかなあというところがあるというふうに感じています。

もっとですね、基本的に基本構想や基本計画を見直してもいいんじゃないかなあっていう

ことも含め、わかりやすく説明する必要があった、10年後の飯島町、どういうふうに描い

ていらっしゃるのか、まずは町長にですね、飯島町の観光って何だという思いとですね、

第５次総合計画における位置づけ、限られた予算の中で何を優先していくのかっていう中
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で、この観光っていうのをどのような優先度で持っていくのか、この辺についてお尋ねを

したいと思います。 

町  長  おはようございます。一般質問の久保島議員の質問にお答え申し上げてまいりたいと思

います。飯島町の観光基本計画は、第５次総合計画の下位計画として位置づけております。

また、基本構想、地域特性を生かした産業の創造と振興のまちづくり及び基本計画のおも

てなしあふれる観光の振興、この従来の基本計画に則して計画されたものでございます。

また、長野県観光振興基本計画や飯島町環境基本計画等の観光分野に関連する各種計画と

連携を進めている計画でございます。また、今後の行政運営につきましては、まずは子育

て、介護などの福祉増進事業、また産業振興のための産業経済発展事業、それで地域のイ

ンフラ整備等の安全管理事業、基本的には行政の任務としてこの３つの事業が担われてる

わけなんですけども、これを同時に行政というのは進めていかなくてはなりませんので、

観光だけ特出して進めていくというわけではございません。３つの大きな分野の事業を同

時に進めていくんですけれども、この 10年後にこの伊那谷が何が変わるかということは、

今までと違ったインパクトある変化は、やはりリニア新幹線が東京、山梨、長野、岐阜、

愛知と、このように貫通する、大きな動脈が長野県を通るという時代を迎える、10年後に、

そして、すぐその後、三遠南信道、東海地域の 17 兆円の経済圏と結びつくと、こういう

10年後の伊那谷というものを見通したときに、やはりその準備をしなければならないとい

うことにおいて、やっぱしその 10年に合わせたスケジュール感を持った観光政策というも

のを行っていきたいと、このように思っておるところでございます。また、この伊那谷に

とっても発展の大きなチャンスだと、このように捉えておるわけでございます。そこでで

すね、観光という観点、これが今までの観光、いわゆる観光地、温泉とか遊園地とか、そ

ういう一部の業者が一部の地域だけに潤うという観光の概念ではなくてですね、この飯島

のふるさと、文化、そして自然、そういったものすべてが魅力あるもの、こういう発信の

仕方をしたい、これのすべてが観光であると、このように捉えておるわけでございます。

折しも、地方創生の原因になりました都市への人口集中、こういう中で人の流れが都市へ

都市へと向かっておるわけなんですけれども、それも時間をたつと、経過するごとにです

ね、田園回帰、人間回帰、都市の中でやっぱり人間というのは住みづらいと、こういう認

識を持った若者、またあるいは向こうで暮らす方々の思いが強くなってきて、地方へ、田

舎へという志向が芽生え始めました。これは大きなチャンスだなあと、このニーズを捉え

ながら、この地域の里山、文化というものを結びつける必要があるだろうと、だから、こ

の観光事業というものを進めるわけでございます。だから、観光の概念がですね、地域み

んながこの地域のもうかる力を引き出す観光地域づくりと、こういう感覚のもとに観光と

いうものを捉えていきたいと、私の指針といったものは、そういった部分にスポットを当

てて、観光というのはこういうことなんですよと、こういう観光という２文字、誤解しな

いでくださいねと、地域みんなでこの地域全体のもうける力を引き出すんですよと、そう

いったためには文化も自然も川も山もすべてが魅力ある地域資源だから、これを磨いて発

信していきましょうと、こういうことを私のガイドラインで申し上げているところでござ

います。そういうことで、10年の中のスケジュール感を持った中で、３つの行政に与えら
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れた分野の事業を進めながら準備をしてまいりたいと思っておるところでございます。以

上です。 

久保島議員  そうしますとですね、３つの政策が町には義務あるから、それも並行して進めていくん

だという話でござました。私はですね、その 10年であれば、まず第一に、そのトップの事

業として掲げてもいいんじゃないかなあというふうに思っているんですね。そこで、その

後期基本計画の重点プロジェクトの中には載っていないんですね。めくっていきますと分

野別の基本政策の５－５というところの大分下位のところでおもてなしあふれる観光振興

ということが載っていると、もう少しここ見直しをしてですね、重点政策、施策の一つに

挙げるような見直しをしてもいいんじゃないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

町  長  観光振興という部分においては、大きな捉え方では、マクロの捉え方では並行でよろし

いかと思います。今後具体的な事業、あるいは予算がついて進めるときに、この２～３年

で重点に据えるかどうかと、こういうもう時代に入ってきていますんで、そのときより、

その観光基本計画を進めるにおいては観光戦略会議というのを設けたいと思っています。

それは、行政も含め、地域の方々もですね、入った中で、今回アウトドアブランディング

等のアイデアが出てきております。それを何を最初に進めていくかということも含めなが

ら観光戦略会議の中で決められたことを重点事業として進めていきたいと、そうでなけれ

ば、具体的な事業というのもは今見えないわけです。今、観光、観光って言っているわけ

ですから、見えないものを重点事業っていうわけにはいきませんので、観光戦略会議の中

で具体的な事業というものがはっきりと見えたときに重点的においていきたいと思ってお

ります。 

久保島議員  そうしますと、例えば３年間の実施計画、その辺の中で重点項目に挙げていくというこ

とでよろしいでしょうか。 

町  長  はい。観光基本計画の実施につきましては、戦略会議とよく連携をとりながら進めてい

きたいと思っておりますので、そのようにしたいと思っております。 

久保島議員  それでは１－２にまいりたいと思います。町長のですね、ガイドラインの中に、今お話

ございましたように「町内に分布する観光拠点の質的向上を図るとともに、各拠点を連携

させることにより四季折々に可能な滞在型観光を提供し、飯島ファンを増大させ、経済効

果につながる地域の活力を創出する」とあります。非常に、いわゆる観光地域づくりとい

うことになってくるんだろうというふうに思います。簡単に言いますと、飯島ファンの増

大をしてですね、経済効果が出て地域が元気になるんだということでございましょうが、

どうもですね、その漠然としているんですね。先ほど観光業者がもうかるんじゃないよと

いう話もありました。誰がもうかり、どこが元気になるのかということがですね、もう少

しイメージできないかなあというふうに思うところですね。私は、飯島ファンを増やして

ですね、その方々が飯島町に移り住んでくれる、要するに移住、定住、ここに結びついて

いくことが観光の最大の目的ではないかなあと、最終の着地点ではないかなあというふう

に思っているんですね。そういうことをね、町民の皆さんに訴える、例えば観光施設だと

か地域が元気になる、それは要するに人口を増やすことだよと、このためにみんな協力し

てくれよということなら町民の皆さんわかるんじゃないかなと思っているんですね。飯島
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町の人口を増やすために観光振興を行って、飯島ファンをたくさんつくってですね、その

人たちの何人かが飯島に住民になってもらうんだという共通認識のために参加行動をして

もらうということになれば、これは目的も目標もわかっていますので、要するにおもてな

しの表面だけをつくろうのじゃなくて、ほんとに心から受け入れるんだという気持ちの中

で飯島ファンの逆に発掘っていうことができてくるんじゃないかなと。観光政策を進めて

いく中でですね、移住、定住も踏まえた、そういった具体的な行動もあわせて必要ではな

いかと、その２点につき御質問いたします。 

町  長  この観光政策、いわゆる地域の魅力を発見して磨いて発信していくと、これによって大

勢の方に訪れていただきたいと、こういう政策なんですけどもですね、これには２つの目

的があります。一つは、先ほど申しました最近の田園回帰、人間回帰という中で田舎の魅

力が非常に増してきていると、そういった方々を呼び込みたい、そのための仕掛けづくり

を行いたい、来た訪れた方々が多ければ多いほどこの地域を肌で感じていただけるわけで

すから、当然その後、住みたいなあと、そういったところへ結びつけばありがたいと、こ

のように思うところでございます。もう一つがですね、これが大事なんです。地域の人た

ちがこの地域に自信を持つこと、ああ、こんなにすばらしい価値があるものをみんな評価

されるんだと、そういうふうに思い直してもらいたいと、また、それを見た子どもが、や

はりこのふるさとはいいんだね、魅力あるんだねということで、たとえ都市へわけあって

出ていったとしてもですね、やはり懐かしいふるさと、いいふるさと、魅力あるふるさと

へ戻りたいと、こういう思いになっていただきたい、これは郷土愛の醸成でもあります。

この２つの目的を持って行われているものでございます。 

久保島議員  そうしますと、田園回帰の若者たちを受け入れる態勢づくりっていうのは具体的に進め

ていくということでよろしいでしょうか。 

町  長  この地域の魅力を発信すると同時に、その方々を受け入れていく、また、定住していっ

ていただくための施策もまた講じなければならないと、このように考えております。 

久保島議員  確かにですね、田園回帰の現象ってあるわけでございますので、その方々が来てですね、

住みたいなあと思う町であっても、実際にじゃあ住めるのかっていうと、かなりのハード

ルがあるというところでございまして、その辺も、ぜひともですね、クリアしていっても

らいたいというふうに思います。 

１－３にまいります。景観、もちろんですね、ここの一番の売り物でございます。この

景観が守られていくことがですね、大事だとはいうふうに思いますから、もう、それにも

増してですね、この環境、生活環境そうでしょうし、それから教育環境についてもですね、

しっかりと方針を定めて魅力あるものにしていかなきゃいけないというふうに思っていま

す。飯島ファンの増大にはですね、イメージアップのための政策っていうのが不可欠だと

いうふうに思っているんですね。子育て支援を売り物にしていくんだったら、どこよりも

進んだ支援体制、例えばですね、これできるかどうかわかりませんが、日曜保育とか、こ

れをやりますと、うちの町は、それから、よく話題になってましたが、カレースプーン問

題、この給食センターではね、とても子どもたちの安心してつくることはできないよと思

われるかもしれないので、早目にそういうところも手当をする必要がある、買い物弱者の
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問題、それから交通弱者の問題等ありますので、その辺も全部ですね、負のイメージにな

るところは払拭していく必要があると、これをやって初めて町長がおっしゃるように住民

の皆さんが自身を持ってこの町はいい町なんだぞということを訴えていけるんではないか

なあというふうに思います。産業構造が当然ですね、観光振興によって変わってくるだろ

うと思います。経済効果も期待できるというふうに思うんですが、そこら辺のところもど

うなんだろうかなあと、実際にじゃあ働く人はいるのか、どういう経済効果が出てですね、

どういう人材が必要なんだっていうところもあるだろうと、町長のお考えによってですね、

この飯島町がどういうふうに見た目でですね、変わりたいのか、変わらせたいのか、その

辺のイメージについてお話をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

町  長  10年をめどにそういった体制を整えたいということで、魅力ある発信を行っていきたい

ということでございます。その中で大きく産業構造が変わるとか景観が変わるとかという

イメージは、私は持っておりません。もっと内面的なもので、この住民の方々が活力に満

ちた自信に満ちた魅力を発信をすると、こういう思いになっていただくことが一番その変

化の大きなところを期待しておるところでございます。行政がお金を出して旗を振ったと

しても、町民の皆さんがそこにどのように参加するかということが非常に大事なことでご

ざいます。先ほど議員さんのほうからどのように町民の皆さんがかかわってくるのかイ

メージできないと、こういうお話がありましたけれどもですね、ほんと普段の生活の趣味

みたいなものが都市から見れば非常に価値あること、例えばこれは大きくみんなで盛んに

やっておられるんですけど、そば道場みたいなことを来たときに体験できるとかですね、

あるいは五平餅のつくる体験、もう普段やってる生活のことですね、あと趣味的に言えば

盆栽、鉢植えみたいなこと、あるいは山歩きでも自然に堪能な方々は、それはガイドが十

分できるでしょうね、こういったところでも参画できると思います。あと川遊び、蜂追い、

趣味の自然観察等、そういった方々の出番が十分あるんではないかなというふうに考えて

おるところでございます。そういった方々が来ることによって食の分野での経済的な効果

等が見込まれるかなと、このように思ってます。まずは、そういった大きな経済効果があ

るわけではございませんけれども、しかし、地域に住んでいる人たちの活躍の場があると

いうことが大事ではないかと思います。それが幾ばくかの収益につながるような形になっ

ていきたいなと、このように捉えております。 

久保島議員  やはりですね、大きな変化を望み求めているわけではないと、この景観を守っていくと

いうことについては当然そうなんだろうというふうに思いますし、そうすると、やっぱり

地域の皆さんがその場も各人各自の場面で活躍できる、そういう機会づくり、そのことに

よって地域が活性化していくんだということでございます。そうしますと、経済的にです

ね、えらいもうかってですね、例えば交付税なくてもいいよっていうようなことが、そん

なことは望んでいないということでよろしいんですか。 

町  長  国からいただいている交付税をカバーできるほどの事業はなかなか難しいと思っており

ます。 

久保島議員  まさしくですね、この町はこの町に合った身の丈の観光振興を行ってですね、地域の皆

さんがそれに参画できるというものが一番いいんだろうというふうに思います。 
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１－４にまいります。その点でですね、私は伊南ＤＭＯっていうのに非常に注目をして

います。昨年の 12月定例会で私もですね、伊南ＤＭＯに対して町長はどう取り組むんだっ

ていう話をさせていただきました。そのときには、町長は広域連携といってもですね、所

詮は各市町村の観光客の奪い合いになってしまうんじゃないかという中で、所詮は変わら

ないよと、連携できる部分と競合する部分が出てくるので、町としては体制はちゃんとつ

くっていくんだというようなお話でございまして、伊南ＤＭＯに対してはですね、そんな

に積極的な姿勢ではないかなあというふうに私は感じたんですね。本年 11月の 16日でご

ざいますが、駒ヶ根市におきまして伊南ＤＭＯの設立準備のための説明会ともいえるです

ね、講演会がございまして、設立に向けてのスケジュールが発表されたところでございま

す。それによりますと、平成 30年１月、要するにこれ年明けですね、に設立準備会を発足

させて、３月にはＤＭＯ候補の法人登録申請を行うと、それから 31年に設立に向けて積極

的に動くんだというお話でございました。説明の中ではですね、伊南４市町村とも積極推

進ということで説明ございまして、全面的に一本化して積極的にやっていくんだよという

お話がございました。確かに、伊南市町村の中で最終までですね、全部トータルで面倒見

れるのは駒ヶ根ぐらいしかありませんので、何とか連携してですね、点点点と結びつけて

集結させるということが必要だろうというふうに思っています。また、今策定中の飯島町

の観光基本計画の中のところにも広域のＤＭＯと連携していくんだという明言がございま

して、ちょっと以前とはスタンスがちょっと変わったのかなというふうに思います。変わっ

たことを責めてるんじゃありません。結構なんですが、どう変わったのかをお尋ねしたい

と思いますし、それから、そうしますと、伊南ＤＭＯをやることによって飯島町の観光協

会、また商工観光、あの辺の位置づけについてどういうふうにお考えなのかお尋ねをした

いと思います。 

町  長  伊南のＤＭＯ、ＤＭＯってなかなか理解しにくいね。横文字３つ並べただけですからあ

れなんですけども、この地域の生かせる力をみんなでつくりましょう、そういった組織を

民間でつくりましょうと、簡単に言えばそういうことです。それを伊南の地域を対象に進

めていきましょうねと、こういうことでございます。この伊那谷、やはり大きく伊那谷に

お客さん来るわけです。都市からですね、この伊那谷、リニアを通じて来るときに、飯島

町へ来るという、そういったミクロな考え方でここを訪れることはまずないでしょう。来

た、この伊那谷の幾つかをこう回って歩くという、そういった感覚で来られるときに、や

はり、この駒ヶ根のいわゆる大きな観光地と言われるものをメインにして客を集客し、そ

のお客さんをいかにまた飯島、宮田、中川へ流すかと、こういうことが大事だと思います。

これでみんなでもうかる地域をつくるということだと思います。ですから、やはり観光事

業、人を呼ぶと、こういうことは広範囲、広域的な連携の中でそれが営まれることが重要

だと、このように思っております。ひいては、上伊那でもＤＭＯを今検討しておりまして、

始めようというところでございます。今度は伊那谷、高遠の桜、そういった部分、辰野の

蛍、こういった部分を一つのかなめとなってお客様が訪れる機会が増えると、こういう機

会でございますから、広域的な連携を持って伊那谷全体でお客様を呼び込むということは

大変重要なことだと思っております。しかし、その中で飯島町が埋もれてはならない、飯
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島は飯島でですね、しっかり自分たちの発信をしなけりゃいけない、魅力を発信しなけれ

ばいけない、今の時点で何があるか、甚だ疑問なものでございます。ですから、それに負

けずにですね、ＤＭＯに入りながら、走りながら、我々もいろいろの魅力を盛り上げて、

飯島にはこれがあるというものを主張していかなければ、ＤＭＯの中でも飯島町が埋もれ

てしまうと、こうに思うわけで、入らないっていうわけではございません。だから入らな

いんではなくですね、だから入って一緒にお客さんを呼んでいただいて、飯島町の魅力を

発信して飯島町にも来てもらうという態勢をつくっていくとは大事だと、このように思っ

ております。 

久保島議員  まさしくそうだと思いますね。そうしますと、そのときにですね、どういうふうに受け

入れ態勢をとるのか、誰が担当するのかということも大事になってくるだろうというふう

に思います。１－５にまいりたいと思いますが、観光基本計画を実施していく上でもです

ね、伊南ＤＭＯの上でも、かなり強力なリーダーシップが必要だというふうに思います。

町長はよくですね、地域の活性化には住民の皆さんの力が必要だと、全くそのとおりだと

いうふうに思います。しかし、それはですね、やっぱりこういう大きな事業推進となると

お手伝いとか協力とかっていう場面になるだろうというふうに思うんですね。軸になって

働くというわけにはいかないと、やっぱり自分の仕事をなげうって生活を犠牲にしてまで

はできませんので、各立場や分野で自分の得た技術なり知識なりをそこに、それを利用し

てですね、そこにお手伝いをしていくという形になるんじゃないかなあというふうに思う

んですね。そういう場面での盛り上がりっていうのは大変必要だというふうに思いますし、

とても重要なことだというふうに思いますが、自分の生活の中で片手間にできるっていう

もんではないというふうに思います。そこで、やっぱり、町長はよく行政任せじゃなく民

間の力でというふうにおっしゃいますが、仕事として取り組む、そういう人がぜひとも必

要だと、だから、そのために目標達成できるような、そういう準備も必要ですし、時間も

当然必要だろうというふうに思うんですね。特に飯島町は、観光業で自分で営んでいてで

すね、それがもしうまくいけば自分のところに多少実入りがあるよという方であれば多少

の無理はきくかと思います。そういう方はほとんどいらっしゃらないのが現実でございま

す。ですので、ここで、町でね、人材確保をする必要があるんじゃないかなあというふう

に思うんです。かなり汗をかいてもらう必要があると、町長を初め職員の皆さんが頑張る

という、当然それは頑張っていただけるだろうと思いますが、外部組織として観光協会の

中にですね、選任の職員を１人置くぐらいなことが必要だなあと思うんで、そうすると観

光協会も法人化するなりしないといけないと、今の段階ではとても職員を置くような状況

じゃありませんので、町なり個人なりが出資した法人化をする必要もあるだろうというふ

うに思います。ぜひともですね、これを進めていくには、そういった体制づくりっていう

とこも必要だと思いますが、町長は、その点はどういうふうにお考えでしょうか。 

町  長  議員おっしゃるとおり、まずは、町民の皆さんがこの魅力あるまちづくりに発信してい

ただくっていう草の根の運動、非常に大事です。大事だけれどもですね、やはり先頭を切っ

ていかなくてはならないのは行政の仕事だと思っております。計画を立て推進していく、

そしてまた、その町民の皆様の後押しを借りて、これが大事なんです。後押しをいただい



- 10 - 

て事業を推進していけると、こういう体制をとることが大事だと、そのために、行政では

ですね、今まで組織的に観光事業あるいは定住促進、産業振興等についてばらばらな部署

で行っておりまして、統一的な戦略的な施策がなかなかとれていなかったと、このように

認識しております。そこで、まずは行政の機構、この地方創生にかかわる事業を推進して

いく、この部署を専門につくりたいというふうに思っております。今役場の職員の皆さん

で、その思いのもとに新しい機構を来年４月スタートするつもりで今計画しておるところ

でございます。そこでは、定住促進、観光、地域支援、そういったものがぎゅっと凝縮さ

れておるんで、そこでまずは行政の政策的なものを戦略的な一本化をしていきたいと、こ

のように考えております。それとあわせて、先ほど申し上げました町民の皆様の接点とし

て戦略会議というもの、その中には、もちろん観光協会という方々、あるいは飯島町営業

部、こういう積極的な方々も巻き込みながらですね、円滑な事業が戦略的に行われること

を今考えておるところでございます。 

久保島議員  そうしますとですね、その行政内の組織っていうのは一本化できて、そういうものがで

きるんだろうと思うんですが、実際に動くとなると、営業活動等もしなきゃいけないとい

うことになると、外部組織がやっぱり必要だろうというふうに思うんですが、それは、やっ

ぱり戦略会議が法人格を持つのか、それとも、また別のそういう活動機関っていうのがで

きるのか、その辺のお考えはどうでしょうか。 

町  長  それは、せっかく今度伊南ＤＭＯの民間組織ができるわけでございまして、それが伊南

４市町村の観光戦略の大きな行動、そして、それを受けて飯島町がどのような対応をする

かということになるかと思います。ちょっとしばらくその動きを見る必要があるだろうな

というふうに思っとります。飯島町も、この観光基本計画ができたばっかりで、何を進め

ていくかということがまだ明確になっておりません。来年は、この観光基本計画に基づい

た数年の計画を立てる年にしておりまして、大きく具体的に何々をつくってすぐ人を呼ぶ

と、こういうところまでは行きません。来年はじっくりと、そういった組織固め、やりた

いことの整理等を進める年にしてまいりたいと思っております。その中で、いわゆる議員

のおっしゃいました組織、もう少し組織が欲しいぞというようなことになれば組織をつく

る必要があるだろし、いろいろ対応してまいりたいと考えております。 

久保島議員  そうしますと、来年度あたりは組織づくりというようなことで、基本、基礎を固めてい

くという段階だということでございますね。私は、なるべく早い時期にですね、やっぱり

組織っていうのはできていないと動きが鈍くなってくるんだなあというふうに思っていま

すので、なるべく早い時期に組織づくりをお願いしたいというふうに思います。その中で

１点ですね、行政内の機構改革をするということでしたが、人員体制、これを増やすつも

りでいるのか、それとも今現状の中で異動してですね、専門分野をつくるのか、また専門

知識のある人間をですね、そこに外部から呼び込んでくる、そういうお考えもあるのか、

そんな点についてはいかがでしょうか。 

町  長  今久保島議員がおっしゃった考え方をすべて頭に入っております。 

久保島議員  広い見識の中で町長進めていただけると思いますので、ぜひともですね、柔軟に対応を

とっていただいて、役場の職員の中で足りないんであれば外部から招聘するっていうこと



- 11 - 

も十分いいだろうというふうに思いますし、今までの定員管理の中で、この定数でってい

うことが決まってきましたけれども、これから新しい展開を始めていくんだっていうこと

になれば、ここに少し人員を入ってくる、つけていくということも当然必要だろうと思い

ますので、その辺は適時に御提案をいただきたいというふうに思いますので、こちらから

も御提案をしておきます。 

それでは１－６に入りたいと思います。教育長にお伺いしたいと思います。９月の定例

会の一般質問の中で、私、子ども議員という話をさせていただきました。３年に一度ので

すね、子ども議会というのではなくて、そのつけ焼刃の意見発表になっちゃうところが見

えましたので、子どもたちに年間を通じて飯島町を考えてもらい学んでもらって将来の飯

島町のための提案をしてもらう、そんなような活動をしていったらどうかっていう話をさ

せていただきました。先ほど町長もおっしゃっていたようにですね、子どもたちに自分の

ふるさとのいいところを見てもらう、思い起こしてもらってですね、自分の心の中に刻ん

どいてもらう、行く行くは町へ戻ってきてもらって町のために働いてもらう、これが理想

ですけども、そんな話をですね、実は飯中の校長先生とお話する機会がございまして話を

しておりましたら、今年度「ふるさと飯島を見直そう」確かこんなような題だと思うんで

すが、そういう活動をしているクラスがあるということがわかりました。大変意義深い活

動だというふうに評価をしています。いろんなところをですね、見たり検証したりして、

飯島町ってどんな町だということを勉強していらっしゃるということでございます。ぜひ

ともですね、その一年間のまとめとして、近いうちに理事者もしくは議会ともですね、懇

談会、プレゼンテーション等をですね、やったらどうかなあというふうに思っているんで

すね。その皆さんの成果を発表していただく機会をですね、公的に設けたらどうかなとい

うふうに思っています。若い彼らがですね、飯島町をどう捉えているのか、それから将来

の飯島町をどう描いているのかっていうのをですね、知りたいというふうに思いますし、

一緒に考えていければと思います。先ほども申し上げましたが、子どもたちにそういうこ

とをする機会を設けるとともに、ぜひとも、子どもたちのその提案をですね、計画なり実

現に持っていくっていうことが、そうすると、また特にですね、私の計画が、私の提案が、

僕の提案が採用されたんだっていうことになれば、町へのですね、愛着度も増してくるん

じゃないかなあというふうに思っています。その点で、またぜひ町に戻ってきたいなあと、

飯島町のために働くんだぞと思ってくれれば、これは非常に幸いだなあと思っているんで

すが、この件につきまして、教育長、うまく働いていただいてですね、実現していただけ

ればと思うんですが、いかがでしょうか。 

教 育 長  飯島中学校では、学校目標、ことしから「ふるさと飯島に思いを寄せ 未来をひらく生

徒」という学校目標に新たにリニューアルしまして、歴史と自然豊かなこの町について、

地域性を大切にしたり、それから地域に根差した活動のできる子どもたちを育もうという

ことで学校全体で取り組んでおるところであります。今御指摘にありました「ふるさと飯

島町を見直そう」というのは、実は授業、総合的な学習の時間という授業の中で大くくり

のテーマですので、それぞれのクラスは、その中で自分たちのテーマを見つけて、クラス

ごとその時間の活動をしているという状況であります。今のところ、その水は向けてあり
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ますけれども、理事者とか、あるいは議会との懇談ということを希望しているところはお

りませんけれども、そういったわけで全クラス、ある特定のクラスではなくて全クラスが

何らかの形で飯島にかかわろうということであります。例えば、飯島を知りたいプロジェ

クトっていうクラスでは伊那県ウォークに参加したり、あるいは３年生では、有名になり

ましたけど、大正琴の練習をしたりということで、いろんな取り組みをしているのであり

ます。これ、授業の時間の中で地域の方のボランティアの方の力も借りたりしながら進め

ているという、そういう状況でありますので、御提案ありました懇談を行うっていうこと

は、中学生の視点から見た飯島町の将来ということでは大変有効であろうかというふうに

思っております。また、この子どもたちは、いつどういうふうにこの調べてきたことをま

とめるということが特にきちんと計画されているということではなくて、文化祭や、それ

なりの発表会のところで自分たちの意見が発表されるということもあろうかと思います。

ただ、総合的な学習という授業の一環ですので、先生によってある程度こう計画もありま

すし、そこに生徒の意見や要望を入れながら絶えず見直しを図っているという状況であり

ますので、今回こういうお話をいただきましたので、中学校とも相談してはまいりますけ

れども、中学校やこの子どもたちの自主性ですね、そういった中で、いや、これはどうし

ても町に訴えたいとか、そういったことがあれば我々は即動いて実現したいと思いますけ

ど、現在のところはそういう希望がないということなので、子どもたちのこういう勉強す

ることによって自主性がますます身についてくることを祈っているところであります。 

久保島議員  私も校長先生とお話したときにですね、ぜひともそんな機会をつくってちょうだいよと

いう話もしておきました。もしですね、子どもたちからぜひお話をしたいということがあ

りましたら積極的に受け入れをしていただきたいというふうに思っております。 

それでは最後の項目にまいりたいと思います。２－１でございますが、今まで飯島町の

景観っていうことについてお話をしてまいりました。町長も、この世界一のステージとい

うことで表現させていただいておりますが、この中央アルプスや南アルプスのこれだけで

は、飯島の景観っていうのは成り立っていかないと、この一面に広がるですね、水田、こ

れこそが鍵だというふうに思っています。私のある知り合いがですね、ヨーロッパの方を

連れて見えてですね、陣馬形からこう見たときにですね、「何とすばらしい景色だ」という

ふうに、これ５月のときでしたけれども、話がございました。この５月６月のですね、こ

の地の景観っていうのは、これはもうほんとに筆舌にあらわしにくいといいますかね、も

う大変なものでございます。そこんところをですね、どうも我々は認識していない、当た

り前の風景で当たり前なことだというふうに思っているんですが、見る人によってはこれ

は大変なことだというふうに見れるようでございます。何よりも、この水に恵まれたこの

地域、これを大切にしなきゃならんというふうに思っています。基盤整備が進んでですね、

約 50年たってきている地域も出てまいりました。各地域の農業用水路がですね、かなり傷

みが出てきて、多面的機能支払の交付金事業でところどころ直してきているんですね。傷

みが出たところ。これがイタチごっこだと言われています。まるでばんそうこうを張って

修理しているようなもんで、ばんそうこうを張ったその先がですね、また傷んじゃうと、

この手前が傷んじゃうということになっていると、やっぱり無駄が生じてくるんじゃない
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かなあということで、私が受けた一つの提案はですね、多面的機能支払の半分をばんそう

こうに充てて、半分は全面改良に向けた計画的な修理、改修していったらどうかという話

いただきました。しかしですね、どうも考えてみると、そのばんそうこう代も足りないよ

うな状況なので、とてもその交付金、多面的支払の中では対応できないだろうというふう

に思います。全面的改良っていうのを進めていくにはですね、また別の、別の予算措置が

必要だというふうに思います。ちょっと私は、その私の調べたところで大変拙速なんであ

りますけども、土地改のところにですね、農業農村整備事業っていうのがあるというふう

に認識しています。ここに手を挙げるにはですね、ある程度のその計画っていうのがなくっ

ちゃいけないと、その計画もですね、出しといて、手挙げといて何年か経たないととても

本採択されるもんじゃないというふうに思っています。そこもやるんならば早目に改修計

画を立てて手を挙げる必要がある、ほかにも多分あるのかなあというふうに思いますが、

中山間地の関係もあるだろうし、何らかの方法があるというふうに思います。現状と今後

の取り組みについてどう考えていらっしゃるのか伺いたいと思います。 

町  長  基盤整備事業が昭和 48年に着手しましてから 50年弱が経過しており、当時の施設の老

朽化が進んでいる現状は把握しております。水路改修におきましては、緊急性の高い箇所

から国及び県の補助事業を活用した県営事業や地元施工による多面的機能支払交付金事業

等により順次進めておるところでございます。しかし、大規模な改修となりますと、財源

の確保や補助事業採択に向けた協議等、諸手続が必要であり、長期的な計画で実施する必

要があります。町としましても事業実施に向けて上部機関との協議を進めておりますけれ

ども、事業化されるまでは部分的な補修工事により施設の長寿命化を図ることも必要と考

えております。引き続き長寿命化対策と並行して大規模な改修も計画的に進めていくほか、

有利な事業等についての情報収集を行ってまいりたいと思っております。 

久保島議員  そうしますと、その年度でですね、いつからその計画を立て始めるのかということにつ

いては、もう町長の頭の中にあるということでよろしいでしょうか。 

町  長  いろんな情報の収集して決定してまいりたいと思っております。 

久保島議員  終わります。 

 

議  長  ５番 橋場みどり議員。 

５番 

橋場議員  通告に従い質問いたします。国民健康保険制度改正についてお伺いします。日本は、誰

もが安く医療を受けられる国民皆保険制度があり、保険医療水準が高く世界一の長寿国に

なっています。国民健康保険制度は自営業や無職の人を対象にした公的医療保険制度で、

市町村が運営しています。サラリーマンを対象にした健康保険組合や業界健保に入れない

人の受け皿となっていて、国民皆保険の最後のとりでとなっています。高齢化や雇用情勢

の悪化などで自営業者などが中心だったが無職になった人、またパートで働く人などが急

増し、国保加入者が大きく変化し、少子高齢化も進む中で現在の制度を維持していくのは

難しくなりました。そんな中での平成 27年５月に国民健康保険法の制度改正による国保の

運営がいよいよ平成30年から県主体に移行されるという記事が11月14日の信毎に報道さ
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れたわけです。この制度改正により県は初めて国保運営にかかわることになり、国保の保

険者は市町村から都道府県と市町村の共同運営に変わります。加入者にとって新制度は国

保税が上がるのではないか、また、どんな意味を持つのかと心配されております。この改

正はどのような内容なのかお伺いいたします。 

町  長  橋場議員の質問にお答えいたします。国民健康保険制度が改正されます。それにつきま

して御不満の点がたくさんあろうかと思います。今回の質問の中で少しでも明確になれば

というふうに思っております。よろしくお願いします。一番の改正ポイントといたしまし

ては、国民健康保険の財政の安定化や事務の効率化などを図る目的で、従来各市町村が保

険者として個別に運営を行っていましたものを、平成 30年度からは、これまでの市町村に

加え都道府県が保険者に加わり、新たに特別会計を設置して国民健康保険制度を担うとい

うところでございます。これによりまして都道府県が財政運営の責任主体として都道府県

全体の国民健康保険の収入と支出を管理することとなります。そして、市町村は財政運営

以外の国民健康保険事業を従来どおり行うというものでございます。具体的には、都道府

県が市町村ごとに決定した国民保険事業納付金を都道府県へ納入し、都道府県からは保険

給付費に対する公費分やそのほか事業等実施状況により交付金が支払われるということで

ございます。さらさらっと言いましたけども、なかなかわかりにくいものでございますの

で、以後の御質問等に詳しく担当がお答えしていきたいと思っとります。 

橋場議員  ただいまの御答弁の中に納付金というのが出てまいりました。この納付金というのは納

付金が給付に賄われるお金になっていくわけなんですけれども、改正では県への納付金は

100％納付が義務づけられておりますので、決められた納付金を全額県に納めなければなり

ません。現在町は職員の努力のおかげで年々収納率が伸びてきており、町の 27年度の収納

率を見ると 98％となっています。このように町は収納率向上に毎年努力をし、加入者の生

活実態に合わせた対応の中で徴収することが可能でした。この改正によりますと、この改

正が負担となり、今まで生活実態に合わせて徴収をしていたものが生活実態を顧みない徴

収になるのではないかと心配されますが、その点はいかがでしょうか。 

健康福祉課長  では、国民健康保険特別会計を持っております健康福祉課のほうから御説明をいたしま

す。制度改正により、都道府県は財政運営を担う保険者として全体の医療給付費等の見込

みを立てて市町村ごとの医療費水準、所得水準、被保険者数及び世帯数等によってそれぞ

れの市町村の国保事業費納付金額を算出し、決定いたします。長野県は 77 市町村ござい

ますので 77 通りの金額を示してくれるわけです。各市町村は、この納付金額を国民健康

保険税として賦課、徴収をいたします。決定額全額を都道府県に納付する仕組みとなりま

すので、それが全部集まるということの工夫なり収納なり徴収なりをやっていくわけです。

御質問の標準保険料率とは、決定した国保事業費納付金額を、飯島町でございましたら飯

島町が全額集めることができるため、県が参考値として示した市町村ごとの保険料率のこ

とでございます。また、これは都道府県が市町村ごとの標準保険料率を示すことによって

標準的な住民負担を見える化するものです。長野県は保険料率を統一しないという方向に

決めましたので、各市町村の比較がこれによりできることになります。今後市町村は県か

ら示された標準保険料率をもとにそれぞれの国民健康保険運営協議会で実際の保険料率
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を決定することとなります。 

橋場議員  標準保険料率の説明していただいてしまいましたけれども、最初の質問の生活実態に合

わせて徴収をしていたものが、それができなくなるんではないかという心配がされるんで

すけれども、そこの点はどうなんでしょうか。 

健康福祉課長  今説明しましたように、標準保険料率を示された後、町の国民健康保険の運営協議会で

実際の保険料率を決定いたします。なので、そこに合わせまして町は徴収をしていきます

ので、生活実態に合わせた徴収については今までどおり町が行いますので、税を担当する

住民税務課のほうで今までと同じように相談に乗りながら徴収をしていくという形を

とっていきます。 

橋場議員  今までと同じということです。それでは、改正では県が定める収納率より高い収納率を

上げれば標準保険料率より安い保険税率を設定できるとなっています。もしですね、今後

徴収がうまくできなくなり、県が決定する納付金を滞納というようなことになった場合に

はどうなるのでしょうか、お伺いします。 

健康福祉課長  まず、県が定めた国保の事業費納付金額は 100％納めなくてはなりません。なので、足

りない分は町の国保が何らかの形をもって納めなければならなくなるわけです。なので、

保険料率、町の案分率により集めたもので不足のものは、飯島町は今 1億 9,000万円ほど

の基金がございますので、そちらのほうを崩すなりということをするような方向で行こう

というような考え方を今持っており、ことしのところに、来年に向けまして、これから３

月までの町の運協のほうで、国民健康保険運営協議会のほうで諮っていくという予定に

なっています。滞納につきましては、対応は今までと同じような形になります。 

橋場議員  足らない分は基金のほうからということなんですけれども、それも長引けばいつまでも

続くということにはならないと思っております。また後ほどの質問にもつながってきます

が、次の質問に行きたいと思います。 

標準保険料率を先ほど説明していただきましたけれども、改正などには標準保険料率と

いうように保険料と出てきますが、町は国保税としていますが、国保税と保険料というの

には何か違いがあるのか、または、この制度により統一するということは考えられるので

しょうか。 

健康福祉課長  県のほうでは保険料率というような言葉を使っておりますが、今長野県の中でも国保税

といっているところと国保料といっているところがございます。長野県は国保税といって

いるところのほうが多うございまして、呼び方についてはそれぞれで決めればいいという

ことになっておりますので、これについてはこれまでどおりという形になります。 

橋場議員  では、税でも料でも意味は変わらないということですね。内容も変わらないということ

ですね。 

健康福祉課長  そのとおりでございます。 

橋場議員  県は市町村標準保険料率は市町村間で保険料率が比較できるように統一した算定方式で

算出するとしております。例として均等割、平等割、所得割の３方式が示されております。

町は現在、所得割、均等割、平等割、資産割の４方式の算定となっていますが、県の３方

式に合わせるのか、また４方式で行くのか、この違いは何かあるのでしょうか。 
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健康福祉課長  ３方式ということに県は決めているんですけれども、各市町村、４方式をとっていると

ころが多うございます。ということで、それは各市町村の国民健康保険の運営協議会に諮

問をして決めましょうと、決めていいですということになっておりますので、飯島町は、

これから３月までの間にどうするかということを決めていきます。今年度に入りまして２

回、国民健康保険運営協議会、町でやっておりまして、今説明をしてどのような影響があ

るかということをお示ししているところでございます。具体的に保険料の４方式３方式な

んですけれども、国保には応能割と応益割というものがございまして、応益割といたしま

しては前年度の所得に対してかかる所得割、それから資産割ということで固定資産、世帯

主様の固定資産になりますけれども、そこにかかるものと、それから応能割としては均等

割ということで、その国保に入っている方々に対する一人一人にかかるもの、それから平

等割と申しまして世帯にかかるものがございます。均等割と平等割に関しましては、その

方々の所得等によって軽減がされるというような制度もございます。ということで、今度

県のほうは資産割を減らした３方式にするというような方向を出しているわけですけれ

ども、飯島町に関しまして、この資産割を継続するのか、それともやめて所得割、均等割、

平等割というふうにするのか、そちらのほうは今後検討をいたしてまいります。 

橋場議員  今後検討されるということです。 

次に、改正では保険料の算定は町が行うことになっていますが、標準保険料率が町の保

険税率に大きく左右されるのではないかと心配されます。この収納率が少子高齢化、人口

減少が進む中で実際に収納率が低くなったときに、そのときの県の対応というのはどうな

るのでしょうか。 

健康福祉課長  県のほうでは、県に国民健康保険運営協議会を設置しておりますので、長野県全体の保

険料、集まるものが少なくなってきた場合については、県のほうで各市町村のほうにこの

ようにというような提案がなされるというふうに考えております。町のほうでは今までど

おり努力をしてまいりますので、ぜひ皆様の御協力をお願いいたしたいと思います。 

橋場議員  県の提案待ちということなんですね。 

では１－３の質問に行きます。新制度が加入者に与える影響はということでお聞きしま

す。町は住民の健康づくりに力を入れて医療費を低くする努力をしていますが、例えば住

民の健康づくりに熱心で医療費を低く抑えていた市町村が医療費の高いほかの市町村に引

きずられて保険税が上がるといったことも起きるのではないか、また、納付金制度で上が

る、また保険料、標準保険料率で上がるというような値上がりする国保税に、低所得者へ

の町の救済はどのように考えておられるのでしょうか。 

健康福祉課長  ちょっと救済のことは後から申したいと思いますけれども、平成 30 年度からは、毎年

県が市町村ごとに納付金を決めるため、市町村は毎年国民健康保険の税率を見直していく

必要があります。そのため、町の国民健康保険加入者の方の前年度の所得、世帯内容など

がほとんど同じでも納付いただく税額がそれぞれ変動することがかなり考えられます。今

までも保険税は毎年毎年変わっているんですけれども、納付金の額、納めなければならな

い額に準じて決まってきますので、町の裁量だけではなくなるということでございます。

ということで、市町村は従来どおり住民との身近な関係の中で事務を行ってまいりますけ
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れども、救済につきましては、今までどおりと変わらないので、住民、被保険者の方々か

ら見たところからすると、制度的には、経営が県になるということだけで変わってこない

というふうに思います。先ほどの保険料率の決定の仕方を少し説明させていただきたいと

思いますけれども、保険料率につきましては、先ほど申しました応益分は被保険者の数に

よりますので、これはどこの市町村も被保険者数で決まってきます。あと、応能分のほう

なんですけれども、所得水準というものがございますので、所得水準で按分率が計算され

ます。飯島町は長野県の国民健康保険の 77 のうちで所得水準が高いほうでございますの

で、この納付金を算定するときには高いほうに、少し高いほうにということで高い額を設

定される。もう１個、医療費水準を反映するというところもございます。こちらは年齢補

正をしました医療費水準でございます。飯島町は、医療費水準につきましては少ないほう

でございますので、こちらは、保険料、その納付金が低くなるというような算出になりま

す。今県のほうから何回も納付金に関しまして試算がしておりまして、毎回毎回このぐら

いの額を集めましょうというものを提示されています。それは、飯島町の現状を県に逐一

報告しまして、それを県が全部集めて、その中で県が来年度の医療費の見込みを立て、そ

して社保基金から来るお金等を控除した中で飯島町がこれだけということを示してくれ

ているわけです。その示してくれた額をどうするかは、これから３月までに決めていくこ

とになっていくんですけれども、今のところ今までよりも少し多めに集めなければならな

いのではないかなあというような額でございますが、これも、これからまた、決定するの

が年明けになりますので、はっきりしたことは申せない状況です。ただし、各市町村で激

変してしまうというところがどうしてもございます。保険料、今まで集めていた保険料よ

りも高く集めなければいけないところ、逆に安くてもいいところもございます。というこ

とで、長野県内では、たくさん集めなきゃいけないところが確か 30 くらいあったと思い

ます。今までよりも安くなったところは１桁くらいで、それぞれ激変緩和の措置をとりま

すということで、これから６年間は激変緩和の措置をとっていきます。100.65％を超えな

い額にしていくという形になります。ただし、被保険者等が順次変わっていきますので、

定額っていうふうにはなりませんけれども、毎年毎年県のほうからその額を示します。飯

島町は、医療費は安いんですけれども所得水準が高いために、こちらの激変緩和のかかる

町になっております。以上です。 

橋場議員  飯島町は激変緩和をされる町ということなんですけれども、今までとあんまり変わらな

いようなんですけれども、町の裁量ではなくなるというところが非常に気になるところな

んです。町は今後、ほんとに実際にですね、収納率が低くなっていったときに、収納率以

上の高い収納率を目指すような強い対策をとっていくようになるのではないか、そこの辺

はどうでしょうか。 

健康福祉課長  そちらのほうは、今までと同じように住民さんたちと一緒に相談をしながらということ

でやっていきたいというふうに考えております。 

橋場議員  そうしますと、改正によっての町の役割というのはどういう役割になるのでしょうか、

伺います。 

健康福祉課長  町の役割といたしましては、今までどおり窓口については全く変わりません。資格、住
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民との身近の関係を保つというとこで、被保険者証の交付、喪失など資格の管理、保険給

付費の決定、支給、保険税の賦課、徴収等を担います。被保険者の方々から見ますと特に

変わらないです。保険証につきましては、今まで飯島町っていう保険証だったものが長野

県という保険証になりますが、下のほうに小さく飯島町の人であるというような表記はさ

れてきます。先ほどはちょっと申さなかったんですけれども、県のほうにも基金を設ける

予定でありまして、どうしても納め切らないという市町村については貸し付けをするとい

うような制度もつくるということが決まっております。 

橋場議員  ええとですね、標準保険料率を参考に保険料率を決定、徴収し、納付金を県に納め、保

険事業をしていくということで、ほんとにほぼこれまでと同じような役割ということなん

ですけれども、最初に町長の答弁の中にありましたけれども、事務の効率化になっていく

のかどうかっていうこともちょっと思いますけれども、事務の効率化にはならなくて、ま

すます負担が多くなっていくんではないのかなあという感じがしております。改正での

100％納付の収納圧力や標準保険料率の収納率より実際の収納率が低くなって保険税が高

くなる場合も県から収納率強化の指導がされるのではないか、また県からの提案がされる

というようなことですので、また保険税の算定は町が行うこととしておりますけれども、

標準保険料率が町の保険税を圧迫したり加入者への徴収負担も増すことになるのではない

かと心配されます。町や高齢者、低所得者を圧迫するようなこの仕組みに関してはどのよ

うにお考えになっているのでしょうか。 

健康福祉課長  国中で都道府県が保険者になる、経営をするということに関しましては、国保に関しま

して、国民健康保険に関しましては小さな市町村が多うございます。3,000 人を、飯島町

もそうなんですけれども、被保険者が 3,000人に満たないところがとても多うございまし

て、そうすると、今医療費につきましてレセプト、１カ月に幾ら医療費がかかって、その

方についてかかったかっていうレセプトとかあるんですけれども、心疾患などで手術した

場合は 800万とか、あと難病の治療をするとか、月にやはり同じような額がかかるような

ものもあります。血友病などについては、もう 1,000万を超えて億というような形になっ

てきてしまうこともございます。そのような方が１人出たことで、その国民健康保険、飯

島町が保険者のままでいると、その経営自体が破綻してしまうということがありまして、

大きなところで、経営は大きなお金を回しましょうということで、これをつくっていった

わけです。事務の効率化につきましては、今現場ではどのくらい事務が効率化できるのか

ちょっとわからないところもあり、なれるまでは大変になっていくんだろうなあっていう

ふうには思っております。加入者の方々に関しましては、なるべく御迷惑をおかけしない

ようにというふうに思っておりますけれども、保険料の収納等についてはさらに御協力を

いただくという形になっていくことがあると思います。ちなみに、国民健康保険の収納率、

3,000 人未満、飯島町が該当しますが、98％をその料率の算定の基準というふうにしてお

りますので、今のものを維持をしていくということが求められてくると思います。 

橋場議員  町長にもお聞きしたいんですが、若者たちに手厚い手当をしていく半面で、こういう弱

者や高齢者などにこのような負担がかかってくるようなこの制度に対していかがお考えな

んでしょうか。 
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町  長  これは国の政策の一環でございますから、私がどうするっていうこともできませんけれ

ども、いわゆる国民健康保険金の先行きの運営が非常に難しくなってきた、少子高齢化の

中でお年寄りが増え、また難病が増えてきていると、こういう状況の中でですね、また地

方が疲弊する中で、人口が増えてそれが持ち切れないということなんで、みんなで助け合

おうという精神がそこんところに働いているのかなあと、このように感じるところでござ

います。一方的に今までの弱者が切り捨てられるとか、そういった意味合いは、特に私は

別に感じるところではございません。ほぼ今までどおりであるけれども、みんなで助け合っ

ていく部分が広くなったのかなあというふうに感じております。 

橋場議員  お伺いしました。来年より改正が始まり、国民健康保険運営方針も県が定めるとしてい

ます。県には国民健康保険の実務経験がありません。低所得者や高齢者への負担が増えな

いよう、町や加入者の声にしっかり耳を傾けてもらいたいと思います。町の国民健康保険

運営協議会には、委員の意見を最大限に尊重する中で制度改革を進めていただきたいと思

います。 

では１－４の質問にまいります。次に国保料減免制度の現状について伺います。国保の

減免制度には国が一定の基準を定めて減免を行う法定減免と、それから自治体が条例など

で基準を決める申請減免がありますが、町の現在の減免制度の状況をお伺いします。 

住民税務課長  町の国保税の減免制度ということで御質問がございましたので御説明を申し上げます。

飯島町の国民健康保険税の減免制度は、飯島町国民健康保険税条例第 24 条に減免の項目

がございます。当該年度におきまして所得がなくなったことにより生活が著しく困難と

なった方や、それから被保険者が後期高齢者医療保険へ移行したことによりまして健康保

険上の扶養になれなくなった方を対象すると定めております。減免を受ける場合につきま

しては、納期限の７日前までに所定の申請書に該当する事由を記載していただきまして、

その事由が証明できる書類を町長に届け出ることになっております。12月１日現在、減免

の該当となっているのは７件ということでございます。 

橋場議員  ７件とお伺いしました。 

次に国保減免制度の見直しについてお伺いします。今後も社会事情により国保減免制度

の見直しといったような検討はしていかれるのかお聞きします。 

町  長  当町におきましては、先ほど課長から減免制度についてお知らせ、お話を申し上げまし

たとおり、現在町単独で減免制度の見直しは考えておりません。ただ、国、県の上位法令

の見直しにより改正が必要な場合は、それに準じて検討してまいりたいと思っとります。 

橋場議員  以上で質問を終わります。 

 

議  長  ここで休憩をとります。再開時間は 10時 50分とします。休憩。 

 

休  憩  午前１０時３０分 

再  開  午前１０時５０分 

 

議  長  会議を再開します。一般質問を続けます。 
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２番 滝本登喜子議員。 

２番 

滝本議員  それでは通告に従いまして、今回３点質問をいたします。まず初めに「森林資源利活用

への取り組みを今後どう考えるか」についてでございます。ことし９月に県内で開催され

た地域再生可能エネルギー国際会議では、再生可能エネルギー100％地域を目指し、新たな

取り組みと連携を開始する長野宣言が採択されました。県の観光基本計画もこれを受け協

議し、可能エネルギーの普及、拡大などに向けた取り組みが広がっていると分析して実現

を目指し取り組む姿勢を盛り込みました。このエネルギーに関する状況において省エネル

ギー、自然エネルギーへの期待は高まってきており、この分野での新たなビジネスモデル

の創出による地域産業の活性化が求められていると考えられております。我が町において

も自然エネルギーの活用として太陽光パネルの屋根貸し事業、また民間とも協力して水力

発電事業などが始められました。さて次は、ということになりますと木質バイオマスエネ

ルギーですね。町管理の森林は町面積の約 72％有しており、豊かな森林資源の有効活用が

ますます望まれると思います。現在補助制度としてあるペレットストーブは今までで 12

件の申請があったということでございます。まきストーブへの補助はないということです

が、まきストーブ利用者はグループもつくっており 15件ほどあるということです。このグ

ループに属さない人たちも数件あり、まきストーブへの補助も考えていただきたいと思っ

ております。次の質問にもかかりますが、県森林税の使途の中の未利用木材資源などです

が、身近なバイオマスエネルギーであり、里山資源の有効活用としての提案がなされてお

ります。この税につきましては、まだまだ疑問や課題はあると思いますが、使い道を地球

温暖化抑制のためにも二酸化炭素の創出を削減する木質バイオマスエネルギーの一つであ

るまきストーブの普及、活用に取り組むことを求めたいと思いますし、また補助金につい

てもお考えをお聞きしたいと思います。そして、バイオマスエネルギー全般の町への取り

組みの考え方をお聞きしたいと思います。 

町  長  滝本議員の一般質問にお答えいたします。エネルギー資源としてのペレットストーブ、

まきストーブ設置の状況と普及への取り組みと、こういう御質問でございます。県内には

森林資源をエネルギーとして活用するため木質ペレットの製造工場が５カ所ございます。

その中でも上伊那においては県内最大のペレット工場がありまして、全県の約６割の木質

ペレットを生産しておる現状でございます。普及への取り組みとしましては、県・市町村

イベント時のほか、役場庁舎内でもペレットストーブを稼働させてＰＲを行っておるとこ

ろでございます。引き続き県及び関係団体との連携を図りながら普及活動を行ってまいり

たいと思います。設置状況につきましては、平成 20年度以降での導入補助の実績は 14台

ございます。補助しております。以上です。 

滝本議員  ペレットストーブの補助につきましては 14台ということでお聞きいたしましたが、この

制度につきましてはペレットに限られているというようなことであると思いますが、まき

ストーブについては、ついての補助はどのようにお考えでしょうか。また、今年度の予算

にもペレットストーブは２件分ということでとってありますけれども、これ以上の申請が

あった場合はどう対応するのかということもあわせてお聞きしたいと思います。 
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産業振興課長  まず、まきストーブへの補助についてということでございますが、現在のところ、ちょっ

とまきストーブへの補助というのは検討しておりません。これから新年度予算になるわけ

なんですが、実施計画の中でも、ちょっとまだそういうのは話題に載せておりませんので、

予算の中でまた検討はしてみたいなと思いますが、なかなか、まきストーブ、把握するの

も大変な部分もございますので、ちょっと慎重に検討させていただきたいというふうに

思っております。また、ペレットストーブの補助でございますが、予算の範囲内というこ

とで推進しておりますけれども、昨年も予算以上の要求があった場合には長野県のほうへ

お願いしまして、予算の確保、これをしてまいりました。何せ県の補助を活用しての町の

補助ですので、そういった要望があれば県のほうへ積極的に予算確保するように働きかけ

をしていきたいということでお願いしたいと思います。 

滝本議員  慎重にというお答えをいただきましたけれども、補助の 14台を超えて、まきストーブの

普及はかなりあると思います。全体にしてみれば少ないんですけれども、ぜひまきストー

ブへの補助についても考えていただきたいと思います。 

では、次の２にまいります。森林税ですが、県は３期目の森林税継続のための条例案を

今期定例会に提出し、先日可決されました。この中に観光地の景観整備を挙げております。

町の観光基本計画にも関連しておりますが、エコツーリズムや里山整備、特に町民の森整

備を求めたいと思っております。今年度行われましたアウトドア調査によりますと、町民

の森周辺はスポーツ性として高い評価があり、駐車場の整備と展望台、休憩施設の設置な

ど、早急に整備して、まず身近な山として憩いの場所づくりに取り組むことを求めます。

営業部自然部会においても町民の森環境整備を始めるようでございますが、支援というよ

りは、費用を使うところは町で積極的に出していただいて、細かいことではありますけれ

ども、この整備に携わるボランティアに昼食などの提供もぜひ考えていただきたいと思い

ます。他の部会にしても、これからの観光基本計画、アウトドア事業などの核になる部会

ですから、後押しをしっかりすることを求めますが、お考えはいかがでしょうか。 

町  長  森林税につきましては、11月に県の基本方針が策定されまして森林の利活用を図るため

に平成 30年以降も継続するという、が示されました。新たな活用事業として里山整備がお

くれている河畔林に対する支援等が盛り込まれておりますので、今後の事業化に向けて情

報収集して、関係部署と連携して対応できるよう研究してまいりたいと思っております。

町民の森につきましては、大正後期に当時の村長さんが青年団を動員して全域にわたって

ヒノキが植栽されました。その後、昭和 52年には町民の森と命名されまして、先人の偉業

をしのび、山林資源に対する認識を喚起するために記念碑も建立されております。現在は

樹齢約 90年のヒノキで１ヘクタール当たり約 1,400本と適正に管理され、森林整備の見本

となる町有林となっております。町民の森は町の大切な財産でありますとともに観光資源

でもありますので、各団体と協力してエコツーリズム等の活用で利用していきたいという

ふうに考えております。また、民間の方々で一生懸命それを整備しようという有志が動き

出しております。飯島町もできる限り支援してまいりたいと思っとります。 

滝本議員  過日に町民の森へ行くことがありまして、車で行けば約 20分足らずですかね、道はでこ

ぼこでちょっと厳しい状態ではありますけれども、町民の森という名前がついております
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ので、なるべく多くの人たちがそこへ訪れて町を眺めていただき、ああ、飯島はこんなに

いいところがあるなということを感じていただけるような、そんなような取り組みもぜひ

今後考えていただきたいと思っております。 

では次の質問にまいります。２－１でございます。観光基本計画を基本に飯島版ＤＭＯ

に取り組むことを求めていきたいと思いますが、観光基本計画に観光資源となる事例がた

くさん載っております。今後パブリックコメントやアンケートを経て資料、材料は増える

と思いますが、これらの資源を利活用している団体との連携を、事業の共有など図ること

を今後考えているかという点が一つお伺いしたいと思います。次のまちなか活性化への取

り組みとも関連すると思いますが、先ほど久保島議員の質問にもありまして、お答えいた

だいたりしたのは組織やあり方、今後のあり方ということでございましたけれども、私は、

もう少し具体的な点について考えたことをお願いしたいと思います。次のまちなか活性化

への取り組みとも関連すると思いますが、先日開催された伊南ＤＭＯセミナーにおいてＤ

ＭＯについての考えを講師は「その地域にしかないプログラムで訪れる人を楽しませてお

金を使ってもらい地域が豊かになる仕掛けづくりであり、観光客がまちなかを歩きながら

体験し味わう観光が欠かせない」と話されました。観光とは「他国の文物、制度などを観

察すること」また「名所、史跡、宿泊、景色などを見学すること」とあります。宿泊にお

いては、おもてなしや周辺の風景など、また、この景色の見学はまちなかの風景を見せる

ことの演出として飯島ではイルミネーションや飾りつけられた街灯があります。あんどん

市で使用するあんどんも風情ある街並みをあらわす絶好の資源材料ではないでしょうか。

このように資源を活用して各方面の団体と連携し飯島版ＤＭＯの取り組みを求めますが、

どうお考えですか。 

町  長  ＤＭＯの考え方は、地域の観光資源を生かして地域住民と共同して観光地域づくりを行

うことを意味しております。飯島町においては、既に飯島町営業部の５つの部会に多くの

住民が参加いただきまして、地域資源の掘り起こしや磨き上げ、魅力の発信といった事業

が始まりつつあります。これらの取り組みは、まさに飯島版ＤＭＯの取り組みの一部であ

ると考えております。今後町では観光戦略会議を立ち上げまして、行政、飯島町営業部、

観光協会、地域住民の多くの皆さんによって検討を進め、観光振興により地域がもうかる

仕組みや基盤を築き、町の魅力を高める取り組みを行ってまいりたいと思っとります。考

え方は飯島版ＤＭＯの促進でございます。具体的には、先ほど議員さんがおっしゃいまし

た。地域の資源はもう既につくられたものがいっぱいある。あんどん市にしてもイルミネー

ションにしてもですね、地域の皆さんが参画して盛り上げていただいておりますイベント

がたくさんあります。これが一つの戦略的につながって、まとまって発信できること、こ

れが大事だと思っています。そこら辺の原形等をしっかりと深めることが今後大事だと

思っております。今までの町民の森もそうなんですけども、そういった地域資源というも

のをやっぱし結びつけるということが地域の底力の底上げになるかと感じております。 

滝本議員  まさにそのとおりだと思いますけれども、先ほど橋場議員の質問の答えにありました。

保健福祉課長の答えの中に飯島は所得が高いということでございます。町民の皆さんは、

そういう経済的な豊かなことも含めて、また、その心の豊かさというものもあるかと思い
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ますけれども、それをね、この観光とか飯島町の魅力を引き出す力に持っていくというと

ころまでは、まだちょっと私が考えるに行っていないところが多いかなあと思うんですけ

れども、そこら辺の住民の意識というものを高めて観光につなげるというところについて

町長のお考えをお伺いいたします。 

町  長  ＤＭＯで、例えば伊南ＤＭＯで見てみますとですね、大きな声では言えないんですけれ

ども、駒ヶ根の観光、いわゆるロープウエー、菅の台、確かに観光客は来てるんですけど

も、来て、そこへ来て、その地域の方々だけに限定的にお金が落ちて帰っていくだけと、

これは今までの従来型の観光地という典型的なものだと思います。駒ヶ根も積極的に今Ｄ

ＭＯに取り組んでいるっていうのは、こういう方々をやっぱし地域のみんなでお迎えしよ

うよと、こういう仕組みづくりを今始めようとしておるところでございます。その線に立

つとですね、私は数段飯島町のほうが進んでいると、このように考えておるところでござ

います。だから、ＤＭＯに組したとしてもですね、飯島町っていうのは今まで築き上げた

町民の皆さんの結束力、つくってきたイベント等がやっぱし力を発揮する利点を持ってい

るなあと、このように考えております。そういった方々の力がやっぱし魅力で価値あるも

のなんだというやっぱし認識を新たにしていただいて、観光基本計画あるいは観光事業の

中へ組していただきたいと、このように思っております。私もそのように訴えていきたい

と思っとります。 

滝本議員  ぜひ、皆さんにいろんなことを住民の皆さんにお知らせして、細かいことについてもお

知らせして、懇談をしながら、その観光への取り組みとか町の魅力発見への、そういう人

たちの住民の意識っていうものを高めていっていただきたいと期待しております。 

では次の質問にまいります。道の駅、２つ道の駅ができました。この道の駅と商店街の

共存策についてお伺いいたします。第５次総合計画の中にこの課題を検討するとありまし

たが、状況をお伺いしたいということでございます。この２つの道の駅ができ、移動販売

車も再び運行されるようになりました。買い物弱者、高齢者のための施策を商工会と連携

して、また商工会はどう捉えて考えているかという点でお聞きしたいと思います。 

産業振興課長  買い物弱者や高齢者の方々のための施策ということですが、現在、循環バスの運行、そ

れから田切の道の駅の田切の里ですね、で行っている移動販売車、このようなものがござ

います。商工会と連携してとの取り組みは、残念ながら現在のところございませんけれど

も、商工会とは日ごろから連絡をとり合いながらさまざまな提案に対応してきております。

今御質問いただきました内容についても商工会と一緒にまた検討してまいりたいという

ふうに思っております。また、２つの道の駅と既存商店街の共存という点でございますが、

買い物に来られるお客様の層というか、それも若干違いがあるのかなあというふうに思い

ますが、また、それぞれの店舗の役割というものもあろうかと思います。しかしながら、

町内にある施設でございますので、連携によりまして相乗効果を上げるということも大変

重要なことと考えております。お客様にとって魅力的であり、また各店舗側も潤う、そん

な仕組みづくりについて、また関係機関と検討して協議してまいりたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

滝本議員  今商工会と連携して検討していくということでございますが、商工会自体の皆様の考え
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については聞いておりますでしょうか。 

産業振興課長  道の駅が２つできまして、毎月商工会の役員の方々と産業振興課と月に１回懇談会を開

いております。その中でも２つの道の駅ができた時点で商工会との連携というのは議題に

も上がっておりますけれども、具体的にまだこういうことをやっていこうということがま

だ出ておりません。２つの道の駅自体の連携ということもこれから、田切の里がオープン

して１年、２年たちませんけれども、やっと落ち着いてきたところでございますので、そ

ういった連携についても検討しなければいけないというふうに思っておりますので、それ

とあわせまして検討していきたいと思います。現在のところ、商工会の皆さんがそういっ

た考えを持っているということは、ちょっと私のほうでは確認ができておりませんので、

よろしくお願いしたいと思います。 

滝本議員  商工会の人たちもだんだん会員も少なくなり、いろいろ対応することは大変だと思いま

すが、ぜひ商工会の考えも反映しながら、この道の駅との共存策について考えていただき

たいと思います。また、年間に７～８回ではありますけれども、総合生協のところに置い

てはこすも市が開催されております。このことについても連携を深めていただければなと

思います。 

では次の質問にまいります。２－３、空き店舗の利活用についてでございますが、いい

ちゃんまちの駅の２号店として古本の閲覧、レンタサイクルがオープンいたしました。地

主の方々には御協力いただき、ありがたいことだと思います。まだある空き店舗の利活用

で第３号店としてカフェや特産品販売など憩いの場、交流の場をつくることを求めたいと

思います。本部事務所を来年２月に駒ヶ根に移転する青年海外協力協会、ＪＯＣＡの取り

組みではございますが、ごちゃまぜの地域づくりとして準備活動が始まりました。子ども

やお年寄り、外国人、障害者など、さまざまな人々がともに地域をつくり、つながること

が大切だとし、地域を元気にしたいということでございます。いいちゃんまちの駅もこの

ような例に近く、子どもたちが集まったり会議に使ったりイベントが開催されたりと、利

用もだんだん多くなってきております。情報の発信もできておりますが、ゆっくり交流で

きるスペースとしては狭いと思いますし、情報だけでなく特産品販売など観光客へ直接結

びつけることが必要ではないかと考えます。町では取り組みを考えますか、お伺いいたし

ます。 

産業振興課長  まちの駅につきましては、平成 27年の 11月のオープン以来、憩いの場、また交流の場

として多くの皆さんに利用してきていただいております。10月には広小路の空き店舗を利

用させていただきまして２号店をオープンさせてきました。現在イベントでの利用や本、

レンタサイクルなどの置き場として活用しておりますけれども、この２号店ができたこと

で、今までちょっと手狭であった１号店もスペースを有効に活用できるというようになっ

たところでございます。３号店をという御提案をいただいておりますが、特産品等の販売

につきましては今１号店のほうで農産物を中心に進めて対応しております。また、カフェ

につきましては近くに営業されている店のあるというところも要因としてはございます。

交流の場として１号店２号店とも利用をしていただいておりますので、現在は、これらの

１号店２号店の店舗のさらなる有効活用、これを進めることが先決かなあというふうに考
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えておりますので、３号店を町で設置するということは現在検討しておりません。人が気

軽に集まって憩うことができる居場所づくり、これは大変重要なことと考えております。

町としましては、民間活力の中で空き店舗の利活用が図られる、そういったことも大切か

なあというふうに考えておりますので、空き店舗改修の補助、また創業支援、こういった

ものを行っておりますので、こちらの制度も多くの方に活用していただいて進めていって

いただければというふうに考えております。 

滝本議員  空き店舗の補助とかあるということですけれども、この補助について手を挙げる業者が

――業者というか、そういう組織があればいいかなと思います。 

では次にまいりますが、３－１でございます。これは教育長にお伺いいたします。両小

学校のコミュニティ・スクールの状況をまずお聞きいたします。 

教 育 長  コミュニティ・スクールに関してのお尋ねであります。コミュニティ・スクールという

のは、もともと地域や学校、保護者がですね、こんな子どもを育てたいという目標あるい

は願いを共有するというところがスタート地点になります。学校と地域の皆さんの協働に

よって地域に開かれた学校づくりを目指しているところであります。七久保小学校は学校

運営協議会という名称を使いますが、国型あるいは文科省型で国の基準に沿ったコミュニ

ティ・スクール、それから飯島小学校は信州型と呼んでいますが、学校運営委員会といい

ますが、少し緩やかな体系ということになっております。人員配置としては、それぞれの

小学校に非常勤のコミュニティ・スクールの支援コーディネーターを１名ずつ町で配置し

ているところであります。飯島小学校は、この４月スタートしたんですが、いいじまっ子

応援団というような名前でこの学校運営委員会を呼んでいます。活動タイムは小学校の部

活に当たる飯小タイム、あるいは工作、バトミントン、手芸、こういったところで地域の

方に支援していただいたり、副学籍の児童との交流会等で支援をいただいたり、全体読書

時間での読み聞かせ、環境整備のボランティアなど、地域の方とかかわっております、七

久保小学校は、いち早く平成 26年４月から活動しまして、今年度は朝の読み聞かせ、桜ウ

オーク、それからクラブ活動の講師など、地域の団体あるいは区、公民館の活動といった

地域資源を生かした活動に取り組んでいます。現場の教員からの反応でありますが、専門

的なことを子どもたちが地域の方の支援を受けて行うということで大変ありがたいという

ことや、読み聞かせの時間は先生方が子どもたちの様子を見ていることができる、子ども

たちの表情とか様子を見ることができて、こちらも大変ありがたいと、こういった意見を

いただいているところであります。 

滝本議員  状況をお聞きいたしました。 

それで、次の質問にまいりますが、職員と地域住民とのかかわり方など課題はあります

か。職員の働き方にも関連があると思いますが、先ごろ小中学校教員の現職審議会では教

員の動労環境の抜本的な改善を求める緊急提言を発表いたしました。学校の授業の合間に

準備時間、休憩時間を一定程度組み入れるなど、また県教育委員会では学校における働き

方改革の推進のための方針として残業月 45 時間以下などに取り組むということでござい

ます。先日、駒ヶ根市中沢小学校応援隊が文部科学大臣表彰を受けたと新聞に載っており

ました。応援隊に向けた児童の感謝を受け、隊員は充実感を持ち、また教職員の負担軽減
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にもつながっているということでございます。このこととコミュニティ・スクールとの関

係をどう考えるかなど、課題をお伺いいたします。 

教 育 長  コミュニティ・スクールと教員の働き方改革に関するお尋ねであります。コミュニ

ティ・スクールは、各学校とか地域の考え方に組織構成あるいは活動を工夫しながら行っ

ておりまして、地域特性を生かしながら地域の方が子どもとかかわるというのは子どもた

ちにとって大変有効なツールの一つであるというふうに思っています。学校だけでなく保

護者、地域といった３者が協力して子どもの成長を支えるというかけがえのない仕組みづ

くりだというふうに思っております。そのためには地域と信頼関係を構築することが何よ

りも大切でありまして、今配置しております支援コーディネーター、あるいは教頭先生や

先生方が中心となり、さまざまなチャンネルを通じて学校現場を広く地域に対して公開を

しております。また、そういう認知を高めていく必要もあるというふうに考えております。

地域の理解を得つつ、学校に期待されている機能の一部を、お尋ねにありましたが、本来

は、そういう地域が担うべきであれば、こういった活動を通じながらまた地域にお願いを

していくことというのも、その学校機能のスリム化あるいは教員の負担軽減といった面で

も機能していくのではないかというふうに思っています。一般的な話、飯島町は七久保小

学校のコミュニティ・スクールもいいじまっ子応援団も委員会内で調整をしていただいて

スムーズな運営をしておりますけれども、ともすると、地域の方からすると、子どもたち

にどうかかわっていいかわからないとか、もっと先生たちに負担してほしいという願いが

あったり、先生方からすると、どうやって地域の人と協働していったらいいのかとか、地

域の方の要望を負担に感じるっていうようなことも往々にして出てきがちなんです。それ

で、各学校の目標、願いを共有して、その地域、あるいはそのボランティアの団体の方々

と協力しまして、お互い無理のない範囲でどうかかわれるかということも頭に入れながら、

継続してこういった地域と学校のつながりが充実していくということが一番課題であり重

要だというふうに思っております。 

滝本議員  課題についてもお伺いいたしました。それにかかわる住民の方々たちも高齢化っていう

こともありますでしょうし、そのピークというのはこの 10年くらいだと考えております。

このコミュニティ・スクールが子どもたちにとっても住民にとっても存続できる存在で

あってほしいと願って期待しております。以上で質問を終わりといたします。 

 

議  長  ここで昼食のため休憩といたします。再開時刻は午後１時 30分といたします。休憩。 

 

休  憩  午前１１時２８分 

再  開  午後 １時３０分 

 

議  長  会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。 

９番 坂本紀子議員。 

９番 

坂本議員  それでは通告に従いまして一般質問をいたします。初めに町営の小水力発電を手がけて
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みてはどうかという提案です。地球温暖化はこの 10年でますます進み、毎年各国で大型台

風、大寒波、自然火災、猛暑など天候不順による災害が発生しております。地球全体の気

流や海流も不安定になってきております。この 50年間で海面温度が 0.6度～0.7度上昇し

ているとあります。温暖化ストップは、地球に住む多くの人々や国や企業において、また

地方自治体の中でも早急に取り組まなければならない課題であります。世界のエネルギー

事情を環境エネルギー政策研究所発表の 2016年の自然エネルギー白書で調べてみました。

化石及び原子力による発電は 76.3％、その中で原子力発電は約２％となっております。そ

れ以外は自然エネルギーが 23.7％です。その内訳は、トップが水力発電として 16.6％、風

力が 3.7％、バイオマス発電が２％、太陽光発電が 1.2％、地熱及び海洋発電などが 0.4％

でした。この 10年の間の世界の自然エネルギーへの取り組みは目覚ましいものがあります。

風力や水力、そして太陽光に力が入れられてきています。水力発電を取り上げると、中国、

ブラジル、アメリカ、カナダなどでは大きなダム開発がされてきております。日本におい

ては、気候と風土に合ったものとしては、水力発電は安定的な電力として、また耐用年数

が約 50 年という中で、日本全国につくられています。現在のエネルギー生産量の 12％を

占めています。2011年３月の東日本大震災による福島原発事故以降、日本でも自然エネル

ギーへの拡大の見直しが再度かけられてきました。当町では、平成 22年 12月の議会での

一般質問で同僚議員が提案し、小水力について提案し、それ以降何人かの議員が質問をし、

前町長のころ研究チームがつくられておりました。法律上の区分での 1,000キロワット以

下を小水力発電という中で質問をいたします。 

１－１であります。小水力発電の全国の状況を知っていますか、また、県の現状と県で

の今後の小水力による取り組みの方向性はどのようなものなのでしょうか、それについて

お答えいただきたいと思います。 

町  長  坂本議員の一般質問にお答え申し上げます。小水力発電の状況ということでございます

けども、まずは、全国の状況につきましては、国土交通省の 2015年のデータによりますと、

１級水系における発電の登録件数は 118 件、このうち農業用水のみを利用する発電が 76

件という数字で示されております。また、全国には化石燃料を使用した発電にかわるもの

としてクリーンな循環エネルギーということで小水力発電に先進的に取り組んでいる県も

幾つかあると聞き及んでおります。次に県の状況といたしましては、2013 年から 2020 年

までの８年間に取り組む施策や目標を織り込んだ長野県循環エネルギー戦略第３次長野県

地球温暖化防止県民計画が策定されております。その中で県民、事業者、市町村、関係団

体等の取り組みや連携による持続可能で低炭素な環境エネルギー社会の構築を目指すこと

としております。このうち小水力について個別の相談に応じる小水力発電キャラバン隊、

水利権の取得可能性などの水利権相談窓口を県庁に設けるなど、そのような取り組みを

行っておるところでございます。また、県企業局が発電を行い、県管理ダムのうち十分な

収益が見込まれるダムにつきましては、新たな水力発電所の建設に着手することとしてお

ります。以上です。 

坂本議員  ただいま県の状況もわかってきておりますが、県でも、ここに、今町長が言われた１級

河川で 118件ということでありまして、そういう中では、全国ではやっぱりできていると
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ころもあるということで、その実態は、それぞれ企業だったりとか、水利組合というか、

そういう団体が主導してやっているところもありますので、いろいろでありますが、私も

少し調べてみたんですが、先進的な取り組みとして広島県が全国の中で２番目に小水力が

早いという中で、少し小水力について調べてみましたが、広島県の場合はですね、山が低

いということと川がそんなに大きな川ではないのがありまして、戦後すぐにですね、小水

力発電に取りかかりまして、ちょうど現在が 50年くらいたってきて、老朽化という中で農

業協同組合がともにつくったものなんですけれども、その人たちも持ちこたえられずに、

それを譲渡する場合に一般企業に譲ったという、そういう話もありまして、非常に残念な

結果でございましたが、そういうところもあります。それから、あと、岐阜県のように、

原発事故以前からですね、小水力発電っていうか、水力発電に県全体が力を入れてきてま

したので、国の政策にちょうど乗っかる形の中で、市が、この何かで出てきます中津川市

が持っているような小水力の発電所が自前でできるというような、そういうような政策を

とっているところもありました。 

それでですね、２番目の質問になりますが、そういった中でですね、１－２となります

が、町の民間企業の小水力発電の取り組みは現在どうなっているのかということです。経

営状況や、また会員の数など、わかればその点を、現状についてお尋ねしたいと思います。 

住民税務課長  町の民間企業の様子ということですので、ですが、こちらにつきましては、地元の皆さ

んの御理解のもとに田切の郷沢川に近接する用水路に出力２キロワットの施設が平成 28

年３月 24 日に完成しております。発電実績につきましては、平成 28 年度の年間実績で

7,755 キロワットアワーであるというふうに伺っております。会員の数とかは現在ちょっ

と手持ちでございませんけれども、施設につきましては 29 年度におきましても順調に稼

働中であるというふうに聞いております。 

坂本議員  この事業はですね、平成 28年につくって、まだ１年足らずということで、始まったばか

りの民間の方たちのグループがやっております。今後もですね、こういった形の小水力が

できていけば私はいいかなあとは思ってますが、今後もですね、この方たちに対しての有

利な補助制度がある場合とか、ぜひですね、町も事務的な部分では、人材不足という点も

ありますので、町も支援の協力をしていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょ

うか。 

住民税務課長  補助制度等の内容にもよりますので、また、その都度御相談をしながらということに

なっていくかと思います。 

坂本議員  １－３に行きます。岐阜県はですね、先ほども申しましたが、原発事故以前からですね、

自然エネルギーの見直しを始め、水力発電に力を入れてきております。環境保全推進事業

の中で普及、啓発に力を入れ、積極的にサポートしてきております。その中でですね、２

つの区分でもって推進しておりますが、一つはですね、マイクロ水力発電といわれる 0.1

キロワット以下の小さな水力発電でして、これは教育的観点でということで環境教育推進

型という中で利用するというものに対してサポートをしております。それと、もう一つは

ですね、この 0.1キロワット以上というもう少し大型のものに対しての電力をつくるとい

う中で、環境保全提案型という中で施設を建設し、また、このできた電力をですね、売電
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をしたりとか、また地域の環境保全活動に必要な施設の電源に使用するなどのことを通し

てですね、環境保全活動に活用するという中でサポートをしております。岐阜県では、長

野県の場合は水力発電は企業局が推進しておりますけれども、岐阜県の場合は企業局がな

くて農政部農地整備課というところが主体になってやっております。岐阜県、飯島から近

いということで、ここの中津川市を視察してきました。ここはですね、県も推進していっ

た中で、中津川市としても、職員の方のやはり先見の明というかがあって、国の補助金が、

ニューディール政策とか、そういろいろあるんですけれども、そういうものができる以前

に、もう既に場所とかですね、小水力におけるある程度のその計画書みたいなものをつくっ

ておりましたので、国の補助金ができるというふうになったら、すぐにそれをですね、と

りまして開発したというところが非常によかったのではないかと思いました。これはです

ね、平成 21年の３月に既に基本的な考えを開発地等の点も盛り込んだ中の中津川小水力発

電開発基本構想を策定しておりまして、その中で最初の１号機が平成 22年の３月に馬籠宿

の小水力発電として１号機がそこにできまして、その隣にまた２号機として、上かけ水車

方式なんですけれども、そこにまた２号機ができまして、それは 0.9キロワットの電気を

つくりまして街灯などに使われております。これの建設費用は 493万 5,000円でして、２

分の１が県の補助金となっております。管理はですね、地元の観光協会がやっております。

また、中津川です。２例目としては、上金第一用水発電所というところもですね、農業用

水を活用してですね、街路灯のＬＥＤを 20灯つけたりとか、また 16灯の地下道の照明を

それによって使っております。ここはですね、0.5 キロワットでクロスフロート水車を使

用しております。ここは教育的な配慮ということで開放型になっておりまして、誰でも見

学に行ってすぐ見られるような形になっております。事業費は 1,400 万円ということに

なっております。これはですね、環境省のグリーンニューディール基金事業で全額国から

補助金が出て、それを使ってつくったものとなっております。それとですね、中津川は、

３例目は次の１－４で加子母発電所ですけれども、それは言いますけれども、４例目とし

ての、現場を見たのは４例目の落合平石水力発電所っていうところを見学しましたけれど

も、これは、そのさっきのは全部市のほうで運営していたんですけれども、これは一般民

間企業の運営となっていまして、市がやるというよりも、最初からその入札の入った企業

さんのほうで岐阜県内のあちこちを調べておりまして、ここがいいのではないかというこ

とで、そこをやりたいという申し出があったということの中でできておりますが、これは

ですね、水路改修とか、そういうところをですね、全部企業さんがやっていただいて、地

元と、それから企業と、真ん中に市が入った形の中で３者がともに一緒に協力し合ってやっ

たという事業ですが、できた電力の全量は中部電力に売電しております。事業費は 2 億

6,000 万円で、これは民間企業２社が２分の１ずつ出して事業をやっております。収益は

ですね、3,240 万という、万円ということで、その中で維持管理費、それ以外にですね、

維持管理費が 790万円ほど使うということでございますが、非常に水力という安定的な事

業の中では企業にとっても有益だと思いますし、水路改修費を全額こうやって企業が出し

てくれるということになりますと、地元にとっても非常にいいお話だったと思います。ど

うしてこの企業ではなく町が、市がやらなかったんですかというお話を伺いましたら、調
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査費用に結構年月が４年ほどかかっており、やるという中では、市としてはちょっと難し

かったということで、企業に任せるということになっております。そういう中でですね、

小水力に対する町長の所見をお尋ねしたいと思います。 

町  長  ただいま議員のほうから岐阜県における中津川市の例等、今完成した形の水力発電等の

調査を報告、お聞かせいただきました。非常にたくさんな発電所の部分を研究されておる

なあというふうに感心して聞いておったところでございます。私どももちょっと調べたこ

とをお話申し上げようと思いましたけども、ほぼお話しいただけましたので、小水力発電

施設建設についてどのような経過をたどってそういったことがなされていくのかというこ

とを一旦担当課長のほうからお話申し上げさせていただきまして、その後、私の所信を申

し上げようと思っとります。 

住民税務課長  それでは、小水力発電施設を建設に係る手順ということで御説明をさせていただきたい

と思います。小水力発電施設の建設に係る手順としましては、まず候補地調査から始まり

まして、事前調査や地元協議、それから事業計画の検討、この検討の中には概略設計です

とか事業費や工程、領有水底などの計画の検討があります。そういう検討をまず行います。

次の段階としまして、今度は許認可申請、それから利害関係者交渉、地元との協議ですと

か契約、協定手続になるかと思いますけれども、そういう交渉を経て発電所の建設に至る

かと思われます。建設と並行いたしまして、今度は維持管理体制の仕組みづくりなどを行

う必要があるというふうに思っております。また、建設に際しては水路の補修等が必要な

場合も場所によっては出てくるかと思われます。建設にも、加えて莫大になろうかと思い

ますが、建設費用も予想されてきます。また、施設の完成後の維持管理のコストの問題、

それから施設の維持メンテナンスについては技術ですとかノウハウを持った人材が必要

になりますので、そこを、そういった面での検討事項があるかと思われます。また、あわ

せまして地域に還元する仕組みづくりが必要と考えております。施設に係る手順、考えら

れる手順としては以上になるかと思います。 

町  長  ということでですね、水路を利用した小水力発電は、非常にクリーンなエネルギーであ

り、水路改修を同時にできるという点ではメリットがあり、非常に魅力があると思います。

しかし、課長の説明にもありましたけれども、候補地調査から以降のさまざまな段階を経

るためにかなりの時間がかかることや費用面等、多くの課題があり、慎重に研究していく

必要があると考えております。 

坂本議員  ただいま手順のこととお話をお伺いましたが、ええとですね、小水力発電は私もいろい

ろな、全国のいろいろなされている小水力発電を調べておりましたが、今課長が言われま

したようにどこが主導してやっていくかということが、まず非常に、やる中で主導権を握っ

て誰がやるかということですが、それが県の企業局であったり、それか民間の企業であっ

たり、それからですね、一つおもしろい取り組みとしては、山梨県の都留市がやってます、

市民からですね、基金という形で資金を集めてですね、行っているところがあります。そ

れは結構多額な金額になっておりますが、家中川というところで、市内の家中川を使って

３号、３つの水力発電、小水力発電をやっておりますが、１回目の応募金額が 6,000万円

に上がっております。それで、２号機のときに 2.300万円という形で、市民の多くの方が
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出資して、それで事業を始めております。私たちは、それを視察、何かの議員視察で２号

機のときに見に行っておりますが、それから以降、またもう１機できておりまして、現在

３号機ということで、2012年にできて、３つ今できておりますが、そういった市民が主導

して行う、確かに市民だけではなく、そのまとめ役としては市の職員もかかわっておりま

すけれども、そういうやり方があります。こういう３つのやり方の中で収益、そこから小

水力発電を行って収益がどこに行くかというと、県の企業局が行けば県に入りますし、民

間だったら民間になりますが、そういうふうに都留市のように市民とともにやった場合は、

その市そのものに収益が落ちるということで、その建設費用もさることながら、苦労して

やっても、それが実際として身になった場合は非常に大きなものになるということを感じ

ております。 

それで、１－４の質問でございますが、中津川市運営の加子母清流発電所は、２級河川

の白川よりですね、取水に、取水して出力 220キロワットで約 360世帯分の電気代となり

まして、中部電力へ全量売電しております。買い取り価格はですね、31 円 32 銭で、約で

すね、年間 4,000 万～5,000 万円の収益を出しております。これはですね、中津川市の一

般会計へ入りまして、その中から農業関係事業の費用ということで、この収益のお金が農

業関係の費用に出ておりますので、それを抜いた中での市の一般的な行政の運営となりま

すので、非常に中津川市にとっても大きなメリットとなっております。これの事業費は 3

億 3,800万円ということで、これは農林水産省の地域用水環境整備事業という補助金があ

るんですけれども、そこから２分の１、それから県から４分の１、そして残った４分の１

を市が捻出しております。先ほどの収益からしますと、この 3億 3,800万円ってのは、単

純に考えまして１年半ぐらいで市の投資分、回収されるということになります。質問書の

中にはですね、１級河川は法的な規制という、つまり水利権があり、なかなか実現できな

いと書きましたけれども、調べてみますと、国や県がですね、うまくかかわってくれれば

ですね、全国の中では実現している例が幾つもありました。長野県の白馬平川小水力発電

所はですね、平川は１級河川ですけれども、これは農業用水なんですが、農林水産省の地

域用水環境整備事業の補助金を受けて 4億円の事業で行っております。補助割合までは調

べなかったわけですけれども、計画して４年ぐらいはかかる、４年ぐらいかかっておりま

すけれども、とりあえず私の要望としましては、県内の全域を一度調査していただいて、

この中に小水力発電の適地ということがあると思うわけです。以前研究チームをつくった

という中では、やる方法をある程度絞った中での適地しか見つけてなかったわけで、今度

はそういう形ではなく、あらゆる場合を仮定して、お金はかかると思いますけれども、こ

れからの小水力発電の可能性というのをそこに含んだ中でですね、ぜひ研究チームをつ

くっていただいて、この調査ということをまず第一歩として始めていただきたいんですけ

れども、その点はいかがでしょうか。 

町  長  飯島町におきましては、平成 27年度に長野県土地改良事業団体連合会に委託しまして町

内の適地調査で町内３カ所の調査、検討を実施しております。その結果、有望と思われる

候補地につきましては何カ所かございました。該当箇所は準用河川、農業排水路、農業用

水路等でございますけれども、それぞれに慣行水利権のあるもの、水路改修が必要なもの、
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工事に対して管理道路の整備が必要なもの、また、町内の河川の特徴なんですけれども砂

地が多いという特徴があり、発電用の水車の破損なども心配されております。その他、用

水管理組合、地元との調整も必要であり、試算段階ではありますが膨大な工事費が予測さ

れております。これらのことから実際の事業としての検討には至っておりません。しかし、

御案内のとおり民間の団体の中で小水力をまず試験的に手始めたグループ企業、また、そ

れも飯島町が支援して成立している民間企業ではございますけども、ここが精力的にその

可能性を今研究しておるところでございますので、また、その方々とも相談しながら今後

の検討をしてまいりたいと思っております。 

坂本議員  答えでは有望なところがあったということですが、砂地、砂が問題で、それが少しネッ

クになるというお話でしたが、現在町内で１企業が小さいですけれども発電を始めており

ますので、それにぜひ町も協力していただければと思います。小水力を地域がやるってい

うことは、私としては非常に、現在のですね、何ていうのかな、エネルギーのあり方って

のは、中央集権型という形の中でエネルギーが大都会に集中しているという現状がありま

す。食の地産地消というふうな形で叫ばれておりますけれども、エネルギーもですね、地

産地消ができればですね、つくられたエネルギーの消滅も少なくて、それでなおかつ中央

依存型の経済のあり方から脱出して自立した地域経済、また、それが 100％とは言いませ

んけれども、それが確立できるという、確立できるのではないかという私は考えを持って

おります。これら、そのエネルギーにおいての中央からの離れていくということと、地産

地消でエネルギーも地元でつくって地元で消費するというのがいいのではないかというふ

うに私は、これからの未来においては、こういう形を持っていくということが持続可能な

社会をつくっていくというふうに考えておりますが、町長のこの考えに対しての所信をお

尋ねしたいと思います。 

町  長  坂本議員のおっしゃるとおりかと思います。 

坂本議員  ぜひですね、小水力の可能性をですね、潰すことなく、長野県はお水、水の原水の出て

流れ出すところなので、今後の可能性も潰さない中で、ぜひ研究は続けていただきたいと

思います。 

それでは２つ目の質問に行きます。２つ目の質問はですね、小中学校の先生たちの現状

と課題は何かということです。２－１として、先ごろですね、午前中に滝本議員のほうか

ら長時間、先生方の長時間労働の話が出ましたけれども、新聞報道ではですね、教職員組

合でつくる県民教育署名を進める会というところがですね、保護者から集めた 17万 8,770

筆を県庁で阿部知事に手渡したとありまして、少人数学級のさらなる充実や教職員の超過

勤務解消のための人員増などを要望しております。その中で知事は「未来の仕事に集中で

きるよう補助的なスタッフを入れられる予算を考えなければならない」というふうなコメ

ントを言っております。現在の町内の先生たちの労働時間の現状はどうなっているので

しょうか、その点をお答えいただければと思います。 

教 育 長  教職員の時間外勤務の実態についてのお尋ねであります。当町３校の実態でありますけ

れども、最近直近での調査としては、ことしの５月のものがあります。飯島小学校では１

人当たりの月平均時間外勤務が 76時間 27分、七久保小学校が 56時間１分、飯島中学校は
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86 時間 12 分となっております。この数字の中には勤務日の時間外勤務と休日の勤務と持

ち帰り仕事時間が入っております。今月も例年のように 12月に県下一斉の勤務時間の調査

を現在している最中であります。学校では、管理職が先生方に声をかけたりノー残業デー

を設けたり、あるいは毎月の勤務時間がどうなっているかというようなことを管理職が把

握して、勤務時間が減るような取り組みをしてですね、勤務時間そのものについては教頭

を中心として管理をしております。さまざまな取り組みは行ってはおりますが、報道等に

ありますように、なかなか思うようにその超過勤務、時間外勤務が減らないという現状で

はあります。 

坂本議員  この質問をするに当たりですね、教職員組合の先生にもお話を伺いました。その中でで

すね、ことしはですね、ことしは学級数が減ったことによって先生たちが、飯小なんです

けれども、少し減ったという中で、減った先生の中に専科の理科の先生がおられたという

ことで、専科を一般の先生がっていうのが今はなかなか苦手という方たちが増えている中

で、ちょっとその点が現状としては、昨年度よりね、忙しくなっているというお話を聞き

ました。それで、専科の先生の現状をちょっと私も調べたんですけれども、30％ほど、全

国の中で先生たちにとっては理科の授業っていうのは、なかなか先生にとって苦手という

方たちが多くて、現在の飯小とか七小の理科における現状はどうなっているんでしょうか。 

教 育 長  専科の教員のお尋ねですけれども、飯島小学校には昨年度、音楽と理科の専科がおりま

した。全体でのクラス数が減ったために専科が１人減ってしまったので、理科の担当の先

生が学級担任を持つということになっております。そのために理科の授業はそれぞれの、

基本的にそれぞれの担任の先生が行うことになっています。七久保小学校は、もともと専

科は音楽の先生お１人ですので、理科はそれぞれの担任の先生が理科の授業をしていたと

いうことであります。この学級数の変動は特別支援学級も含みますので、増えるときのあ

るし減るときもあるということですが、減り方によっては１クラス減で担任の先生１人分

の減でとどまるときもありますし、数字によっては１クラス減だけれども教員定数が２人

減になってしまうというようなケースがあると専科の先生が減ってしまうということはご

ざいます。 

坂本議員  その最初の質問でありました超過勤務というか、時間っていう中で、この専科の先生の

部分を、七小は音楽だけだと、もともと音楽だけなので先生たちが理科もやっているとい

う中で、こういうふうにクラスが減ったことによるというか、理科の先生が担任になって

しまったので一般の先生たちも自分の時間の中で理科をやらなければいけないっていうふ

うな状況になった場合の、その先生同士のサポートとか、教育委員会としてはそういうの

をわかっていて担任になってもらったのかとか、そこら辺のことは話し合いの中で先生が

たとは話をされ――話をされるっていうか、決まった後ででもいいんですけれども、現状

としては、何か懇談とか、現状の状況はどうだとかいう、そういうお話はしてるんでしょ

うか。 

教 育 長  学校の状況については、月に、定例的には月に１回の校長会で学校運営に関することは

報告もいただいております。先生たちがどんな役割を果たすとか、誰が担任になるという

ことは、公務分掌の割り振りについては校長の権限に属しますので、その部分は校長に任
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せておりますが、報告としては聞いております。どうしてもそのやりくりがいかないとき

には町単独で中学校のように教科の講師をお願いするというケースも当然考えられます。 

坂本議員  ええとですね、そういう今お答えになったような形の中で、クラスの人数によって異動

があったりするので、それは、その年年の中で話し合いを持たれた中で子どもたちに影響

のないような形の中で進めていただければと思います。 

次に２－２ですけれども、11 月 21 日の新聞ではタイムカードを取り入れたという学校

がありましたけれども、当町は勤務時間をどのように把握しているのか、現状をお尋ねし

たいと思います。 

教 育 長  タイムカードそのものを取り入れている学校はまだ少ないと思いますけれども、飯島の

学校で言いますと、飯島小学校と飯島中学校では、県教委から、いわゆるパソコンのソフ

トっていいますかね、計算ソフトが入っているものが配られておりますので、それに先生

方が入力して集計するという方法を使っておりますし、七久保小学校では日常的に教頭先

生が勤務時間を把握して、状況を管理職が把握するという、こういったことを行っており

ます。なお、先ほど申し上げたように５月と 12月は全県一斉の集計がありますので、先生

方全員がその勤務時間に関する表の中に勤務時間を入力していただいて、集計をして県に

報告しているという状況であります。 

坂本議員  適切に勤務時間は把握されてるというお話でした。 

２－３であります。部活動へのかかわり方は先生個人で違うと思いますけれども、教育

委員会ではどのようにそれについて考えているのかということと、親御さんたちからはス

ポーツの部活など熱心に見てほしいという要望もあると思いますし、それと先生方の長時

間勤務との乖離という問題の中では、教育委員会としてはその部活に対する考え方はどん

なふうな感じで行っているのか、その点をお尋ねしたいと思います。 

教 育 長  教員の超過勤務については社会的な関心が高まっているところでありまして、11月に県

でも公立小中学校のその働き方改革のための共同メッセージと県の基本方針が示されまし

たが、その中にも部活動へのかかわり方についての内容がございました。そういった声が

高まる中、４月に部活指導員制度、今まで部活は先生たちが顧問で引率をして、例えば外

部のコーチは引率等はできないという仕組みでしたが、それが国が制度化することによっ

て、国、県、市町村で指導員を費用負担をして、契約をした方は引率もできるという、そ

ういう制度でありますけれども、こういったことを実施するために市町村でも基本方針の

策定を行うようにという 11月に県からの通知が来ております。現在町内でもその策定に向

けて今準備をして、年度内には要綱をつくりたいというふうに思っております。お話にあ

りましたように部活に対する保護者の声はさまざまでありまして、先生方はとってもよく

やってくれているという肯定的な評価がもちろん多いんですけれども、部活動が負担に

なってはいないかという心配されるお声もあるところであります。なお、先ほどの部活指

導員の制度は、要綱等は年度内に整備をするということですが、次年度すぐに指導員を雇

うという予定は今のところございません。これは、また学校とかなり綿密な、あるいは地

域のスポーツ団体ともかなり綿密な打ち合わせ等をしていかないと、長い期間ということ

になりますので、部活指導員そのものは年度契約ですけど、そういった学校の方針にかか
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わることですので十分に検討していきたいと思います。現在のところは、そういったそれ

ぞれの保護者からの要望を顧問の先生や学校、あるいは地域の少年スポーツ団体の方が一

緒になる会議もあるんですけれども、そういったところである程度調整しながらやって

いっていただいているので、今後もそういう学校の調整力ももちろんあわせながら、この

部活の問題について対応していきたいというふうに考えております。 

坂本議員  特に運動部の部活の場合は、なかなかスポーツということで一生懸命になってしまうと

いうこともあるかと思いますけれども、指導員の点は、これからの長い中でずっとやって

いただくという、お１人っていうことはないでしょうけれども、そういう形になる可能性

もあるので、ぜひ協議した中できちっとした対応をとっていただければと思います。 

２－４でありまして、土曜日と日曜日を学校の休業日とするということは世界では広く

実施されていますけれども、日本はですね、週休２日になったのは 15年ぐらい前だったと

思います。それから、2011年以降、脱ゆとり教育の実施の中で、土曜日にまた授業をする

というような学校も出てきております。また、新指導要領の中で英語を低学年で学ぶ時間

も入ってくるということになっております。また、小学校４年生での算数における理解が

うまく進んでいず中学に入って算数嫌いになる子どもたちもいるというような話も聞いて

おります。実際に私も子ども広場で子どもたちの算数の教科書を見ますと、私たちが同じ

歳に学んでいたころよりは、はるかにこの理解をする、何ていうか、算数に対する考え方っ

ていうのが、そこに関単に形式的に足せばという形ではなく表現されているので、その算

数の教科書を見ると、やはり国語的理解力というのがないと、なかなかこれからの子ども

たちは算数というものも理解していくのは難しいかなと考えてしまいましたが、先ほどか

らですね、先生方の長時間勤務を短くと言ってきておりますけれども、このような教科書

の状況とか新指導要領などのような状況の中で、週休２日で大丈夫なのだろうかという不

安もありまして、子どもと、先生はですね、子どもと向き合い個性を伸ばせるというよう

な教育というのがほんとにこれでやって行けるのだろうかというふうに甚だすごく心配し

てしますが、こういう中でも現状としては教育長としては大丈夫というふうな形で思って

おられますか、その点をお尋ねしたいと思います。 

教 育 長  子どもたちの個性を伸ばす教育が現状でできるかということですが、おっしゃるとおり

平成 32年から小学校の教育課程が改定されまして、今まで５・６年生であった外国語の体

験活動が３・４年生に下に下りると、しかも５・６年生は時間数が増える、それから、特

別な教科、道徳が教科化されるというようなこと、あるいは、その後にプログラミング教

育が入ってくるという大きな課題を小学校は抱えております。おっしゃるとおり、10年く

らい前まで、いわゆるゆとり世代と言われるころはですね、土曜日が休みになり、教科内

容もそれに伴って縮減されていた経過があります。現在それは大分もとに戻るといいます

か、かつてより膨らんできた中で、子どもたちが一体それらを全部うまく吸収できるのか

ということは心配されます。今度の英語にしてもですね、いわゆるゆとり世代のときに生

み出された時間をうまく教科化することで、終業、終わりの時間がおそくならないような

工夫を、ことし、来年、再来年がいわゆる移行期間になるわけですけれども、その間に小

学校でも取り組んで研究していくという、こういうスケジュールで来ております。その力
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がつくかどうかということにつきましては、そういった時間のやりくりを何とか工夫しな

がら、もう一つは探究的で共同的で深い学びになるような学びの質ですかね、お互いディ

スカッションをしてプレゼンができて、自分の意見が正しく表明できる、それから国語力

もつけて、何ですかね、表現できる、外に向けて表現できるタイプの子どもたちというこ

とで、現在その指導内容が知識偏重からそういう自主的な学びの方向へ変質しております

ので、そういったところは町もいろんな形で支援をしながら子どもたちに豊かな学力と生

きる力と、それからそれぞれの個性の発揮を期待したいというふうに思っております。 

坂本議員  終わりです。 

 

議  長  １番 本多昇議員。 

１番 

本多議員  それでは通告に従いまして４件の質問をいたします。まず１番目の質問です。「太陽光発

電設備設置等について」です。町は飯島町地域自然エネルギー基本条例を制定し、発電施

設設置手続に関する規則を制定し厳しく管理しております。しかし、設置条件が整えば許

可を与えなければなりません。28年３月、制定後の私の検証結果を教えようとして提出し、

規則設置に関する課題、課題に対する規則の修正、追加を提案しました。制定後３回規則

の見直しがされて現在に至っています。本年の９月末「買い取り価格下落で太陽光事業者

の倒産最多」の新聞記事がありました。それによると、買い取り価格は利益が出やすいよ

う 12年度に１キロワット時 40円でスタートし、17年度は 21円と半額弱になりました。

買い取った分は電気料金に上乗せされることから、料金高騰を防ぐため買い取り価格は今

後も引き下げとなる見込みです。将来的に制度自体が見直される可能性もあると厳しい見

方をしております。 

１－１です。「飯島区からの陳情、太陽光発電設備の設置に関する条例の改正について早

急に対応すべきだが。」の質問です。陳情内容を読みます。 

現在の国内の電力は化石燃料や原発に頼っており、東日本大震災時の原発事故等を考え

たとき、自然エネルギーの利用、推進は将来的に大変な重要なことであると思われます。

とりわけ太陽光のエネルギーを活用する太陽光発電の推進は今後とも地域電力を確保す

る上で欠かせないものと考えております。 

そのような中にあって、当町内の太陽光発電施設設置件数は 28年度においては 18件と

聞いており、そのうちの半数が町外業者によって占められ、設置後の施設維持管理が適

正に行われるか不安が増幅されており、また、設置後に他業者へ転売された場合の環境

保全等の契約事項の完全な履行がされるか懸念されるところであります。 

さらに、町外事業者であるがゆえに環境保全等の不備を指摘しても対応がおくれること

や、設置事業者が破産した場合、施設の放置なども考えられます。 

このようなことが想定されますことから、適正な維持管理をしていく上で不備が生じた

場合に強い指導ができるようにするため、新たな規制強化を追加していただきたい。太

陽光発電設置に関する条例は推進を進める内容が主で、景観を含めた周辺住民の生活環

境の障害となる可能性が否定できないことから、設置者に対する管理規定等の強化を含
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めた条例の改正をお願いしたい。 

１、太陽光発電設備設置申請時の見直し。 

（１）事業者が発電設備の設置後に転売する場合は、契約事項の完全履行。 

（２）事業開始時には地元管理者の設置。 

２として、飯島町さわやか環境保全条例第 21 条の別表に「特定事業の届け出」が義務

づけられていますが、この別表に「自然エネルギー活用発電施設等」の業種を追加する

ように要望する。 

この陳情については、先ほど述べたように太陽光事業者の倒産が多くなっています。現

状を考えれば早急に対応すべきと考えます。担当部署も既に検討していると思います。町

長の所見をお伺いします。 

町  長  本多議員の質問にお答えいたします。飯島町地域自然エネルギー条例につきましては、

自然エネルギーの活用に関する基本理念を定めたものでございます。実際の手続等につき

ましては飯島町地域自然エネルギー活用発電施設設置手続に関する規則での対応になって

おります。同規則につきましては、規則の制定後に複数回の見直しを行い、当初届け出制

であったものを許可制にしたり、事業の変更に伴う部分の定めなどを見直しを行ってまい

りました。今回の陳情に対する対応につきましては、町として業者が守るべき基本的事項、

責務について別に定め、また事業ごとに異なる事項についてもあわせて事業者に対してお

示しをする方法について、飯島町環境基本計画や現在策定中の景観条例との整合性を図り

ながら検討しているところでございます。議員がおっしゃるとおり、当初推進、太陽光推

進という時代を経て、大分時代が変わってきておると。また不安が増幅しておるっていう

状況の中で、上位条例もありますけれども、できる限り飯島町の景観条例、自然環境を守

るために知恵を出し合っていきたいと思っております。また今後ともよろしく御指導いた

だきたいと思います。 

本多議員  ちょっと確認なんですけれども、今の１のほうは規則の見直しと――見直しっつうか、

追加でやるということですね。２のほうはさわやか条例に 21条に追加するということです

か。確認です。 

住民税務課長  さわやか環境保全条例のほうにつきましてですけれども、こちらのほうの特定事業につ

きましてもただいま検討を、研究をしながら考えているところです。 

本多議員  わかりました。早く検討してもらって飯島町にきちんとした報告をしていただきたいと

思います。飯島町じゃない。飯島区。よろしくお願いします。 

それでは１－２です。「自然エネルギー推進事業補助金見直しの検討結果は。」の質問で

す。飯島町自然エネルギー推進事業補助金は、26年４月１日より町内の自然エネルギーを

活用して持続可能な地域づくりを進め、自然エネルギーの安定的かつ適切な供給事業を行

う町内発電事業者の支援を目的として補助金を交付するものです。補助金は、施設用地が

地目変更されることにより固定資産税が増加した場合において差額の２分の１を 10 年間

補助するものです。26年度は２件 42万円、27年度は４件 49万円、28年度は４件 48万円

でした。松川町では、太陽光発電設備を設置した土地への町の実質的な税制優遇措置をめ

ぐり、農地並みの課税の税制優遇は不適切と住民監査請求書が出されました。また、松川
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町は、ようやく太陽光発電設置で独自ガイドラインを作成する方針を決めたところです。

飯島町は先行しています。他市町村のモデルになるように進めていきたいと思うところで

す。28 年の 12 月、住宅の屋根太陽光発電システムの設置は大いに推進すべきだが、景観

を破壊している野立てへの飯島町自然エネルギー推進事業補助金は廃止すべきと提案しま

した。制度の内容について研究、検討をすることになっています。一年が経過しました。

検討結果をお伺いします。 

住民税務課長  自然エネルギー推進事業補助金の見直しについてでございますけれども、先ほど議員さ

んからもございましたが、この補助金は飯島町自然エネルギー推進事業補助金交付要綱に

基づいて平成 26 年４月１日から施行されているものでございます。町内事業者が設置し

た発電施設用地の地目変更により固定資産税が増加した場合において従前の地目と当該

年度の固定資産税に差額が生じた場合、差額に２分の１を乗じた額以内を補助するもので、

当初の交付対象期間を 10 年間としております。制度としましては４年目を迎えまして、

見直しの検討を行うことが必要というふうに認識をしております。今現在使用されている、

利用されている事業者さんに対しましては見直しについての提案の実施もしているとこ

ろでございますが、今後、補助金の額、期間等について研究をする中で、期間の縮小など

の一定の方向づけをしてまいりたいと考えております。 

本多議員  ぜひ住民監査請求の出されないようにしっかりとやってもらいたいと思います。 

１－３です。「公の施設の屋根貸し事業今後の展開は」の質問です。公の施設の屋根貸し

事業の概要は、公の施設屋根を町内に本社を置く民間事業者へ貸し出し、町及び耕地、自

治会は利用料を徴収する、また、通常時は事業者による事業として売電事業を行い、停電

等の非常時には非常用電源として町民の方が活用し、緊急避難施設並びに指定避難所の防

災力の向上に役立てると、利用は年額１平米当たり 100円、利用料の金額の決定過程はわ

かりませんが、屋根を利用した屋根貸し事業は大変よいことだと思います。20の対象施設

があり、公募の結果９カ所の施設が決定し、現在工事が進んでいます。残り 11カ所の施設

があるわけですが、今後の展開をお伺いします。 

町  長  公の屋根貸し事業につきましては、現在事業者が町内の公共施設７カ所と自治会の集会

所２カ所の合計９カ所に設置を進めているところでございます。このうち公共施設４カ所

につきましては、電力会社との系統連系が済んでおり、発電が開始されている状況でござ

います。今後の屋根貸し事業つきましては、９カ所の施設に設置が完了した後の発電状況

やほかの施設の発電についての有効性を見ながら研究してまいりたいと思っております。 

本多議員  もしですね、１－４です。実施の場合、現事業者が継続するのか、新規に公募するのか

お答えください。 

町  長  実施する場合には新たに公募する形を考えております。 

本多議員  ええとですね、前回の場合ですね、募集要項が発表されて、公募開始が 12月の６日、質

問の受け付けが 16日まで、申請の受け付けが 23日まで、26日は使用事業者が決定しまし

た。その発表されて公募したかったけれども短期間だったので企画が間に合わないと残念

がる業者もいましたので、今後公募するときには、公平性を保つためにも期間を長くし、

余裕のある時間を与えることが大事と考えています。ぜひ検討していただきたいと思いま
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す。町長の所見をお伺いします。 

町  長  公平性のある入札等をやっぱし常に考えていくことが大事だと思っています。 

本多議員  わかりました。 

それでは２番目の質問です。「柏木運動場周辺の整備構想について」28 年３月に飯島Ｆ

Ｃと飯島町総合型スポーツクラブが、27年９月に提出した柏木グランドＢ＆Ｇ体育館周辺

構想についての提案書により私は質問しました。この場所は、中央アルプスと南アルプス

が展望できる景観のすばらしい場所です。他の地区から来た人たちもこの場所の景観に絶

賛しています。柏木運動場は避難地に、Ｂ＆Ｇ体育館は避難所に指定され、防災施設とし

て体育館発電施設の設置とヘリポートの完備がされています。与田切川の氾濫で大規模な

災害が発生した場合、町は分断され、七久保・本郷地区の避難場所の重要な町南部防災拠

点となります。防災拠点としての機能強化を図る必要があり、５項目の施設設備が提案さ

れています。１、大型車両の乗り入れができる道路用地の確保。２、ヘリポートと駐車場

分離するため用地の確保。３、体育館の外トイレと手洗い場所の設置。４、非常時に備え

井戸の設置。５、体育館の屋根に太陽光発電の設置。また、柏木周辺と運動場の多目的ス

ポーツ施設として設備拡充を図るため９項目が提案されています。１、トイレの新設と手

洗い場所の新設、２、ふれあい広場整備と広場西側の駐車場用地の確保、３、グランド拡

幅による用地確保、多目的野外スポーツ施設の設置、４、人工芝の設置、５、太陽光発電

事業によるナイター照明の設置、６、グランド東側土捨て場を駐車場に整備、７、プール

の利用効率向上と交流施設としての位置づけ、８、Ｂ＆Ｇ体育館のロビーのレイアウト変

更と模様がえ、９、柏木周辺の自然体験空間と交流の場としての施設空間の利用です。 

２－１の質問です。この「整備交渉の慎重状況は。」の質問です。私のわかっている範囲

では、体育館の外トイレは 28年度に完成しました。体育館の屋根に太陽光発電の設置につ

いては公の屋根貸し事業で現在工事を行っていると思います。以上ですが、柏木運動場周

辺の整備状況の進捗状況をお伺いします。防災拠点については町長に、柏木運動場周辺に

ついては教育長にお尋ねします。 

教 育 長  柏木運動場の整備についてお尋ねであります。あのＢ＆Ｇのプールがあったり体育館が

あったり、あるいはグランドがあるということ、それから、極めて景観的にもすぐれた場

所であるということは承知しております。整備構想につきましては以前から、その飯島Ｆ

Ｃあるいは総合型スポーツクラブから御提案をいただいておりますし、毎年懇談を行って

おるところであります。今提案の内容についてお話がありましたが、グランドの拡張、芝

生化あるいはナイター、駐車場や、あるいは大型バスの進入路、防災拠点としてのあり方、

ウオーキングコースや道の駅からの回遊というような考え方をいただいております。今お

話ありましたが、トイレにつきましては、昨年度、指定避難所のトイレとしていいトイレ

が完成したわけです。ただ、今後の計画となりますと、用地所得あるいは進入路の問題の

ほか、整備のための膨大なその予算をどうしていくか、あるいは有利な財源があるかどう

か、できた後のランニングコストは一体どうしていったらいいかっていうようなことを考

えたり覚悟したりしなければいけないということであります。公共施設については全体的

に縮小ということが課題になっておりますので、大規模施設、大規模開発につきましては、
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町全体といった中で考えさせていただくしかないかなあというふうに思っております。前

回いろいろお話をいただいた後でありますけれども、現在のところまだ研究の段階にとど

まっておるところであります。 

町  長  防災拠点につきましては、大きくは今教育長さんの答えた中で柏木のグランドの整備と

いうものが進んでいくんですけども、観光拠点としては、また順次整備してまいりたいと

思っております。 

本多議員  もう 27年の９月に出されてますので、もう２年、来年になれば３年、できるだけ早く方

向性を見つけてもらいたいと思います。 

２－２の質問です。「大型車両が通行できる道路計画を早急に」です。避難施設、避難地

として防災拠点となる場所へ大型車両が通行できないことは重大な不備であります。災害

時の体制に万全を期すことができない状態と考えております。早期に路線の計画をすべき

と考えます。道路の路線が決定すれば柏木周辺と運動場の整備が進展することは間違いあ

りません。町長の所見をお伺いします。 

建設水道課長  道路計画についての御質問でございます。御指摘のように柏木運動場周辺につきまして

道路幅員は約３メーターから４メーターでございまして、大型車両が通行するには十分な

幅員であるとは言えない状況でございます。災害発生時など有事の際には避難所とヘリ

ポートに指定されておりまして、避難者の通行、物資の搬入、搬出、緊急車両の運行が安

全に行えることが必要となりますので、将来的な柏木運動場周辺の整備構想を見据えなが

ら総合的に道路計画を検討してまいりたいと考えます。 

本多議員  こんなことを言っちゃまずいかもしれませんけど、今の道路計画なんですけど、今の三

甲柏木工業団地から真っすぐ東へグランドに向かうあの道路があるんですけど、あれを

真っすぐ行けば簡単にすぐできそうな気がしますので、よろしく検討してください。お願

いします。 

３番目の質問です。「伊南バイパス看板設置について」28 年９月、町中心部へ誘導する

看板設置を提案しました。町長は「商工会とも協議する中でよりよい方法を検討する」と

のことでした。着々と伊南バイパス工事は進んでいます。看板設置についてはストップし

ています。伊南バイパス看板設置の検討結果をお伺いします。 

町  長  提案いただきました伊南バイパスから中心市街地への案内看板の設置に関しましては、

商工会との協議の中で商工会が事業主体となり設置をしていただくよう進めておるところ

でございます。町としましては、その設置費用の補助や関係機関との連絡調整などにおい

て支援しております。今年度中にできるよう頑張っております。 

本多議員  わかりました。 

それでは４番目の質問です。「コンパクトシティ形成に向けた取り組みを」の質問です。

26年６月、定住促進の質問の中で、人口の減少、超高齢社会で予測される将来を見据えて

住民、高齢者が安心して暮らせる先手のまちづくりを始めるべきと提案しました。若い人

たちがいなくなり、人口も減ってコミュニティーの活気がなくなり、近隣の小売店、サー

ビス店が廃れ、日常生活が不便になり、住民、特に高齢者は生活に困り、ますます人口減

少、空洞化が進み、空き地、空き家、さらには放置された廃屋だらけの荒廃地が出現する
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おそれがあります。人口の減少、超高齢社会にも対応できるまちづくりの先手の施策、地

域に応じた個性のある施策の立案実施は、知恵と工夫により最優先で取り組むべき町の重

要課題です。まちづくりとして空き家の除却や空き地の公園・緑地化、さらには農地や雑

木林を自然の森に戻す公共事業を実施する時代が来るかもしれません。住民、高齢者が生

活に困るおそれがある郊外住宅地の増加を抑制し、住宅地を分散させないようにし、地域

に応じた個性あるまちづくりを考えていく必要があります。先手のまちづくりとは、人口

の減少、超高齢社会にも対応できる飯島町の施策を反映したコンパクトシティにすること

です。 

４－１です。「コンパクトシティの発想をどう考える。」の質問です。都市の郊外化、ス

プロール化を抑制し、市街地のスケールを小さく保ち、歩いて行ける範囲を生活圏と捉え、

コミニティーの再生や住みやすいまちづくりを目指そうとするのがコンパクトシティの発

想です。コンパクトなまちづくり、コンパクトシティをどう考えるか、町長の所見をお伺

いします。 

町  長  全国で人口が減少する昨今、まちとしての機能や移住地域をコンパクトにまとめ行政効

率のいいまちづくりを進めることがコンパクトシティ政策だと認識しております。メリッ

トとしては、生活に必要な公共施設や商業地が居住地にまとまることにより居住地に暮ら

す人々の利便性が高まることが考えられます。機能がまとまる中、車で移動する必要がな

くなれば交通弱者の問題も解決できるところとなります。また、行政としてもサービスが

行き届く範囲、コストを投資する範囲を限定できるため、道路、上下水道の整備、維持管

理といったコストも抑えることができます。コンパクトシティの発想、居住する地域を集

約していくことで住民の利便性を高めながら効率的な行政を目指すということの中には、

町としても研究すべき要素がたくさんあると考えております。 

本多議員  ４－２です。「取り組んでいく必要があると考えていますが」の質問です。駒ヶ根市は都

市機能の効率化でコンパクトなまちづくりを目指す都市再生特別措置法に基づく立地適正

化計画を策定しました。今後人口減少がさらに進むことが予想されていることから、財政

面、経済面での持続可能な都市計画を可能とするため人口減少に歯どめをかける必要があ

り、具体的な施策を進めるためにコンパクトシティプラスネットワークの考え方によるま

ちづくりを進めるためのものです。計画では、都市機能誘導地域を市内３カ所に設け都市

機能を中心拠点や生活拠点に集約する方針で、市街地の人口密度を維持することで持続可

能な都市経営を目指していくとのことです。国は、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基

づきコンパクトシティ形成に向けた市町村の取り組みが一層円滑に進められるよう関係施

策に連携した支援策について検討するなど、関係省庁挙げて市町村の取り組みを強力に支

援するためコンパクトシティ形成支援チームを設置しています。町の方針、施策により型

はいろいろあります。飯島版コンパクトシティの形成に取り組む必要があると考えます。

町長の所見をお伺いします。 

町  長  コンパクトシティという手法については、政治的な利便性や効率を図る面で大きくその

効果というものがあろうかと思います。しかし、議員がおっしゃるとおり、都市型のコン

パクトシティ、あるいは我々のような中山間地域でのコンパクトシティというのは、やは
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り手法が違ってくるだろうなというふうに思います。この農村を１カ所に一つにまとめ

るっていうことはなかなか難しいと思います。幾つかの拠点の中で整備されることが肝要

かと思っております。その中で特に大事なのは、まず集落内で生活を支え合い、住みなれ

た地域で暮らし続けるための仕組みづくりや、また集落の実情に合った福祉サービスや交

通ネットワークの確保に取り組んでいくのがよいのではないかと考えるところでございま

す。しっかり、これは研究しなければならないことだと思っております。 

本多議員  ぜひ研究していただいて、飯島町がよくなるようによろしくお願いいたします。これで

質問を終わります。 

 

議  長  ここで休憩とします。再開時刻は３時 10分といたします。休憩。 

 

休  憩  午後２時５０分 

再  開  午後３時１０分 

 

議  長  会議を再開します。一般質問を続けます。 

11番 中村明美議員。 

11番 

中村議員  それでは通告に従いまして一般質問を行います。「１、新井用水路の改修が急がれるが町

の認識を伺う」この質問は既に平成 27年に飯島区から陳情されており、以来毎年要望され、

つい先ごろの要望に対して町側からは「改修はまだ先になる」との返答、この件は議会で

も採択をしています。現在改修工事中の原井用水路は予定よりさらに２～３年おくれるよ

うで、新井用水の改修工事はその後かというふうに思っていたのですが、今回の定例会の

冒頭で全協で配付されました 30・31・32年度の実施計画を見ますと 32年度に実施される

ように計上されております。しかしながら、ここまでおくらす要因は何なのでしょうか。

一体、新井用水路の現状をどのように把握しているのでしょうか。いつ崩落してもおかし

くない状況、新井用水路の下には水道管があり、崩落により水道管を破損するおそれもあ

ることは、町は既に承知していることと思います。飯島区としては、住民生活を脅かす危

険をいっときも早く改善すべきと早期回収を切望しているのです。町民生活に欠かせない

水路環境の安心・安全確保は町の責務でしょう。前倒しし計画を進めることを求めますが、

現状どのように町は把握しているのか、認識しているかお伺います。 

町  長  中村議員の一般質問にお答えいたします。新井用水路は重要な水路であり、町としまし

ても改修が必要な水路であるとの認識は持っており、随時点検も行っております。水路改

修は、隧道、トンネルの部分もあり膨大な費用が見込まれることから、県営による事業実

施に向けて事業計画を提出しております。毎年、県担当部署とも現地踏査を実施するなど

現状を確認いただき事業化に向けて協議を進めておりますけれども、現在町内で実施中あ

るいは計画中である水路の大規模改修が３件ございます。本郷の原井用水、千人塚の耐震

改修、そして新井の３件でございますけども、いずれも県営事業についても予算配分が要

望した額を下回る状況にあり、予算確保が非常に厳しい状況であります。このような状況
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でありますので、まずは現在実施中である事業の早期竣工を願い、その後も順次緊急性の

高い水路から改修を進められるよう国及び県へ事業採択や予算確保の要望をし続けておる

ところでございます。管理されている飯島区におかれましても、引き続き御協力いただき

ますようお願い申し上げます。 

中村議員  そうしますと、今の町長の答弁から考えますと、その予算配分、県の予算配分というも

のがあって、その中で今現状原井用水等が実施されております。そういう中にあって、飯

島町には、現状ではまだ新井用水に着工する予算が県から取れないという、そういう県の

見解が一番大きいということであって、町の予算がつかないからおくれてるということで

はないという認識でよろしいでしょうか。 

町  長  先ほども申しましたけれども、トンネル工事等がございまして多額な費用がかかると予

想されております。まずは県の支援をなくしてできない事業かなと、このように考えてお

るところでございます。一刻も早く現在の改修事業、原井用水を終結し、そして新井へ移

るようにということで、先日も県の方々と本郷区、また飯島区の皆様方と交えて懇談をし

たところでございます。 

中村議員  そうしますと、原井用水のほうはいつ終結、予定では終結するのでしょうか。実施計画、

32 年度までの実施計画の中を見ますと 32年に 500万の新井用水の事業に対する予算が計

上されておりますけれども、この 32年というのは工事が実施されるのではなくて、これは

設計費、設計が始まるということで、着工はこの何年後になるんでしょうか。 

産業振興課長  現在県営事業で行っております原井用水、それから中央道のかかっております中央道の

跨道水路橋、それから千人塚のため池ということで３つやっておりますけれども、その後

というか、それが順次進んだ後に新井というような計画で今現在おります。新井につきま

しては 33 年度から事業をやれたらということで計画はしておるわけなんですが、今進め

ております原井用水自体が 32 年度予定なんですけれども、これもはっきり申し上げると

約束が確約できているわけではないという状況でして、計画は、実施計画等、あと県との

協議の中で、そういった５カ年計画ぐらいでやっていくという計画でございますが、これ

についても国、県の予算の配分によっては若干なりとも伸びていってしまうのかなあとい

うふうに思います。原井につきましても現事業で県営の農村地域防災減災事業で取り組ん

でいるわけなんですが、これ以外の事業もできないかとか、ほかの事業についてもこの事

業以外でできるところはないかということを県のほうも真剣に検討いただいておりまし

て、そういった町と県との協議を重ねる中で、できるだけ早くやりたいということでやっ

ておりますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。 

中村議員  もう一度だけ確認をいたしますが、まず原井用水の改修が工事が終わらなければ新井に

は移れないということなんでしょうか。それとも、この実施計画の中にある 32 年度には

500万の中で設計の計画だけはしていくということになってきて、工事は、何でしたっけ、

原井用水が終わらなければ工事はできないという、そういう認識でよいのでしょうか。そ

の辺のところは飯島区としても理解をしていただいているということでよろしいでしょう

か。 

産業振興課長  現在原井をやっておりまして、原井を途中でやめて次のところというのは、なかなか本
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郷区のほうの皆さんの心情的にもいろいろ問題があるのかなあというふうに思っており

ますので、考え方としては、計画の考え方としては、原井が終わった後に、また緊急性の

高いところということで新井等に行きたいというふうに考えております。 

中村議員  なかなか飯島のその新井用水路のところの危険性というのは町も多分把握してると思い

ますので、その原井用水の改修工事ですね、これがなるべく計画どおりに進むような、町

がどうこうできることではないと思うんですけれども、そういうふうな方向に行くことを

望んでおります。32年度には確実に計画が進むように、町も、また原井がね、これ以上お

くれたとしても新井に取りかかれるように、県のほうに町もしっかりと要望を強めていっ

ていただくことを要望いたしまして、それでは２つ目の質問に移ります。 

２の質問に移ります。「次年度事業で①児童生徒へ防災ダンボールヘルメットの支給」②

として「ＦｉｘＭｙＳｔｒｅｅｔアプリの導入を」初めに訂正をさせていただきます。②

のＦｉｘのスペルが間違っておりまして、「Ｆ」の次の「ｌ」は「ｉ」に訂正をお願いいた

します。それでは質問内容に移ります。学校生活において、また登下校時において災害か

ら子どもたちの身をどのように守るのか、また、マニュアル化されていることと思います

が、子どもたちはどのように身の安全を確保し避難することになっているのか伺います。 

教 育 長  学校では災害時の避難のための災害訓練を行っております。避難訓練では、災害の種類

によって内容は若干異なりますが、現在は火災や地震を想定して訓練を行っております。

地震のときには、すぐに机の下にもぐって身の安全を確保して、指示が出たらそれに従っ

て避難すると、火災の場合には放送等の指示に従って避難するというような避難訓練を

行っております。なお、小学校では保育園のときに使っていました防災頭巾を普段は座布

団カバーとして使っておりまして、その避難時に必要であればそれをかぶって避難すると

いう訓練を行っております。 

中村議員  小学校では防災頭巾、保育園からのものを使用しているといいますが、きっと高学年に

なると小っちゃくなってかぶりにくくなってきてるのではないかなあというふうに推測す

るわけです。そこでですね、私が提案いたしますが、これは安曇野市で既にしている、行っ

ているんですけれども、子どもたちを災害から守るために防災ダンボールヘルメットを支

給しています。段ボールといっても火に強く、水にも耐久性にもすぐれています。保育園

児から大人まで使え、折りたたみ、かばんに入れ、登下校にも携帯でき、荷物にならない

すぐれものです。親御さんからの評価も大変高く、喜ばれているということであります。

災害は、いつ起こるかわかりません。頻発している自然災害から子どもたちを守っていか

なければなりません。当町でも町から次年度に児童生徒にダンボールヘルメットの支給を

提案いたします。また、この代金なんですけれども、いろいろありますが、注文数が多け

れば１つ当たりの単価が安くなるというものがありまして、検討時には、ぜひ介護施設と

か、そのような関係者、住民サイドへも声をかけると、住民の防災、危機管理を高める効

果になるかと思います。ちなみに、近隣、駒ヶ根市では小学校、全校かわからないんです

けれども、防災用にヘルメットを用意してるというところもありまして、今このように防

災ヘルメットというものも考えられておりますので提案をいたしますが、いかがでしょう

か。 
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教 育 長  今お話にありました避難時におけるヘルネットというのは、身の安全を守るための重要

な要素の一つだというふうに考えております。御提案いただきました防災ダンボールヘル

メットというのは、従来と比べて持ち運びはコンパクトになるということで、子どもたち

が比較的簡単に持ち運びできるものということでありまして、お話にありましたように段

ボールとはいっても比較的強度があったり水に強かったりというものであります。また、

お話にありましたように、駒ヶ根市では教室にヘルメット、小学校の教室にヘルメットが

置いてあるということは承知しております。今お話にありました、その子どもたちが持ち

運ぶということになると、通学時の地震等が想定されるわけですけれども、低学年の子ど

もがかばんから出して、ヘルメットはある程度組み立ててかぶるという動作が必要になる

んですけれども、こういった動作が避難のときに安全な場所にいち早く避難するというの

とうまく子どもたちにできるかどうかというような課題もあるかなあというふうに思って

おります。まだそろえるかどうかというところまでの検討は至っていませんけれども、通

常型のヘルメットを教室に置いておくのほうがいいという発想もありますので、そういっ

たようなことや、あるいは、まだ近隣の市町村、それぞれの教育長会議でも話題にはなっ

ておりませんけれども、こういった近隣の市町村でそういった導入が今後進むのかどうか

というようなこともあわせて考えながら対処していきたいと思います。とりあえずですけ

れども、子どもたちがこういう訓練などを通じて指示どおりきちんきちんと身の守る動き

ができるというようなことを避難訓練の第一の目的としてやっていきたいというふうに考

えております。 

中村議員  確かに低学年の子どもさんたちには組み立てることが難しいっていう子もいるのかもし

れませんけれども、子どもたちの登校時ですね、通学等のときにも安全に身を守るという

ことで、子どもたち自身もそういうことをできるようなね、形に持っていくというのも大

事かなあというふうに思いますので、どの程度難しいのかどうかということを、段ボール

はだめだと決めつけるのではなくして、広い角度から検討をして、よりよい形で子どもた

ちの身の安全を守ることを要望いたしまして、②の質問に移ります。 

フィックスマイストリートアプリでは、このアプリというのはですね、道路の破損、不

法投棄など、気づいた町民が現場を写真で撮り、行政に報告します。行政はアプリから現

場状況を見て対応を行う仕組みです。従来のように行政に連絡や行政窓口に出向いていく

必要がなく、住民、行政、双方にとって利便性があるということです。また、例えば、ア

プリの投稿を見た別の住民が蜂の巣の扱いは自分がなれているから駆除しましょうかとい

うようなことにもなって、住民間でのつながりが生まれている、また誰もが見られるウエ

ブサイトで公明正大に行われるので対応における行政の立場や考え方もわかっていきます。

こういう時代に乗ったとてもいいアプリかなあというふうに思いました。ただし、利用を

開始するに当たっては、あらかじめ町民と行政の双方でその目的や趣旨を共有しておく必

要があります。現在このアプリは無料であるため導入のチャンスかなというふうに思って

提案しております。当町も活用に向けて研究をするべきと提案をいたします。この質問に

当たり、前もって町のほうには情報をお知らせしましたが、その辺研究をされたでしょう

か、お考えを伺います。 
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総務課長  それでは、フィックスマイストリートというアプリ等につきまして答弁をさせていただ

きます。このアプリですが、これを利用いたしまして住民の皆さんからの通報を受けてい

る自治体は、開発をしました会社のホームページでは全国で９の市が導入実績があるとい

うふうに紹介をされております。人口規模につきましては 10万人、また 30万人というよ

うな規模がほとんどでございます。県内では安曇野市がこの６月から運用を開始している

とのことで、現在は道路の管理状況、管理の、道路の管理業務についてのみ使用をしてい

るというふうに聞いております。このアプリでございますけれども、通報する側でのアプ

リの登録料、利用につきましては無料ですけれども、通報されました情報を使用する自治

体では使用料が発生をしているというふうに聞いてございます。安曇野市では、約 10万人

の規模でございますけれども、月額で 4万 5,000円、年間で 54万円の費用がかかっている

というふうに担当者からはちょっと話を聞いております。行政から見ますと、それぞれま

だ費用面ですとか使い勝手の面でまだ課題があるというふうに感じてございます。全国ま

た県下の市町村の動向を見ながらですね、誰もが利用できる行政運営に活用できるような

アプリ、またいろいろこれからも研究また提案されていると思いますので、今後も研究を

してまいりたいというふうに思っております。 

中村議員  わかりました。その情報を受け取る側が費用がかかるというところは、ちょっと私も勉

強不足でございました。今後どのように、アプリの情報等がどういう形になってくるか、

新しいものがまた出てきたりすると思いますので、ぜひそういうところも研究しながら、

今後役立てられるものは役立てていくようにまとめまして、３の質問に移ります。 

「介護保険制度の改正により始まった「総合事業」の実態は」について伺います。介護

保険制度の改革により、本年４月からは、要支援向けサービスの一部を介護保険による全

国一律運営から自治体の介護予防日常生活支援総合事業に移行しました。移行する前には

要支援者が総合事業に変わることでサービスの低下を懸念されていましたが、現在当町に

おける総合事業の実態はどのようであるか伺います。 

健康福祉課長  それでは、当町におけます介日常生活支援総合事業につきまして説明いたします。この

事業は、要支援者の多様なニーズにその方の能力を最大限に生かしつつ多様なサービスを

提供するものでございます。その人その人によってマネージメントを行います。当町では、

これまでの介護予防通所介護、訪問介護と同様のサービス形態である現行型通所訪問介護

サービスと、事業所の設置基準の緩和と利用目的に応じて速やかにサービスにつなげ心身

状態の維持、向上を図ることを目的とした町独自の形の通所訪問サービス、それから、さ

らに心身状態の早期改善を目的とした３つ目の事業であります訪問型短期集中リハビリ

サービスでスタートをいたしました。移行に当たりましては、利用者の皆様に与える混乱

やサービスの低下を防ぐため現行型通所訪問介護サービスへの移行へ対応いたしました。

事業開始に当たりまして、町内の介護保険サービス事業者の御理解と御協力をいただき町

内全事業所の事業参入と対象利用者の受け入れをしていただきまして、これまでと変わら

ないサービスを提供することができましたので、混乱もなくスムーズな移行ができました。

また、４月以降の新規利用者につきましては、心身の状態や希望するサービスを面談や状

態確認を行った上で認定調査を行います介護保険の申請、それからチェックリストにより
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ます総合事業利用申請と、その方の状況に合わせた対応を行っております。 

中村議員  そうしますと、移行後も全事業所の協力で混乱なくスムーズに現在行われているという

こと、新規の利用者の方に対しては、この方たちは利用内容について今のところ不便さは

感じていないということでよろしいでしょうか。 

健康福祉課長  それぞれの状況によりましてケアマネージメントをいたしまして相談に乗りながら組

み立てをしておりますので、なるべく御要望に応じた、その方に合いました計画でされて

いるということでございます。 

中村議員  それでは、混乱なく引き継がれたということで理解をいたしました。 

それでは３－２に移ります。地域包括ケアを目指す理由は、老後は住みなれた地域で暮

らすためとしています。また、介護保険の財政的な状況からしても避けられないことでも

あります。2000年に始まった介護保険制度の介護保険給付費は、今や３兆円から８～９兆

円に膨らんでおり、25年問題を考えると、持続ある制度構築するためには、見直しは避け

られないことでしょう。総合事業では、生涯地域生活を維持していくために幅広い支援策

を要介護となる前から実施していこうということで始められていると思います。しかし、

この事業が対象者に十分に周知されていないように感じます。そこで、個人宛てに通知し

意識啓発を図ってほしい、単なるお知らせチラシでは家族から高齢者に伝わりにくいが、

個人宛てであれば確実に本人のもとに渡るのではと考えます。自分宛てであると他人事と

思わず、健康管理への関心が高まり、行動に移っていけるように考えるからであります。

事業内容が高齢者一人一人に届くような取り組みで、さらなる健康管理に向けた啓発活動

の推進が重要に思います。将来を見据えると、総合事業の充実を、充実いかんによって介

護度の抑制ができる、晩年まで元気に過ごすことが望めますが、今後、まだ課題はあると

思いますけれども、総合事業の充実をどのように図っていくのか、個人への周知の徹底含

め伺います。 

健康福祉課長  それでは、議員のおっしゃるとおり、介護予防日常生活支援総合事業では、将来の介護

の多くかかる方をなるべく後にしましょうとか、あと地域で長く暮らしましょうというこ

とで取り組みをしているものです。今までの介護予防、病気の発症予防や身体機能低下の

予防に加えて、高齢者一人一人の生きがい、役割の継続や地域での生活支援の担い手とし

ての活躍など、住民一人一人が主体性を持った介護予防のあり方や地域活動への参画が求

められています。今議員のおっしゃられたものは、この事業の中の一般介護事業というこ

とが当たると思いますけれども、現在でも歩く歩く塾や健幸教室というものでそういう教

室を開催してやっているわけですけれども、こちらにつきましては、今、個人宛てな通知

ということは、全員についてということはしてはいないんですけれども、昨年度までは、

健康診断の全町民の方に宛てる申し込みのときに、その方、高齢者の方々へのアンケとり

まして、そこから必要な方に通知をするということは、等のことはやってまいりました。

全員の方に通知をするということに関しましては、今後研究してまいりたいと思います。

また、これからますます高齢化も進んでいきますので、町内の事業所や関係団体と協力し

て、さまざまな事業展開を参加者が増えるように啓発を行ってまいりたいと思っておりま

す。また、多様な生活支援サービスというものもございますけれども、単に通所訪問型サー
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ビスの仕組みや形を整えるだけではなく、飯島町における現状や不足している社会資源を

抽出しながら、飯島町の生活実態に合った地域の生活支援サービスの創出が求められてお

りますので、そちらのほうも研究を皆さんと一緒にしていきたいというふうに考えており

ます。介護保険の制度も大きく変わり、考え方も変わっております。地域の中にある支え

合いを大切にして、介護保険サービスばかりに頼らないで住みなれた地域での生活を豊か

に過ごしていくことが求められている中、地域の支え合いの姿の上に介護保険制度が成り

立っている現状について、より一層啓発に努めてまいりたいと思います。 

中村議員  よくわかりました。町の事業の取り組みは本当に細かくされていると思うんです。とこ

ろが、高齢者の皆様のところに行くと「え、そんなのやってんの。知らないよ」っていう

声も多く聞くことがあるんですね。とても残念に思います。せっかく行政側でこのように

組み立てていても高齢者のもとに届いていないというのがとても残念でなりませんので、

ぜひとも個人のところにどうすることが届くのか、また啓発活動になるのかを、ぜひ、大

変な事業だとは思いますけれども、取り組みに重点を置いていただきたいと思います。介

護事業、保険事業というのは、毎年毎年状況が変わってくる中で大変ですけれども、ぜひ

ともその辺のところを見極めながら行っていただきたいと思います。また、大きなくくり

の中で総合事業と言ってよいのでしょうか。先ごろ議会と住民との懇談会を行いました。

その中で高齢者の方から高齢者クラブの存続問題ということで課題が挙げられました。高

齢者クラブに今加入している団体というんですか、グループというんですか、それが飯島

区では４耕地、七久保で１自治会という計５つのグループになっております。しかし、今

年度末までにこの高齢者クラブの存続に対してそれぞれ判断をしなければならないような

ことを言われていました。一体どうしていいのかということを言われておりまして、この

辺、高齢者の方、今現在の高齢者クラブの方たちが問題というか、迷っているというとこ

ろがありますので、ぜひとも町からも、行政側からしっかりとですね、どういう方向をと

るのがそのそれぞれのグループにとってよいのかということもぜひ提言をしていただきた

いと思います。その高齢者クラブを続けられないというのは、高齢者といっても、今はも

う 70代の方々も現役で働いてる方もいます。クラブの中の役員となりますと 70代後半～

80代の方、そういう人たちが会長をしたり町の役職を受けたり、そして事務管理をしたり

というのは大変荷が重いと。そういうことで高齢者クラブを脱会するという方が多かった

ようでございます。その辺のところも緩和できるのか、そういう方法とかもですね、ぜひ

今後行政側から高齢者クラブの方々、またはいちいの会というところが高齢者クラブに移

行する前の段階というふうにも私伺っておりますが、そこらの辺との兼ね合いも、ぜひと

も今後話し合いというか、説明を行っていただきたいというふうに思います。これは質問

内容でありませんので、要望して終わります。 

では４番の質問に移ります。子どもを性被害から守るためどのように取り組んでいるか

について伺います。長野県では平成 28年７月に子どもを性被害から守るための条例が制定

されました。それは、社会環境の大きな変化の中で子どもの性被害が増加し看過できない

状況であることから、子どもを守るための責務の対象者を県、保護者、学校、事業者、県

民と県民運動として推進されるべきものとして新たな仕組みがつくられました。また、県
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では、この条例の制度に伴い、子どもの性被害予防のために取り組みを進めている県民が

開催する研修会、県民が開催する研修会に補助を行っています。これは、申請できるのは

おおむね 10人以上の保護者、親子、地域住民などで構成するグループまたは団体、対象に

なる研修は性教育、子どもを性被害から守るための人権教育またはＳＮＳの適正化、この

経費の補助額は講師への謝礼及び交通費、教材費、会場費で１件当たり、１事業当たり 2

万 5,000円が上限となっております。当町におけるこの支援事業補助の活用状況を伺いま

す。また、活用してあったとしたら、この研修対象はどういうものであったか、またその

感想も伺います。 

教 育 長  子どもの性被害予防のための取り組み支援事業補助金について、内容は今議員のおっ

しゃるとおりであります。この補助金は開催希望者が直接長野県青少年育成県民会議へ申

し込むという形をとっておりますので、町あるいは教育委員会がどなたが申請したかとい

うことは把握できておりません。ただ、現在のところ申請をした、もしくは申請予定であ

るというようなこと、お話も今のところは聞いておりません。ですが、これ、ＰＴＡとか

育成会でもおおむね 10人以上の団体となって希望すれば、その講師謝礼等の補助金を受け

られるということでありますので、そういった面で、そういった団体から申し込みをした

いというような相談があれば、この支援金制度について説明をしてまいりたいというふう

に思っております。 

中村議員  そうしますと、教育委員会といいますか、町側からこういう補助制度があるということ

はＰＴＡなり町のほうには情報として提供はしてあるということでよろしいでしょうか。 

教 育 長  この補助金につきましては、県の教育委員会ではなくて県民文化部というところが担当

しておりますので、教育委員会が詳細にその把握をしたというわけではないです。今回こ

ういう質問に合わせてこの内容を知りましたので、それぞれの学校については、こういう

制度があるということは校長を通じてお話をしたいというふうに思っております。 

中村議員  ぜひとも、これは教育委員会だけではなくて健康福祉課のほうからも、こういう補助制

度に対する情報提供っていうのは進めてほしいというふうに思います。 

それでは②の質問に移ります。性暴力被害支援センターりんどうハートながのというと

ころがあるわけなんですが、その相談件数、性被害に対する相談件数を見ると、平成 28

年 11月で、11月からで６件あり、被害者年齢は 13歳～18歳未満が３人、15歳～18歳未

満が３人、この行為者と知り合ったきっかけはすべてインターネットを介して知り合った

となっています。また、児童相談所における平成 28年度性的虐待の相談対応件数は 22件、

平成 24年の 14件から毎年増え続け、26年は 29件、その後数字的には減少していますが、

ただ、相談ができずに悩んでいる子どもたちもかなりいると推測します。この数字に挙がっ

てきているのはほんの一部、一握りでしかないというふうに思います。この数はほんの一

部に過ぎないと感じますが、インターネットの普及により、その対応が追いついていない

のが現状のように思います。当町の子どもたちをこのような被害から何としても守らなけ

ればなりません。今後被害が低年齢化することも懸念いたします。教育現場の性教育は、

文科省の規制もあるようで低学年の教育は難しいようであります。県としても家庭での性

教育力をつけていく、家庭での力をつけていく取り組みにも視点を向けていくような検討



- 50 - 

を考えているようです。命を宿し子を育む親、家庭で、その自然な形で教育できることが

望ましいのかと思います。今や家庭での性教育の重要性も問われているように感じます。

しかし、家庭での教育には資料不足などあるため、今後子どもたちを性被害から守るため

に当町として保健事業の中でも家庭の正しい性教育のあり方に向けた指導に努めてほしい

と考えます。幼い子どものときから親として性教育を意識していくためにも保健事業の中

で取り組み、子どもの尊厳を保持し子どもの健やかな成長を支援していけるよう努めるこ

とを求めますが、見解を、教育長には学校の現状、保健事業の取り組みについては健康福

祉課長に伺います。 

教 育 長  御指摘にありましたようにコミュニティーサイトを通じた性被害というのは数が増え

ております。昨年度の文部科学省が把握した件数は全国で 1,736件、平成 20年度に比べて

約 2.2倍に増加しているという、そういう数字が出ております。それで、学校での指導、

性教育という面ですけれども、性教育の内容としましては、例えば心身の発達とか理科的

な生殖の問題、あるいは社会的な面、性被害防止、それから性情報の扱い、こういったよ

うなことを総称して性教育というふうに呼んでるわけですけれども、先ほどお話がありま

したように、2003年ですかね、東京都で性教育に関する大きな問題がありまして、文部科

学省は指導要領の中でかなり厳密にそれぞれの教科で扱う範囲について決められておりま

す。学校では、それに従いまして小学校から、飯島町でいえば中学校まで、理科の授業で

あったり技術家庭科の授業であったり保健の授業であったり、そういった中で扱っている

わけであります。具体的には、例えば、それぞれの学校、特徴があるんですけれども、飯

島小学校では男女の体の違い、あるいは体の中で始まっている変化、心と体のつながりな

どを学年に応じて学んで、６年生では外部講師に来ていただいて勉強もしております。七

久保小学校では思春期の体の変化、命の誕生などを扱い、昨年度からは性同一性障害など

ＬＧＢＴについても学習を行っております。また、両小学校とも１月に健康や命に関する

旬間を設けて、全学年が性教育に関する授業も実施しております。中学校では、教科の中

に多く盛り込まれているということもあります。また外部講師を依頼して学年ごとに２コ

マ続きのような講演会を設けながら生徒が学んでいるという状況であります。こういった

学習を通じて、まず自分自身が自分の体を大切にするといった気持ちをまず育むと同時に、

ＳＮＳへの対応が一番大きいんですけれども、生徒指導上の指導といいますかね、こういっ

たときにはこういうこと、こういうことはしてはいけないというようなことを生徒指導上

の問題として生徒を指導するとともに、小学校では、例えば社会科の中に通信産業の発達

というような分野がありますので、そういった中で触れたり、あるいは中学校の保健体育、

あるいは技術家庭では性情報の対処、あるいは一般的な情報モラル、こういった重要性を

扱うという内容で授業を行っております。この情報活動能力、これの育成とか、あるいは

情報モラルの必要性を学ぶということで自分自身が性被害に遭わない力を身につけるよう

に指導してまいりたいと思いますし、先ほど議員さんの御指摘にあったようにりんどう

ハートネットに直接相談される方は、多分その被害に遭った方の一部であろうというよう

なことも推測されますので、先生方がこういった仕組みをよく把握されていて、子どもた

ちの変化など敏感に感じとって、場合によってはそういったところにつなぐというような
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ことも今後必要かなというふうに考えております。 

健康福祉課長  では、健康福祉課からお答えいたします。健康福祉課では、現状といたしましては、御

家庭や大人のための性教育を主題とした取り組みは行っていないのが現状でございます。

ただ、妊娠から思春期をカバーいたします母子保健事業の中で自分を大事にして生きてい

く基盤づくりといたしまして愛着形成や親子のきずな、自己肯定感を育てるための講座や

支援、具体的には妊婦さんのプレママ講座での家族のきずなの講義や乳幼児のお母さん対

象のＮＰプログラムやＤＰプログラムといったものを実施しております。また、乳幼児健

診等ではスマートフォン等の上手なつき合い方について啓発をしておりますので、そちら

のほうは今後も継続してまいりたいと思います。御家庭での性教育については、なかなか

難しいものもあるということはありまして、どのように健康福祉課で行っております保健

事業の中に取り込んでいけばいいのかということにつきましては今後研究する課題とさ

せていただきたいというふうに思います。また、ワンストップの相談をできるところとし

て子育て支援包括支援センターを立ち上げておりますので、教育委員会や男女共同参画、

人権の部署とも一緒に、こちらについては考えていきたいというふうに思っております。 

中村議員  やはり学校教育の中では一律同じように子どもたちに教育をしていく、子どもには発達

段階がありまして、過激に感じてしまう子や、またはわかりにくい子とか、そういうレベ

ルもいろいろある中で、学校の中では限界あるのかなあというふうに感じております。今

町、健康福祉課のほうでは、そういう性教育ということに対する家庭への取り組みはして

いないということでありました。この国の未来を担ってもらう子どもたちを社会と地域と

学校、家庭等でしっかりと守っていかなければなりませんが、やはり、その根幹をなすの

が家庭であると思っています。これは世界の大教育者ペスタ・ロッチという方ですけれど

も、この方は「家庭は道徳上の学校である」と、そして私が最も尊敬する人生の師匠と仰

ぐ池田大作氏の言葉の中には「知識や技術を身につけるところはたくさんあっても、人間

としての正しい生き方を学ぶことができる場は少ない。家庭こそが人間を磨く第一の学び

舎である」。現在、現社会は家庭が団らんに費やす時間が昔に比べて平均して減少傾向に感

じます。今後さらに子どもたちを守るに当たり、家庭教育、家庭教育の責務、大切さがあ

ることをそれぞれが認識を深めてもらうという取り組みが大事に思います。町も風通しの

いい行政ということで妊娠時から 18歳までの子育て支援をしております。その子育て支援

の根幹――根幹といいますか、つながる部分には家庭があるわけであります。親御さんが

いるわけです。そういう連携があってこそ、初めて風通しのいい行政といいますか、子育

て支援の充実というものにつながっていくのかなあと思います。今後です。なぜ行政がか

かわるのかということですけれども、家庭では情報、いろいろネットで多いわけなんです

けれども、どの情報を果たして使ったらいいのかというのは各親御さんが迷うところであ

ります。しかし、町民にとりましては、行政が情報を、この情報いいよ、こういうのを手

本に子どもたちに教育したらいいよというものを提供していただくと、この多い情報の中

から親御さんたちも安心するわけなんです。そして自信もついてくるのかなあというふう

に思います。こういう考えの中から、ぜひ今後の性教育ということ、そういうところ、性

教育が、性被害が発端でみずから命を絶ったりとか、または悩んでしまって学校に行けな
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くなったりとか、そういうことにも走っている例も少なくありません。そういうことから

とうとい町の財産、宝の子どもたちを守るのに、行政もこういう性教育の、そういう推進

に向けて今後努力をしていくべきというふうに思っております。町長は、このような行政

が取り組んでいくということ、そういうことに対して町長はどのようにお考えになるか、

町長の御見解を伺います。 

町  長  今、一つの世の中が乱れてきた現象を一つの性教育という切り口から表現されたかとい

うふうに思っております。日本の伝統的な秩序というものがですね、これは家庭から当然

生まれてくるものなんですけれども、地域社会に、それが一つの社会の形成、それが工業

立国、いい品質のものをつくるという、そういう成果、これはやっぱり日本の伝統的な秩

序、家庭から、そういったすばらしい製品ができてきておると、このようにおもっとると

ころでございます。そこまでやはり影響を及ぼすと、このように考えております。そういっ

たことの秩序の乱れる一つの原因は、情報過多、情報が多過ぎるという部分の社会現象の

中からそういったことが起きているというふうに思います。これを行政が規制することは

まずできない。自分の意思でそういった情報にたどり着くわけなんですけれども、やはり、

それは自己防衛の中で、家庭が基本的に指導できるか、そういった子どもへの常にの教育

ということを身近な人がしているかということかと思います。行政の力でそれがどこまで

及ぶかということは、なかなか甚だ疑問ではありますけれども、注意喚起等を行わなけれ

ばならないと思っていますけれども、まずは親の姿勢、これもまた乱れておるわけでござ

いまして、今の社会のありようというものを常に考え直す機会が必要かなと思っとります。

こんな程度のことしか申し上げれなくて、期待に添えなくて申しわけないですけれども、

考えさせる機会を与えていただきましてありがとうございました。 

中村議員  終わります。 

 

議  長  以上で本日の日程は終了しました。これをもって散会とします。御苦労さまでした。 

 

 

散  会  午後４時０２分 
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本会議再開 

 

開  議  平成２９年１２月１２日 午前９時１０分 

 

議  長  おはようございます。これから本日の会議を開きます。議事日程についてはお手元に配

付のとおりです。なお、本日午前の一般質問について飯島町選挙管理委員会伊藤和夫委員

長に御出席をいただいております。伊藤委員長には、御多忙の中、御出席をいただきあり

がとうございます。よろしくお願いをいたします。 

 

議  長  日程第１ 一般質問を行います。一般質問は通告制で一問一答方式です。趣旨にのっと

り明確に質問するようお願いをいたします。それでは通告順に質問を許します。 

７番 竹沢秀幸議員。 

７番 

竹沢議員  それでは通告に基づき一般質問を行います。今回は３項目について質問いたしたいと思

います。まず第一に、田舎暮らしランキング日本一へのチャレンジの農地付格安住宅の推

進を平成 30年度から重点的に行ってほしいということであります。下平町長におかれまし

ては、２年前に町長選に当選をいたしまして、３つのチャレンジを公約にその職務に当た

りまして２年が経過し、折り返しのところでありまして、残すとこあと２年ということに

なるわけであります。町民の皆さんからは町長の具体的な実績というものが今欲しいんだ

と、そういう声もあるところでありまして、ここ、ぜひ奮闘していただけると思うわけで

あります。去る 12月の７日、議会招集の町長あいさつの中では今年度を振り返り幾つかの

取り組んだ事業についての報告があったところであります。そのうち田舎暮らしランキン

グ日本一の題につきましては３つ、トレーラーハウスの問題と飯島ＰＲ隊、それから米俵

マラソンについてのことについて取り上げておったとこであります。米俵マラソンにつき

ましては、ことしから我が実行委員会のほうへ 100万円補助をいただいたわけでありまし

て、評価しとるわけでありますけれども、事業主体は町ではなくて実行委員会だというふ

うに私は思っておりますので、改めてそのことは強調しておきたいなと思っております。

さて、そこで、下平町長、過去に田舎暮らしランキング日本一へのチャレンジとして、具

体的な方法として、町内建設業者にですね、格安住宅案を検討するようにということを投

げかけたというふうにおっしゃっておりましたので、その検討経過についてお答えをまず

いただきたいと思います。 

町  長  おはようございます。竹沢議員の一般質問にお答えいたします。農地付格安住宅につき

ましては、私の公約、田舎暮らしランキング日本一へのチャレンジに向けた施策の一つと

して検討を進めているところでございます。昨年の９月、商工会建設業部会の皆様に農地

付格安住宅構想について研究をお願いいたしましたけれども、具体的な御意見はいただい

ておりません。しかし、最近はＩターン、Ｕターンの方々からニーズの高い家族向け賃貸

住宅の空き家が少ない状況から住宅環境の整備が必要と感じております。今後は、建設業
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関係の皆様を初め不動産組合、金融機関、商工会などの関係機関の皆様と連携を持って、

格安住宅を含めた住宅環境の整備に努めていきたいと思っております。 

竹沢議員  ただいま答弁いただいて、その９月ですか、商工会の建設業部会のほうへ投げかけてお

るということで、具体的な部分はこれからということであるようであります。町内のある

不動産を扱う建設業者にもお伺いしたんですけど、現状どのくらいの費用でその住宅を立

てようとしとるのかというところについてでありますけれども、ざっくり建物が大体 35

坪で 2,000 万円くらい、それから土地代がですね、400 万～500 万円くらい、トータルで

2,500 万くらいかかるんだよというのが一般論のようであります。これは、建物について

は、現在、断熱材を使用するとか、それから耐震構造などが求められていますので、そう

いう価格になるのかなあと、加えて下水道の加入金が 68万 8,000、それから水道の料金 2

万そこそこっていうことで、そういう費用もかかるというのが現実でありまして、そうす

るとですね、大体年収 400万円くらいの方々がこのくらいのものを取得できるのかなあと

いうのが売る側から見たときの感覚だそうであります。現実は、町内業者においても 1,000

万円くらいの住宅というのも展示されておりまして、そういうのも現実にはあるようであ

りまして、いずれにしても、若い人たちが土地を取得し、そこにうちを、おうちを建てる

というと、それべしのお金がかかるわけでありまして、なお一層この格安住宅どうあるべ

きかということでして、検討いただくことを求めるわけであります。 

さて、そこで１－２でありますけれども、現在農業委員会のほうで検討しています農地

法第３条の許可、３条っちゅうのは農地を取得する場合の法律の規定であるんですけれど

も、これの許可の下限面積というのが定められておりまして、以前は、農地法ができたこ

ろは、本県また飯島町は 5,000平米、その後は規制緩和で 3,000平米ということになって

おるんですけども、現在、施行規則の第 17条の１項２項を活用いたしますと、もう少し下

げることができるということになるわけであります。このことによって下平町長が言う農

地付の住宅というのを建設が可能になるということであります。この課題は以前に私提案

したことがございまして、当時は構造改革特区でやったらどうかなあということを申し上

げて、確か副町長がそういうのも含めて検討しますよという答弁をいただいた記憶があり

ます。そこで、飯島町における農業委員会のほうでは、農地法第３条の許可の下限面積に

つきましては現行の30アールから10アール未満となることを含めてこの10月から検討に

入っております。これは、平成 21 年の農地法改正以降、下限面積は農地法の施行規則第

17条第１項第２項によりまして、市町村農業委員会が定めることが可能となったわけであ

ります。長野県下 77市町村の中では、29年６月現在におきまして 10アール未満の下限面

積を設定した市町村が 10市町村ございます。飯島町は、下平町長の３つのチャレンジの中

の田舎暮らしランキング日本一へのチャレンジ、農地付格安住宅を掲げておるわけであり

まして、定住促進が重点プロジェクトであり、現在検討しとると、こういう状況にあるわ

けであります。私自身も今飯島町で設定するとしたら下限面積 10アール未満がいいのでは

ないかなあというふうに思っとるところであります。そこで、現在、農業委員会の委員さ

んのほうでは面積がどのくらいがいいかっちゅうことでアンケート調査をしておる状況に

あるわけですけれども、下限面積が来年の３月には決まるのかなあというふうに期待をし
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ております。改めて法律的根拠と県下及び上伊那の状況及び飯島町の検討のこれからの方

向についてお尋ねいたします。 

産業振興課長  農地法第３条の許可の御質問をいただきました。農地法第３条の許可の下限面積という

ものは、農地を耕作目的で買うまたは借りるために必要な許可要件の一つとなっておりま

して、飯島町では許可後に経営する農地の合計面積、これが 30アール、3,000平米ですが、

以上にならないと許可はできないことと現在なっております。一方で移住者が移住後に少

し土いじりをしてみたいというような需要も増えてきておりまして、町長の田舎暮らしラ

ンキング日本一の施策の中でも農地付格安住宅を今後どのように具体化していくかとい

うことが検討が必要であります。農業委員会では、こういった状況のもと、移住者や在住

者の要望にお応えできるよう、また増加する耕作放棄地、これの解消も含めまして、一定

の要件を満たす者については経営面積が 30 アール以下の場合でも農地の取得ができるよ

う制度の緩和を現在検討しております。また、制度の変更につきましては、農業委員会の

総会で議決を行った上、公示することにより可能というふうになっております。30年、平

成 30 年度からの施行を目標にしまして現在農業委員会でメリット、デメリットの検討を

十分に行い、関係の皆様の意見を反映したものとなるよう進めているところでございます。

上伊那の状況につきましては、伊那市等、下限面積を 30 アール以下でやっているところ

もございます。ただ、一定の要件というのがほとんどの市町村でありまして、その要件に

合った場合、一つ例を言いますと、空き家住宅に近接しているというか、そういった農地

に関しては下限面積を 30 アールではなくて小規模な面積でもいいとか、そういった条件

を付しているところが多いので、そういった点も今農業委員会で検討を進めておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

竹沢議員  現状についての報告がありました。それの確認の意味で、来年３月の総会ころまでには

町として決定していただける方向であるかについて改めて確認いたします。 

産業振興課長  今年度中に検討結果をまとめまして４月からの施行を目標に今進めております。 

竹沢議員  スケジュール的には、そういうことで取り組んでいただけるということでありますが、

１－３ですけど、どんなところでもこの、認めるということになりますと若干の問題があ

りますと思いますので、条件をつけて下限面積を決めるべきではないかなあと思うわけで

ありまして、まずはですね、農振農用地区域内はふさわしくないのではないかなあという

ふうに思うわけでありまして、農振の白地地域に限定して、加えてかつ宅地続きの農地に

ついてすべきなのではないかなあというふうに考えるわけであります。上伊那の市町村の

中でも伊那市、箕輪町などでもそういう条件をつけておるところであります。これはなぜ

かというと、一つの理由は、農振地域でありますと優良農地の中にということになります

ので虫食い状態になってしまうということで、農地の多面的、面積的な利用に支障を来す

ことになるかと思います。宅地続きに限定して行えば荒廃地を募集するということにもな

りますし、移住系の皆さんが就農を希望した場合に農地を取得して宅地と一体で農地付住

宅ということで実現できるのかなあというふうに考えるわけでありまして、この考え方に

ついての見解を求めます。 

産業振興課長  現在農業委員会でも検討を行っている最中で、ちょっとまだこの場で公表できるという
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ことができませんので御了承いただきたいと思いますけども、例えば耕作の目的以外での

農地の取得など本来の目的以外の利用にされてしまうといったことはやっぱりちょっと

問題があるというふうに思います。また、集団的な農地利用に支障を来すような、そういっ

た場合も問題が生じてくる可能性がありますので、一定のルールを検討しておるところで

ございます。宅地続きという概念がどの範囲なものか、何メーター離れてるとか、そういっ

た概念も論点になりますけれども、この点も含めまして慎重に検討していきたいと思って

おります。皆様からも御意見がありましたらぜひお聞かせいただきたいと思いますが、先

ほど質問にございました農振地域でないところ、白地でどうかという話ですが、飯島町の

場合は小規模な農地もいろいろな補助事業の対象となるようにほとんどの農地が農業振

興地域に算入されております。したがいまして、白地に限定ということになると今検討し

ているものが十分効果が発揮できるかというところもちょっと問題が出てくるような気

もいたしますので、御質問にあったことも含めまして慎重に農業委員会において検討して

まいりたいと思っております。 

竹沢議員  答弁いただきましたように幾つかの課題があると思いますので、条件整備につきまして

は十分検討をしていただきたいというふうに思います。 

さて、そこで１－４ですが、町長にお尋ねしますけど、そういうわけで一つの規制緩和

ですね、方向性が出てきたということで、いよいよ本格的にこれに取り組んだらどうかな

あと思うわけでありまして、前段質問しました格安の住宅そのものの建築需要ですね、そ

ういうものを含めて移住系の人たちがどんどん増える受け皿としての政策をですね、でき

ればこの前半、３年の実施計画もできまして予算編成がこれから行われるというところで

もありますけれども、この事業について本格的に町長の重要施策として取り組んでいった

らどうかということを提言するわけですけれども、思いのたけを述べていただきたい。 

町  長  農地付格安住宅の実現につきましては、Ｉ・Ｕターン者の住宅環境整備も含めてスピー

ド感を持って進めてまいりたいと思っております。先日、伊南不動産組合の皆さんとの懇

談間の中でもこのことについて御意見を承りました。民間業者に土地の開発を促す施策や

造成費を抑えるための行政的な支援があれば民間業者による農地付格安住宅の提供も可能

とのことでございました。格安という意味は多種多様でございます。生活の多様化によっ

て幾らが安いかという部分についてはそれぞれ違いがありますし、農地というのもどのぐ

らいの大きさのことを農地というのか、家庭菜園程度なのか、あるいはもう少し広いとい

うことなのか、そういった部分でもさまざまな多様性がそこには含まれていると思います。

そういった方にの対応もきめ細かな対応が必要だと思っています。需要や値段設定、ター

ゲットやコンセプトを考えた上で、移住、定住の推進も含めた検討組織を早目に立ち上げ、

農地付格安住宅の提供に向け検討してまいりたいと思っております。２つのアルプスが見

える飯島町で家庭菜園を楽しみたいという移住希望者も多いと聞いております。また、10

年後にはリニア新幹線も開通しますので、Ｉ・Ｕターン者に加え週末移住や二地域居住と

いった新たな生活スタイルも増えていることが予想されます。農業委員会でも農地法の検

討が進んでおりますので、ぜひ飯島らしい農地付格安住宅の提供を実現させ、田舎暮らし

ランキング日本一を目指してまいりたいと思っております。先日、市町村会の席の講演会
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で大学の教授のお話によりますと、都会の若者の中に農業というものが職業として認めら

れ始められてきた、こういうお話をお聞きいたしました。田舎にいれば農業という何か厄

介なもので先行きが不安ということの風潮がございますけれども、今都会の若者の中で農

業というものに一つの憧れ、希望を抱く世代がいるということで、この流れは確実に広がっ

ているというお話でございました。こういう方々がおられる世の中においてですね、やは

りリニア新幹線が通るという、この伊那谷が注目される中で、そういった体制を築いて多

くの方を迎えられることができたらいいなと、このように感じておるところでございます。 

竹沢議員  御答弁いただきまして、現在都会の若者がですね、職業としての農業というものが認知

され始めてきてるんだよと、いわゆる、きのうからも議論になってるその田園回帰、そう

いうところでの方向に流れてきとるということで、この町長に、この３つのチャレンジの

中の一つの施策はですね、タイムリーな施策になるのかなあと思うわけでありまして、先

ほどもお話ありましたけれども、格安というのも多様性があるんだよということで、もち

ろん建物そのものもそうですし、土地そのものの価格も含めてあるかと思います。いろん

なニーズがあると思うので、これらを含めた検討組織を立ち上げていくというお話であり

ますので、ぜひ次年度の重要な施策としてですね、積極的に取り組んでいただきたいこと

を改めて強調申し上げておきます。 

今まで申し上げてきたのは農地を取得するという前提の話ですけれども、１－５で申し

上げておるのは新たな管理方式という方式を飯島町として創設をしてですね、信州の自家

野菜、そういうものをつくりたい人を手助けしてやる、そういう取り組みはできないかと

いうことで提案申し上げます。農地取得という前提になりますと資金面でお金もかかるわ

けですけど、農地を借りてですね、自家野菜をつくりたいという場合の移住者も結構いる

わけでありまして、こうした人たちに目を向ける方法としてどうかなあということで、現

実にですね、町内で２年ほど前から飯島町に移住した方で具体的に必要な地区の農地を借

りて野菜を栽培している方もいるのも私承知していますけど、これは正規に法律的に解釈

いたしますと、農地法の手続によらない、いわゆる闇耕作ということになりますので、法

律に抵触すると、こういうことに相なるわけです。そこで、町内の農地所有者で、高齢化

とか労働力不足とか、いろんな理由で自分で耕作できなかった農地をですね、人に貸した

いということで、現状でいいますと一般社団法人の各地区営農組合を通して農地中間管理

機構あるいは農協を通しまして４つの担い手法人のほうに農地が借り受けされているとい

う現状があるわけであります。そこで、この担い手法人が借り受けた農地のうちの一部分

ですけど、これを自家用野菜など栽培したい移住者のために管理委託ということでやる方

式を検討したらどうかということであります。具体的にどうしたらいいかっちゅうと、移

住者の人は、この４つある町内の担い手法人に地代を払う、管理者は何するかっちゅうと、

その農地を管理してですね、そこで野菜をつくるんです。地代は担い手法人に、そこでで

きた農産物は自分がもらうと、こういうことでありまして、この方式によりますと、農地

法なり農用地利用増進法には抵触しないと、こういうことになるかと思います。ざっくり

いう管理方式の市民農園的なものかなあという、こういう制度をつくったらどうかという

ことで、いろいろ農業の方式も、宮田方式とか飯島方式とか、いろいろ過去に、いろいろ
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農地の土地扱い、農地の貸し借り等々についての方式があったわけですけど、新たな方式

としてこの管理方式っちゅうのはどうかなあということで某農業委員にも相談しましたら、

そういう考えもいいんじゃないかっちゅう御意見もいただいたとこでありますけれども、

これについての見解を求めます。 

産業振興課長  御質問の中に市民農園ということがありましたので、若干前段で市民農園について御説

明させていただきたいと思います。市民農園につきましては地方公共団体が開設するイ

メージというのがございますけれども、現在の法制度では農業協同組合また農地所有者、

企業やＮＰＯ等も開設できることになっております。したがいまして、営農組合や担い手

法人みずからがＪＡの農地利用集積円滑化事業また農地中間管理事業から賃借しまして、

賃借している農地を使い制度上の所定の手続を踏めば市民農園を開設できるというふう

になっております。また、御質問いただきましたが、管理方式ということですが、現行の

法令の範囲の中で農地の作業受託などによりまして農地を持てない方を対象とした農業

体験、こういった感じでは可能ではないかなあというふうに考えておるところです。小さ

な面積で農作物をつくりたいといったニーズに応えられ、また営農組合や担い手法人に

とっても一助となる仕組みづくり、これは検討する必要があると思っております。 

竹沢議員  検討に値するようでありますので、ぜひ検討していただいて、前段の家つきの農地の手

法とですね、管理方式の２つによって移住系の人たちがいささか飯島町の農地を使って野

菜づくりができる、こんな仕組みをぜひ実現していただきたいと思います。 

それでは２つ目の質問であります。皆さん御案内のように 2020年から学習指導要領改定

によりまして英語教育というのがさらに進んだ形で行われることになりまして、これにつ

いて市町村、教育関係を中心にして受け入れ態勢を今から準備していかなければならない

と、こういうことであります。まず、ことしですけど、たまたま孫の授業参観の機会あり

まして、小学校６年生の英語活動か、英語活動の状況について見たんですけど、ＡＬＴの

方がゲーム感覚で児童に英語で英語をしゃべりながら教えるという方式で、これハトバと

いうようですけれども、こうした形で英語を教えております。私は中学で英語を初めて教

わったんですけど、当時はですね、先生は全部日本人で、日本語と英語のまざった授業で

覚えて、覚えさせていただいたという記憶があります。確かそのときの英語の先生がフォッ

クスというあだ名だということを覚えております。要するに教え方が全然違うわけですね。 

さて、そこで具体的な質問ですけれども、２－１、町の小中学校における現在の英語教

育あるいは英語活動についてはどの程度の時間を費やしてやっているのかについて、まず

現状についてお伺いいたします。 

教 育 長  新指導要領についてのお尋ねであります。小学校では現在、英語、外国語体験活動を行っ

ておりますが、これは平成 23年からであります。５・６年生が英語体験活動を通じて外国

語になれ親しむ活動を行っております。言語や文化についての体験的な理解、これを進め

ることによってコミュニケーション能力、特に外国の方とのコミュニケーション能力の素

地を養うということを目的にしておりまして、担任はもちろんですけれども、ＡＬＴ、そ

れから外国語教育指導助手の方がおりますので、この方は日本の方ですが、海外に長くお

住まいであった方でありますが、こういった方のサポートを受けながら、５・６年生では
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年 35単位時間、おおむね１週間に１時間程度の活動を行っています。中学校では、そうい

うことがありますので、それの上に立って聞くこと話すことへのなれも踏まえて、授業中

の会話、先生方の授業を見ていただくとわかりますが、ほとんど英語で中学校の授業を行っ

ていると、もちろんＡＬＴとも協力しまして英会話力の向上ということに力を入れながら

授業を行っております。 

竹沢議員  現状については平成 23年からで、５・６年生は英語活動っていうことで年間 35単位、

中学においては聞くこと話すことについて英語を使ってしゃべりながらやると、こういう

ことが現状のようであります。 

次２－２ですが、学習指導要領改訂の内容についてであります。国のほうでは、平成 28

年 12月に中央教育審議会の答申におきまして外国語教育、具体的には英語の改善、充実に

ついていたしたところであります。ことしの２月、新学習指導要領が公表されまして、３

月に告示されて、ことしの７月に移行期間並びに移行措置についての通知があったところ

であります。そこで、この内容ですけど、2020 年、平成 32 年からやるということになっ

ておりまして、小学校５・６年につきましては 32年からということで、現在の 35時間の

英語活動を英語の教科として 70時間、およそ週２時間によるということであります。それ

から小学校の３・４年生は今までなかったんですけど新たに英語活動として年間 35時間、

平成 32年度から行うと、中学校につきましては授業時間の変更はありませんが内容につい

て変更ということで平成 33年からということになっておりまして、移行措置につきまして

は小学校５・６年が平成 30年と 31年、２カ年かけて移行していくということで、先ほど

も申しましたように英語活動から英語科という科目で授業を行うと、こういうことになり

ます。小学校の３・４年生については現状の５・６年生を年齢を下げるということで 30

年 31年にやっていくということになっておるようであります。こうした内容でよろしいの

か、加えて長野県の教育委員会としての取り組みの状況、研修ですとか小学校の教職員、

先生方の英語免許取得の講座開催だとか、いろいろ計画があると思うんですけれども、学

習指導要領の内容について私が申し上げたことが誤りがないかということと長野県の教育

委員会の動向などについて御回答をいただきたいと思います。 

教 育 長  今議員の御指摘のとおりであります。平成 32 年度から新しい学習指導要領に移行しま

すが、現在５・６年生が行っています外国語活動が３・４年生に下りてくる形になります。

時間も 35単位時間ですのでおおむね週１回ということになります。それから５・６年生は、

これは教科としての英語となりまして、70単位時間ですのでおおむね週２日間、英語の授

業があるということになります。３・４年生の体験活動のほうでは、先ほど申し上げまし

たように聞くことや話すこと、これをやりとりしたり発表するというようなところに力が

入れられますが、５・６年生、教科化されますと、読むことや書くことも含めた授業とい

うことになります。３・４年生は、現在はそういう活動がないわけですけれども、新指導

要領が実施される 32年からは、そういうわけで英語の時間が１時間入ってくるということ

になります。中学校は内容の、そういったことがありますので若干内容の見直しがありま

すけれども、大幅な変化はないということであります。32年から完全実施ということです

ので、30 年度と 31 年度の２年間が移行期間とされておりますので、小学校はこの２年間
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で 32年度からの英語教育に対応できるように研究を進めていくところですが、現在飯島町

の小学校では移行期間も 32 年度の英語と同様な時間を確保できるということを移行期間

のうちにやる予定でおります。また、５・６年生で英語体験活動をした先生は３・４年生、

学年こそ違え経験はあるわけですけれども、５・６年生は、これは評価をつけるというこ

とになりますから、県の教育委員会が中核教員を養成し、それが各地で研修を行い、それ

を受けた市町村それぞれの学校の中核教員が学校に来てその研修を行うということや、あ

るいは先生方の教員の研究組織が独自に研修会を行ったりしておりますので、現在そう

いった研修を各小学校で積んでいるという状況であります。 

竹沢議員  御答弁をいただきました。 

２－３に入ります。飯島町はこの課題にどう取り組むかということであります。お話が

ありましたように５・６年は読むこと書くことを含めて教科になるわけでありまして、こ

れについては評価あるいは成績をどのようにつけるかという課題があるのかなあというふ

うに思うわけであります。それから、先ほどの答弁では 31、32で移行していくっちゅうよ

うなことかと思いましたけれども、県内の中ではですね、段階的な移行は問題があるだと

いう活動の中で、例えば大町市は来年から一気にやっちゃうということで、毎年コマ、コ

マ数の先取りによる実施ということを先般の 11 月議会で牛越市長も表明したところであ

りまして、上田市もこの方法でやるということになっております。飯島町の場合、小さい

団体ですので、財源確保の問題、教職員の受け入れ体制の問題とか、いろいろありまして

緩やかに２カ年間でやっていくのかなあと思いますけど、改めて移行の年度計画はどうい

うふうになさるか、それから、教育指導体制の中でＡＬＴの増員ですとか英語指導助手あ

るいは専科の教職員の確保など必要なのかなあと思うわけですけれども、ここら辺の教え

る側の体制づくり、ここらについてはどのように計画をしておるのかについてお尋ねいた

します。 

教 育 長  実施方法ですが、飯島の小学校、七久保小学校も飯島小学校も来年度から３・４年生で

35 単位時間の英語体験活動は行います。それから５・６年生も 70 単位時間の英語の今度

は教科としての英語を行います。ただ、教科としての英語を行うわけですけれど、まだ教

科書の採択が今後ですので、文科省がつくっていますテキストを使ってやることになりま

すが、移行ですけれど、形の上では 32年度からのものと遜色のないといいますか、ほぼ同

様な形で実施する予定でおります。この間、その飯島町はどう取り組んでいくかというこ

とでありますけれども、これは学校長とも話をする中で検討しているわけでありますが、

県で行う研修には各校の中心になる教員が参加して、それをそれぞれの学校に還元して全

体の教員の英語力の向上を図っていくということが第一であります。また、５・６年生は、

評価は担任がつけますので、担任がやはり力をつけないとうまく評価はできないであろう

と、ですから担任がやるべき、週に２回あるわけですけれど、全部ＡＬＴ任せと、全部指

導助手任せということは評価をするという上では好ましくないということを校長たちと話

をしているところであります。ですから、この間、ＡＬＴを特に増員するということでは

なく、英語指導助手についてはこまごましたサポートをしていただきますので、この方の

時間を増やして、５・６年生、そうは言っても担任の先生が力をつけて中心に英語活動が
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できると、それにＡＬＴ、指導助手がサポートするという形をもう少し密度を濃くしてやっ

ていくという、こんなふうに考えております。それで、あるいは他市町村の様子を見なが

ら、２年後、32年度実施に向けてどうしていくのがいいのかと、ほかの市町村の様子も情

報交換しながら考えていくというつもりであります。 

竹沢議員  答弁いただいて、具体的には英語指導助手の増員、また近隣市町村の取り組み状況など

を踏まえて取り組んでいくということでありますので、ぜひ 2020年、平成 32年、完全移

行ができますように万全の体制をとっていただきたいことを求めまして、２－４、ちょっ

とこれは話題が変わりますけど、保育園における英語教育も今から準備、想定したらどう

かということを提案いたします。日本ではですね、一歩学校を出れば日本語で暮らせる国

でありまして、それはそれでいいわけですけど、これに安住しとった場合、将来的にこの

グローバル化がどんどん進んでくということになりますと取り残されちゃうのかなあとい

う心配があるわけであります。一方で保育園では英語なんか必要ないんだと、日本語を学

ぶべきだという意見もあるのも承知しとるわけですけれども、例えば私の孫でさえ、現在

年長ですけど、パソコンやスマホも操作できる、こういう世の中、時代であります。例え

ば保育園で遊具ですとか絵本ですとか紙芝居などを使ってですね、例えば動物の名前を覚

えるとかっちゅうようなこともできる方法としてやってみたらどうかなあと思うわけであ

ります。こうした課題も、多分ですね、あと 10年もすれば常識になってくる、そんな時代

が来るのかなあと思うわけでありまして、町としてそういうのも取り組んでいったらどう

かなあということを提案いたしますが、教育長の見解を求めます。 

教 育 長  保育園における英語教育ということですが、保育園ですので教育という表現が適切かど

うかっていうことはさまざまな議論があるところであります。おっしゃるとおりに保育園

くらいの年齢では母国語のほうをしっかり身につけたほうがいいのではないかというよう

な御意見も当然あります。一方では、こういう外国語になれるのはできるだけ早い時期が

いいんではないかという、そういった御意見もあることも承知しております。それぞれよ

いところ悪いところがあるのではないかというふうに考えております。ただ、現代の社会

の中では、テレビをつければ英語はどんどん氾濫していきますし、簡単な英単語などにつ

いては世の中に氾濫しているという、こういう状況があります。保育園児もテレビを見れ

ば、そういった英語に触れるということは当然あろうかと思います。こういったようなこ

とを考えますと、教育するというよりは、保育園の活動の中で今議員おっしゃるように英

語の歌になじんだり体操するときのかけ声がワン、ツー、ワン、ツーっていうようなこと

であったり、ときにはお母さん方を交えて英語の紙芝居を見る中でその子どもたちにもわ

かる程度のその英語に触れると、こういったことを通じるのがいいんではないかと、これ

は園長さんたちにも御意見をお伺いしたんですけれど、改まってやるというよりは、そう

いった何かのときに子どもが親しむ形がいいのではないかというので、これ、外部の方の

力も借りながら、そういったこともできればいいなというふうに今考えているところであ

ります。 

竹沢議員  御答弁いただきました。ぜひ英語に触れる機会をですね、保育園の中でもとっていただ

きますように求めまして、最後の質問に入ってまいります。 
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最後の質問でありますけれども、10代有権者投票率向上への取り組みということであり

ます。選挙管理委員長さんにおかれましては、御多忙のところ、私が些細な質問を申し上

げ通告したためにおいでいただくことになりまして、大変恐縮しております。よろしく御

答弁をお願いします。通告申し上げたとおり、さきの衆議院選挙、それから昨年の参議院

選挙などにおきまして飯島町における過去の選挙における 10 代の投票率はいかがであっ

たかについてお尋ねします。 

選挙管理委員長  居ながらにして大変失礼でございますが回答をさせていただきます。常日ごろは選挙業

務につきまして関係する皆様方には何かと御協力いただいとりますことをこの席をお借り

してお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。ただいま竹沢議員のほうか

ら御質問をいただきました過去の 10 代の投票率はどうであったかという御質問でござい

ますけれども、平成 27 年６月、公選法の改正によりまして選挙年齢が 20 歳以上から 18

歳以上に引き下げられたわけでございます。改正後、初めて対象となりました選挙は昨年

７月 10 日の参議院議員の通常選挙でございましたが、当町の 10 代の投票率は 48.85％で

ございました。県の平均投票率は 45.32％ということで県の平均を 3.54％上回る実績でご

ざいます。また、ことし 10月に執行されました衆議院総選挙では、当町の 10代の投票率

は 47.13％でございました。現在県のほうでもその集計をしておるさなかでございますけ

れども、まだ公表されておりません。私の手元にある資料で郡下の 10代の投票率を計算し

てみますと 44.65％、いわゆる飯島町のほうが 2.48％郡下を上回った投票率で終始をしと

ると、こんなふうに思っておりまして、国、県で公表している平均投票率をかなり上回っ

て終了しておるのが実態でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

竹沢議員  御答弁をいただきまして、飯島町の投票率については理解いたしました。 

次に、伊那市の選挙管理委員会ですが、さきの衆議院選挙の中では 18 歳～20 歳の有権

者にオリジナルデザインのはがきを送付し啓発をしております。また、伊那市と伊那北の

駅前で通学・通勤時間帯に啓発活動を実施しております。加えて、18歳未満の高校生に選

挙事務を担っていただき、次の選挙に投票に行ったときは投票したいと思っていただく、

こういう狙いで行っております。駒ヶ根市さんも今回の選挙では 18歳からの有権者にはが

きを送付いたしております。こんなような形の中でやっとりますけど、他の市町村のこう

いう取り組みについて選挙管理委員長さんはどうお思いになるかお伺いします。 

選挙管理委員長  ただいまの他市町村の選管の取り組みと取り組みをどういうふうに受けとめているか御

質問でございます。10代有権者の投票率向上の取り組みとして、近隣の市町村では選挙管

理委員会で 18 歳～20 歳の該当者への啓発はがきの送付、所管する高校への出前講座、模

擬選挙の実施、高校生に期日前投票所等の選挙事務を委嘱して、さらに 10代有権者に選挙

の立会人を募集する等の取り組みがなされているようでございます。当町におきましても

選挙年齢の引き下げ後、初の選挙となる昨年の参議院選挙時におきましては、18 歳～20

歳の該当者へ啓発チラシの送付、手元にその資料がありますけれども(資料掲示)この青の

資料は県選管の作成した資料でございますが、それに当町独自のこのＤＭをつくりまして、

該当者には啓発チラシの送付を行った経過もございます。駒ヶ根市選管では赤穂高校への

出前講座がございましたので、私どももいわゆる実施研修をさせていただいた経過がござ
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います。生徒の皆さんも今回の模擬選挙、模擬投票を実際に経験した中で、国や社会の問

題を自分の問題として捉え、みずから考えてみずから判断して行動をしていく主権者とし

ての自覚というものを多少なりとも習得できたのではないのかなと、かように思っており

ます。飯島町選挙管理委員会といたしましても、教育委員会とも連携をとる中で学校やＰ

ＴＡにも働きかけ、要旨の理解を得て若年層の投票率向上に対して意識の高揚を促すとと

もに、継続的な啓発活動に真剣に取り組むよう努力してまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

竹沢議員  御答弁いただきました。３－３もお尋ねしようと思いましたが、ただいまの答弁の中で

町独自の選管として独自のチラシを過去の選挙で配布したり、また今後においては学校、

ＰＴＡとも連携しながらさらに啓発活動に取り組んでいくという御決意をいただきまして

おりますので３－３は割愛させていただきたいなあと思っています。再来年にはですね、

参議院選挙が行われるわけでありまして、この選挙も私どもは極めて重要な選挙かなあと

いうふうに思っとるわけであります。飯島町の 10代の有権者はもとより、多くの有権者の

皆さんが、町政、県政、そして国政にですね、関心を持っていただき清き１票を投じてい

ただくことを願うとともに、御答弁いただきました伊藤選挙管理委員長に深甚なる敬意を

表しまして、質問を終わりたいと思います。 

議  長  ここで暫時休憩……。 

選挙管理委員長  時間が迫っていて大変恐縮でございますけれども、ちょっと最後に一言まとめみたいな

ごあいさつをしたいと思っておりますが、投票率向上に向けての取り組み方についてもう

一度申し上げたいと思いますけれども、選挙管理委員会といたしましても、もろもろの政

策を講ずる中で、選挙人の一人一人がですね、選挙、投票というものに対してどのように

考えているか、その取り組み姿勢と意識がなければどうにもならないと、かように思って

おります。その行動というものは当人しかわからないわけでございます。我々は、このよ

うな中で、有線放送、ケーブルテレビによる告示日から投票日までの啓発、不在者投票、

期日前投票制度の有効的利用等々、投票率向上のために今後も積極的に取り組んでまいる

方針でおりますので、どうか関係する皆様の御協力をお願いをして、時間をオーバーいた

しましたけれども、御協力をいただくことをお願いいたしまして、私の答弁とさせていた

だきます。本日はありがとうございました。 

 

議  長  ここで暫時休憩とします。そのままお待ちください。 

 

休  憩  午前１０時０２分 

再  開  午前１０時０４分 

 

議  長  会議を再開します。 

６番 浜田稔議員。 

６番 

浜田議員  では通告順に質問を行います。最初の質問は、１番、平成 28年度は単年度収支が赤字だっ
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たが、今後の見通しを問うという内容でございます。１－１「町の広報誌（いいじま未来

飛行）では「実質収支は黒字」との見出しになっている。町民へのミスリードにならない

か。」という、こういう内容であります。飯島広報誌の揚げ足をとるつもりはないんですけ

れども、その理由については順次御説明していきたいと思います。まず、平成 28年度、さ

きの９月の決算議会で承認された決算でありますけれども、単年度収支、それから実質単

年度収支とも赤字に終わりました。これを町がどのように町民に伝えているかということ

に興味を持ちましてですね、いいじま未来飛行を読んでちょっと驚きました。見出しがで

すね「実質的収支は 2億 8,000万円の黒字」という見出しだったわけです。収支について

言葉が幾つも出てくるんで恐縮なんですけれども、私の理解では実質的収支は黒字で当た

り前ではないかというふうに思ってるわけです。私も財政は余り詳しくなくてですね、た

だ、議員としては知っておかなければいかないということで、これから申し上げることに

対して、もし間違いや勉強不足があればですね、答弁の中で遠慮なく御指摘いただきたい

と思いますけども、自分の理解した範囲で質問を続けてまいりたいと思います。まず実質

的収支というのは歳入から歳出を引いて、さらに翌年度の繰越分を引いた分だというふう

に理解してます。もしこれが赤字になるようだと重大問題だというふうに私としては認識

してます。つまり、翌年度の予算の先食いをやってしまうことになるわけですから大変な

ことだと、そういう意味で言えば、実質的収支黒字というのはですね、町の財政運営から

いって当然のことじゃないだろうかと、これを一体何で広報の見出しに掲げたんだという

のが一番基本的な疑問です。実際、念のために 2000 年からですね、この決算の行われた

2016 年までの 17 年間の収支を調べてみました。この期間を選んだ理由はですね、この間

に大きな事件が幾つか含まれていて、町の財政収支もその影響を受けてるだろうっていう

ことも含めて興味があったということであります。具体的にはですね、三位一体の改革、

小泉政権の、これで町の財政はかなり痛めつけられました。それから、回復間もなくリー

マンショックが襲いました。それから東日本大震災もありました。アベノミクスに伴う増

税も行われた。この事件の中をかいくぐって飯島の財政ってのは運営されてきたわけです

けれども、この間どうだったのかということもあわせて見てみたかったということです。

お手元に資料のある方はグラフがごらんいただけると思いますけれども、３本線がありま

すけれども、青いグラフですね、一番上の、これが町の広報に取り上げた実質的収支とい

うことになります。当然のことながらゼロに比べるとはるかに高い水準を持ってます。物

の本によれば、この数字というのは大体財政規模の３％～５％が適当だろうと、町の財政

規模、大体 30数億円ですのでですね、３％で 1億円、５％で 1.6億円ぐらいになるかな、

1.5 億円ぐらいですか、現実に見てみるとですね、おおむねその範囲を動いていて、当然

のことながら赤字になったことは一度もないということであります。これを見出しに掲げ

るというのはですね、はっきり言って町民の皆様に町の財政の姿を正しく伝えない表現に

なるんではないかっていうことを大変心配しておりまして、まず、この表現は改めるべき

ではないだろうかというふうに私は考えるわけです。ほんとにゴマじゃない、重箱の隅を

つつくような質問で恐縮なんですけれども、まずこのあたりについて町長の見解をお尋ね

したいと思います。 
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町  長  続きまして浜田議員の質問にお答えいたします。平成 29年 10月 20日発行の飯島、広報

いいじま未来飛行10月号におきまして平成28年度決算報告を掲載いたしました。その際、

一般会計の決算規模は前年度比 0.9％増額のおよそ 51億円、実質的収支は 2億 8,000万円

円の黒字とお知らせしたところでございます。ここでいう実質的収支は歳入歳出差引額か

ら翌年度へ繰り越すべき財源を引いた金額を示しますが、毎年同じ基準で掲載しておりま

す。したがいまして、実質収支は黒字ということになって、議員の言うミスリードという

ものを意識的に行ったものではないと、慣例に従ってそういった表現をしておったところ

でございます。なお、細部につきましては担当課長より詳しく説明申し上げますので、よ

ろしくどうぞお願いいたします。 

企画政策課長  それでは、私のほうで少し細部について御説明をさせていただきたいと思います。御質

問のありました実質収支ですが、地方公共団体の財政運営上の良否、いわゆるよしあしを

判断する重要なポイントでございます。一般的に黒字、赤字、黒字団体、赤字団体という

のは、この実質収支のことをいうところでございます。したがいまして、町民の皆様にわ

かりやすくお伝えするため、この実質収支を用いてお知らせをしております。また、近隣

市町村の広報も確認をしてきたんですけれど、同様な扱いで、一般的な扱いをしておりま

した。しかし、平成 28 年度の決算について申せば、議員の御指摘どおり単年度収支と実

質単年度収支は赤字でございました。このことについては、町議会、９月の議会また有線

テレビでの決算報告ではこの単年度収支と実質単年度収支について説明をさせていただ

きましたが、広報誌では紙面構成上等の理由でその内容を掲載することができませんでし

た。しかし、限られた紙面ではございますが、今年度、29年度決算の折には、一部改善も

含め、よりわかりやすく、また的確な決算報告のあり方を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

浜田議員  実は、このグラフつくるに当たってですね、広報もずっと過去までさかのぼって調べま

した。町長の御答弁でございますが、伝統的に実質的収支だけを掲げているのは直近の３

年間だけです。４年前はですね、実は３指標を掲げてたんですね。ですので、どこかで手

抜きが行われたんじゃないかっていうのが私の認識です。御確認いただければというふう

に思います。広報の揚げ足取りのつもりでこの問題を取り上げたわけではありません。取

り上げた理由は３つございます。１つはですね、地方自治法 200何十条かにですね、町長

は住民に町の財政状況を公表しなければならないという条項がございます。ですので、町

がどれだけ町民に理解できる形で町の財政の発表しているかということが問われてるわけ

で、その一部としてですね、実質的収支だけを掲げるのはほんとに町人に対して正しい情

報を伝えていることになるのかということを感じたのが第１点です。特に黒字というのは

ですね、自治体行政と民間企業では全然考え方が違うと思います。自治体というのは税金

の再配分ですから、本来は収支均衡であるべき、つまり、いただいた税金はいろいろな形

で町民に還元すべき、これがもし黒字が続くとですね、言ってみればため込みをやってい

る、あるいは本来取ってはいけない税金を取っているということにならざるを得ないと思

うんですね。ですので、町民が黒字はいいことだというふうに誤解するような表現もあわ

せて慎むべきではないかというふうに思った次第であります。それから、それが２つ目の
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理由です。３つ目はですね、議会は、確か宮下寿 元議員だったと思いますけど、議会報の

表現の中で、かなりどの収支を重視するかというページを１ページ割いた時期がございま

してですね、そのときに実質収支を前面に出すような紙面構成をしてました。それ以後、

伝統的にですね、議会側としては実質単年度収支を中心にするような表現をずっと続けて

きてます。議会と行政が財政について会話をするに当たって、お互いに違う物差しで議論

するのはいかがなものかということもありましてですね、このあたりを一回きちんと議論

しておきたいというのが今回の、揚げ足取りではなくて、この問題を取り上げた理由です。

じゃあ、それぞれのどの指標がいいのかということについてですね、もう少し追加の御説

明をしたいと思いますけれども、さっきお話した実質収支、これはほんとに歳入から歳出

を引いて、当然翌年度に繰り越しになってしまった分も引いて、本当に真水がどれだけ残っ

てるかというのが、この青い線ですよね。これが赤字になるっていうことは先食いだし、

多分財政運営上の事件になってしまうと思うんです。そんなことやれば次年度の決算の先

食いを議会に断わりもなくやってしまうわけですから、普通はやらない。過去 17年間、そ

んなことは飯島町も一遍もやってこなかった。ですので、この実質的収支だけを幾ら見て

いてもですね、これが黒字だからといって町の財政が安定だということを意味しないだろ

うというふうに思ってます。次に、あ、ごめんなさい。ほんとに素人考えなんで間違って

たら訂正いただきたいんですけれども、次に使われているのが単年度収支ですね。これは

実質収支に基づいて、言ってみれば帳尻合わせといいますか、財調に積んでみたり、それ

から繰り延べ、償還を速めてみたりですね、いろんなことやりながら最終的な決算を打つ

ということで、これは年度ごとに赤字になったり黒字だったりするもんだろうなというふ

うに思ってます。これ、収支均衡から言ってもそういう性格持って当たり前だろうなとい

うふうに思ってます。実質単年度収支というのは、それにさらに加えてですね、例えば財

調に積めばそれは財産だからプラスにすると、取り崩せばマイナスにする、こんなやり方

でですね、言ってみれば、その町財政の体質的な部分全体をあらわす数字じゃないかとい

うふうに私は見てるわけです。このグラフ、実はごらんいただくと、その性格が非常にはっ

きり出てるように思います。つまり、もう一度繰り返しますと、実質的収支はずっと黒字

のまま、それも大体国のガイドラインによる３％～５％ぐらいの黒字なまま、それに対し

て単年度収支はプラスになったりマイナスになったり、大体 15年間でですね、８回マイナ

ス、７回プラスだったんです。ですから、まあバランスよく年度年度でやってるなあとい

う感じです。一方、ごまかせないのは実質単年度収支ですね。この赤い線ですけれども、

2008年には赤字に大転落してます。これは言うまでもなくリーマンショックの影響でです

ね、町内企業からの多分税収が減ったり、いろいろなことがあってこうなったんだろうと

思います。その前にもかなりきわどい時期があってですね、これ、小泉政権の三位一体の

改革でかなり苦しい財政運営を強いられたときだろうというふうに思ってます。今年度は

ですね、実は赤字になった２回目なんですよ。2000 年以降、飯島町が実質単年度収支が。

ですので、なぜこの問題を取り上げなかったということが私は非常に気になったわけです。

実質収支、あ、単年度収支も実質単年度収支も赤字になったのに、町の広報はなぜ当然黒

字であるべき実質的収支だけを取り上げたのか、これが大変気になったというのが今回の
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質問の１つ目です。地方分権で先頭走っている北海道のニセコではですね、ネガティブ情

報も情報誌に乗せるっていうことを町の考え方にしてるということでありますので、こう

いうことが起こればですね、それはそれべしに適切に町民に説明も含めて発表するべきで

はないかというふうに思うわけです。こういう考え方について、もし間違っているとかで

すね、あるいは町長は別の考え方をお持ちであるということであれば御意見をお伺いした

いと思いますけども、いかがでしょうか。 

企画政策課長  ただいま議員より指摘をいただいたところですが、財政面について住民の皆さんにでき

るだけわかりやすいように努めておりますが、今議員のおっしゃった、その収支という言

葉もなかなかわかりづらいところがございまして、財政的に申しますと形式収支、実質的

収支、単年度収支、実質単年度収支等がございまして、それぞれが黒であったり赤であっ

たりいたします。こういった中で、どれが一番わかりやすいのかという視点もございま

しょうし、財政的分析の中でどれを使うことが適切なのかということもあろうかと思いま

す。町としましては、町民からいただきました税金を歳入歳出でどのような形で、規模で

使って、どのような事業をどういうふうにやったんだと、また、その借金の返済状況、ま

た財政指標を含めまして限られた紙面の中で示しておるところでございます。また一方、

議会の皆様におかれましては、決算認定等ございます。その中でさまざまなチェック、点

検等の中で財政指標のまたあり方も違ってくるかと思います。ただし、いずれにしまして

も、指摘いただいた点を含めて、次年度以降、改善に努めてまいりたいと思います。 

町  長  ただいま我が飯島町の財政をつかさどる担当課長のほうから今意見が述べられました。

そのとおりだと思います。町民の皆様、きょうお話している内容がやはり難しいんだろう

なというふうに思います。実質的収支、実質単年度収支、単年度収支っていう、今、きょ

うはこのグラフ３つ出ておりますけれども、それについて、やっぱし詳しく説明し、飯島

町の財政状況というものを明らかにして、わかりやすくするということは、まず大事だと

思います。ただ、近隣市町村が同じような方向性をもって発表しているもんですから、近

隣市町村と比べたときに違うまた物差しで発表しているということも、また誤解を生じか

ねないという部分、これまた困った部分が生じるかなあというふうに思いますけども、ま

あ、そういった部分は、そういったところで発表する部分、また飯島町が発表する分、よ

くハンドリングしながらですね、やる必要があるのかなあと思いますし、近隣市町村へも

一つの方向性というものをまた提言していくことも必要なのかなと、このように思ってお

るところでございます。 

浜田議員  議会と行政がディスカッションする上でですね、なるべくわかりやすい指標で進めるよ

うにですね、お互いに協議を進めていきたいと思いますし、近隣市町村は横並びという考

え方は、多分町長のお考えに合わないような気もするのでですね、余りそこにこだわる必

要はないんじゃないかなと私は期待しておりますけれども、でも、今、実際、一番実質単

年度収支が物の変化をあらわしてるんではないかというふうに私は思っておりますので、

ぜひ、それもあわせて御検討いただきたいと思います。 

１－２ですけれども、「今年度決算の見通しはどうか。」という質問がその次であります。

まだ 12月ですんでね、６月から決算作業に入る今年度収支をこの 12月議会で聞くのはで
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すね、１年目の議員じゃあるまいしと、思わず笑われてしまいそうな質問であります。そ

れは今からコメントできないという話で終わってしまいそうな質問なんですけれども、そ

うでなくて、この質問をあえてここでぶつけた趣旨について簡単に述べたいと思っており

ます。さきの１－１でお話したように、単年度収支と実質単年度収支がともに赤字になっ

たっていうことはですね、実は過去 17年間１回しかないんですよ。リーマンショックのと

きだけなんです。それが昨年度どちらも赤字になったということではですね、めったにあ

ることではないというふうに思ってるわけです。その変化もですね、ちょっと私グラフに

まとめたんですが、かなりおかしい変化だというふうに思っております。お手元に資料の

ある方はごらんいただければと思いますけれども、ずっと実質的収支はほとんど横ばいで

す。これはそのようにコントロールされているので当然だと思います。それから、単年度

収支はゼロを起点として上がったり下がったり、当然そのように調整されてる収支ですか

ら、そうなってます。ところがですね、一昨年、平成 27年、これは高坂前町長の最後の年

度になるんですかね。非常にですね、すべての指標が突出しました。それまでの 15年間に

はあり得なかった金額です。単年度収支は普通変化しても 5、6,000万ぐらいまでの上下で

変動するものなんですが、昨年度一挙に 1億 6,00万ぐらいですか、急増したと、その後、

昨年度は 2億円急落したということでですね、この変化は過去 17年間に１回もなかった変

化なんですよね。これ自身が重大なことなのかどうかは、ちょっと私には見極めがつきま

せん。ただ、少なくとも財政運営が、これまでの 15年間の伝統に沿ってですね、円滑に行

われてきてなんではないという、何かが起こったということをこれは示しているような気

がしてならないわけです。そういう意味で、これに構造的な問題があるんであればですね、

これは議会も知っておく必要があるし、そうではなくて何か財政上の事務処理の結果なの

であればですね、それはそれで我々も理解しておく義務があるだろうと、そういうふうに

考えてこの２番目の質問を立てたわけです。ですので、来年度の決算が、この時点でです

ね、わかるか、わからないかということは、ちょっと私のほうからは想像はつきませんけ

れども、けれども、少なくともこの突如の 2億円近い２つの収支指標の変化、それから一

番単純な実質的収支もですね、非常に吐出していると、これは一体何なのかということに

ついて、質問の中に入れてないんでですね、聞きたいということで、今後の決算は安定す

る方向なのかどうかという単純な質問にさせていただきたいと思いますが、通告の範囲は

ここまでなのでですね、御説明いただける範囲のことをお聞きして、１－２の質問にいた

したいと思います。これについての御説明、可能なものについて御説明いただければと思

います。 

企画政策課長  ただいまの御質問、通告の範囲か、範囲外か、わかりかねるところもございますけれど、

答えられるところでお答えをしてまいりたいと思います。パネルで今お示しいただいてお

りましたけれど、まず、平成 20 年度実質単年度収支が大幅に赤字になっているところは

御指摘のとおりでございます。世界不況を受け税収が下がり財政調整基金を取り崩したと、

そういったところで 1億 6,000万ほどの赤字というふうになっております。その後、実質

単年度収支、大きく高い数字で行っておりますが、これは、財政調整基金を取り崩した、

その部分を積み立てを行った、特に一つ目標であった 10 億円を目指して積み立てた結果
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が、その高い数値となっております。続いて、その平成 27 年度の実質収支の高い、おお

よそ 3億ほどになっておりますけれど、27年度は、道の駅田切、これが 3億 5,000万ほど、

また文化館の大規模改修 1億 6,000万ほど、また、そのほか、その年はちょっと不用額が

１億超ございました。そんなような状況と、それと、財政分析する中では平成 26 年度か

らの専決補正の見直しというのも要因ではないかというふうに考えております。今、先ほ

どパネルでお示しいただきましたけれど、その実質的収支、これは以前までですと、その

青線ですかね、これが 1 億からおよそ 1 億 5,000 の中に推移しておりました。その当時、

余剰財源、いわゆる繰越金の状況を見て基金へおおよそ 1億～1億 6,000万ほど積み立て

を行っておりました。しかし、専決の見直し等により、その後年度においては繰越額が増

加する傾向となり、結果として 27 年度においても実質収支が大きくなったということも

考えられるところでございます。続きまして単年度収支、実質単年度収支の急落の関係で

ございますけれど、この実質収支が大きく伸びた、その前後をまた御確認いただきたいと

思いますけれど、その特に前年度との大きな差によって単年度収支、また実質単年度収支

が影響を受け、いわゆる急落が一旦ここで起きております。しかし、今後についてですが、

また、その 29 年度が、28 年度、その実質収支上回れば、この実質収支や単年度実質収支

も逆に上向きプラスに転じる可能性はあるところでございます。さきに通告いただきまし

た本題のところにつきましては、議員推測のとおり現在予算執行中でございますので確定

的なことは申せませんが、黒字できた部分もありますし、歳入につきまして、まだまだ交

付金等、また税もそうですが、未確定要素があるために、今現在、現段階では確定的なこ

とは申せない状況でございます。 

浜田議員  その先は通告してなかったので、またの機会に質問を譲りたいと思います。 

それでは次の質問に移ります。次の質問、２、策定中の観光基本計画は来年度予算や実

施計画３カ年にどう反映される見込みかということでですね、これは９月議会の一般質問

の続きであります。９月議会で観光基本計画及びアウトドアの件について質問したわけで

すけども、当時はまだ基本計画もですね、それ以外の計画類も公表されていなかったとい

うことで、その続きを今回お尋ねするということになります。 

２－１、９月議会の一般質問で実施計画に盛られたアウトドアフィールド事業、それが

30 年度 31 年度に各 1.2億円という実施計画の中では突出した金額が盛られていたという

ことでですね、これについて質問いたしました。連続する質問なんで、念のために前回の

町長答弁を簡単にまとめてみましたけれども、この実施計画３カ年計画に盛られた予算と

いうのは地方創生拠点整備交付金への準備だと、要するにそういう玉を準備しておかない

と交付が受けられないから、それから、その中身については観光基本計画の中で具現化す

るつもりであると、この当時には、これはまだ公表されていなかったわけであります。か

ら計画にはアウトドアの専門家から示された候補地を載せるのだと、広く意見集めてその

中から適地と事業を選択していくと、そこで事業費や収益性が明らかになる、担い手も民

間を含めさまざまな可能性を考える、10年後のリニア開通をめどに長期的に取り組むとい

うことでですね、もう少し短縮しますと、アウトドアの専門家から提出された事業費や収

益性も含めた策を観光基本計画の中に載せて、全体としては 10年のスパンでもって物を考
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えていくというのがこの当時の答弁だったというふうに認識しとります。その後、住民説

明会が各地で開催されたわけですけれども、まず最初に、その後開催された住民説明会で

の町民の皆さんの反応をどのように受けとめておられるのか、それは、町長の思いとです

ね、町民の反応っていうのは非常に息が合った行け行けという話だったのかというあたり

のことも含めてですね、まず町長の感触をお伺いしたいっていうふうに思います。 

町  長  観光基本計画とアウトドアの調査結果につきましては、11月 12日～12月４日の間に各

地区の地域づくり委員会の皆さんを中心にして説明を申し上げ、御意見をお聞きしたとこ

ろでございます。この説明会の中でいただいた御意見としましては、観光基本計画の中で

は千人塚公園に関して現在建設中の管理施設や城ヶ池についての活用方法や公園内の桜な

ど景観整備を求める御意見をいただきました。また、町全体の観光振興として町民が使い

やすい小さな公園の整備や道の駅を中心とした観光振興を進めたらどうかなどの御意見を

いただいております。アウトドア調査結果の報告に対しましては、アウトドアスポーツに

対する需要や不足している宿泊施設をどのように整備していくかなどの質問のほか、千人

塚公園までの道路インフラ整備などの御意見をいただきました。また、若者層に限定され

ないような施設づくりや犬の散歩コース、ドラックランなどの整備に対しての提案もいた

だいております。いただいた意見を総合的に判断しますと、積極的に取り組むべきと受け

とめております。なお、今後の進め方ですけれども、観光基本計画につきましては 18日の

議会全員協議会で御説明申し上げ、アウトドア事業につきましてはパブリックコメントの

実施、各地区でのワークショップを予定しております。このように、アウトドアあるいは

観光基本計画等についての後ろ向きな御意見は承らなかったということでございます。ド

ラックラン、すいません。 

浜田議員  ドックランがいいなあ。 

町  長  ドラックランと申し上げましたけども…… 

浜田議員  ドラックランはまずい。 

町  長  ドッグランでございますので、誤解のないようにお願いいたします。 

浜田議員  ドラックはよしたほうがいいと思いますけれども。 

あれですね、全体として否定的な意見はなかったけれども、その一方で割合に裾野の広

い要求があったというふうに今のお話受けとめました。要するに町民の生活に直結した。

それでですね。私が９月の議会で心配していたのは、余り全体の方向が固まっていない中

で 30年 31年に 1.2億円の事業をやるのかと、これは少し拙速ではないかという気持ちも

あったので、今回その質問にしたわけですけれども、今の話を受けて次の質問に移ります。 

２－２、来年度も地方創生拠点整備交付金を実施するのであれば既に具体的な事業検討

を始めるべきだと考えるという質問を今回通告しておきました。ところがですね、この質

問通告した後に、議会初日に実施計画最終盤が配付いただきました。ちょっと余談になり

ますけれども、これ、１年前の 12月議会で私が一般質問でですね、実施計画を議会の最終

日に配付されても検討の時間がないじゃないかということで、議会の初日に何とかという

お願いをしたところ、企画政策課が一生懸命頑張っていただいて初日に間に合わせていた

だいたということでですね、この努力は非常に高く評価すべきものかなあというふうに
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思っとります。議員もそれだけ十分に読み込む時間があるわけですから、議会と行政との

間のディスカッションの質がうんと高まる内容だ、措置だったというふうに理解してます

し、特に 12月議会のこの実施計画はですね、３月に議論される予算の前触れみたいなもん

ですから、これを見て、我々がですね、３月議会の予算案のですね、おっきな流れの背景

を理解できるという意味では非常に意義のある取り組みだったということで、この場を借

りて改めてお礼申し上げたいと思います。ところで、この実施計画見ますと、アウトドア

については来年度はなくなったんですね。今のところ。再来年度に約 1億円弱が積まれて

いるということでですね、ここで質問しようとした事業というのは実質的に一年間、間を

置くというふうに私としては読み取ったんですけれども、そういう理解でよろしいので

しょうか、お尋ねします。 

町  長  まず、今回実施計画を、先ほど議員の申されたとおり早目にことしは出させていただき

ました。これについては、担当部署の人間が非常に努力して、ある程度の負荷を感じなが

らですね、やった経過がございました。それをお褒めいただきまして、まことにありがと

うございます。その中でですね、来年度の地方創生拠点整備交付金事業を実施する計画が

あるかどうかということでございますけれども、ありません。来年度は、基本計画、観光

基本計画やアウトドア事業というものの内容が今示されましたので、町民の皆さんはアウ

トドアスポーツというものはこんなものかという今認識になっておられるところかと思い

ます。そういったものを含めまして、来年は、主には今後具体的にどのように進めていく

かということを研究する年としたいと思います。そのために戦略会議等を早急に、久保島

議員の御指摘がありましたように早急につくりましてですね、来年の早いうちに具体的な

方向性を出したいなと、このように思っております。 

浜田議員  同じ実施計画の中で観光戦略会議の費用も盛られておりますので、今のお話は全体とし

て大変整合されたものかなあというふうに理解しましたし、それから、ことしの６月にい

ろいろあったわけですけれども、そうではなくて、広い町民の間での議論が進められる時

間的な余裕も考慮いただいたということではですね、大変前向きなものだというふうに私

としては理解するものです。 

そこで、２－３番目、アウトドアブランディング調査結果について御質問します。特に

アウトドアスポーツについて、プロの皆さんを中心としてですね、町内の全域の調査が行

われたわけです。専門家によって町内の資源の活用の可能性を掘り起こした成果っていう

のは非常に高く評価できるというふうに私は思っとります。これまで町民の間ではですね、

例えばさまざまな提案は個別には私も幾つか耳にしております。ただ、残念ながら、それ

は非常に点、一点一点の提案でもありますし、それから一点の思い込みを前提としたもの

もございますし、そういったものがですね、一度プロの手によって精査されたと、それが

まとめ上げられたっていうのは、今後の町の観光やスポーツを考える非常におっきなきっ

と資料が得られたんではないかなというふうに思って、貴重な資料だというふうに評価し

てます。ただ、一方でですね、事業化の成否を判断する資料として、これがすべてなのか

というふうに考えますとですね、まだ検討事項があるんじゃないかっていうふうにも感じ

たわけです。その理由はですね、もともと担当なさったのがスポーツの専門家という分野
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からなのでですね、例えば読んだ関係で、一方でリスクももう少し見なきゃいけないかっ

ていうのは、私ぱらぱらっと感じました。後で申し上げますけども、若干のリスク、例え

ば近隣と、近隣観光地、おっきなところが幾つもございますよね、阿智から始まって駒ヶ

根もそうですし、松川もそうですし、そういったところとの協力関係で進めるのか、ある

いは競合関係に陥るのかというあたりですとか。それから、そこそこ危険なスポーツも入っ

てます。あの報告書の中で紹介されてるある施設では死亡事故も実際に起こってたりもし

てますんでですね、そういった場合の訴訟のリスクや風評被害みたいなもの、それから、

与田切の上流にかなりウオータースポーツみたいなのを想定しているわけですけども、例

えばシオジ平っていうのは植物群が、特定の植物群があるところで、そういうものに興味

のない方が多く入り込んでそこが荒らされるというのは、あそこのシオジ平のもともとの

性格に合わないんじゃないかとか、もう一つ、水の中で遊びするとですね、実はあれ町民

の飲み水なんですよね、もっと下のほうで、ですので、そのあたりについて十分な配慮が

必要なんじゃないかとか、環境面ですとか、植物や何かとの問題ですとか、この専門家の

方の分野の外からのチャックもあわせてかける必要があるんではないかというふうに感じ

た次第です。それと、もう一つ、この報告書は大変率直な報告書だというふうに私も感じ

まして、だめなところはだめってかなりはっきり書いてる報告書でもありました。そうい

う意味で、すべて夢を語り尽くしたというのとは違う報告書にもなってるというふうに感

じたんですけれども、ただ、それでもですね、プラス面に偏った評価をしてるのかなとい

う面は感じました。そこで、今回提案なんですけれども、実際にこれを事業に、その中か

ら多分町長は幾つか選んで、で事業に立ち上げていくんだっていうお話をなさったと思い

ますけども、実際に数億あるいは全体をまとめれば 10数億という規模の事業をなさるんで

あればですね、観光基本計画とこのアウトドアブランディング調査結果と２つ足し合わせ

るだけでは、実は盲点が残るんではないかというふうに考えてるわけです。そこで、今回

提案してるのは、スポット分析みたいなものをやってはどうかと。それも第三者による分

析ですね。これを提案したいっていうふうに思っております。お手元の資料にその例を挙

げてみました。スポット分析というのは、ＰＤＣほど定着してないのかもしれませんけど

も、10 も 20 もあるいろんな経営分析の中では入り口の分析手段だっていうふうに認識し

てます。何かの事業をやろうと思ってですね、事業戦略を一回立てたときに、その事業戦

略に抜け穴がないかどうかということをチェックするための指標なわけですね。これで一

旦事業戦略が決まって、実際の作業に入って、その事業が適正に回っているかどうかって

いうのを調べるのがＰＤＣＡだというふうに私は理解してるんで、これはＰＤＣＡの前段

階の入り口かなあと、お手元にサンプルをつくってみました。アウトドアブランディング

調査報告書に基づくスポット分析ということで、これは四次元に強み、弱み、それから機

会と脅威という現象を分けて書き下してやろうというわけですね。強み、弱みっていうの

は自分自身にとっての強み、弱み、ここで具体的に言えば当町の武器は何かと、飯島町の。

それから弱みは、当町の苦手は一体何なんだと、右側の機会と脅威っていうのは飯島町で

は決められない外部環境でですね、チャンスになることは何なんだと、外部環境に存在し

てる危険な要素は何なのかということを比べてみるとですね、事業策定に当たってやらな
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ければいけないリスク管理ですとか、あるいは収益検討のときに考慮しとかなきゃいけな

い項目が洗い出されるんではないかということで、お手元の資料のようにまとめてみまし

た。例えば強みというのは２つのアルプスに挟まれて風光明媚で、山岳部の入り口にアウ

トドアの資源があって、与田切川の水質は非常に透明で、整備されたキャンプ場もあると、

都会からの集客力も見込めると、ここまでしか書いてなかったんでですね、町長の観光方

針の中からもう一つそんたくしまして豊かな地域資源とのコラボレーションっていうこと

で山、川、空、水に林と、こんなものをつけ加えてみました。茶色で書いたのは私が後で

つけ加えた部分です。それ以外の部分は、実はアウトドアの報告書の中に入っていた文、

文言の中からそれぞれの部分に該当するものを引き抜いたので、これは私の創作ではあり

ません。報告書の中に書いてあったものを見るとですね、例えばオポチュニティー、チャ

ンスという点では、国内に 45カ所のアドベンチャーの施設があって、各地で大きな経済効

果、複合型では年間 2億円近い売り上げもあるというふうなことが書いてあるわけですね。

ところが、弱みと脅威、要するにまずい点についてはですね、実は項目が弱いんですよ。

脅威、外部の危険な要因という点ではですね、乱立による淘汰も始まっているという記述

が１行あるだけでした。それ以外に３つ加えたのは私が加えたやつなんですけども、近隣

観光地との競争が起こり得るかもしれないと、それから流行というのがありますから、こ

れが変化してしまうかもしれないと、それから、さっき申し上げたように事故による訴訟

や風評被害のものもあるかもしれない、こんなこともつけ加えてみたりしてるんですけど

も、一言で言っちゃうとですね、上の項目、強みと機会だけが多い戦略策定っていうのは

ある意味非常に危険だろうというふうに考えてます。いいことばっかりが目に見えて、み

んなが前向きに進んでるときにですね、どうしても危険なことは言い出しにくい雰囲気っ

ていうのがあるんでですね、できるだけこういう客観的なチャートでもってリストアップ

してから事業にかかるのが失敗しない一つに理由かなあというふうに思ってるわけです。

それと、もう一つ、このブランディング事業の中に収支計画が入ってまして、10 カ年か、

そのくらいですね、私も素人ですけども、あれを見てですね、随分楽観的だと感じました。

いきなり観光客がフルに来てですね、それがどんなリスクも負わずに順調に成長するとい

うモデルだけしか書いてないんですね。だけど、普通事業っていうのは最初にキャンペー

ン張って、大勢見に来て、その後若干減少して、そのうちにリピーターがだんだん増えて

長続きする観光事業になるっていうふうなスタイルだと思うんですけども、そうだとする

と、その瞬間、例えば２年後とか３年後の資金ショートですとかですね、あるいは人員の

スタートの時点の抑圧だとか、いろんなマイナス面も考慮した事業計画にしなきゃいけな

いと思うんですが、あの収支計画にはそれが全く見られなかったと、普通であれば標準値

と楽観値と悲観値と３つぐらいの事業計画を立てて、悲観値の場合にはどのくらいリスク

があるのかっていうのをやるのがですね、普通じゃないかと思う、っていうふうに私は思っ

ているんです。ですので、２－３の質問は、もし一年間あってですね、その中で 1億円規

模の投資を考えるのであれば、ぜひ中心の推進者だけに限らない、こういったスポット分

析ですとか、あるいは財政のですね、もう少し厚みのある見直しとか、こういったものを

かけるべきだ、ではないかというふうに私は思いますけども、そういったことを実行する
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お考え、町長にはございますでしょうか、お尋ねをいたします。 

副 町 長  アウトドアブランディング調査の結果に基づきまして町の対応についての御質問でご

ざいます。ブランディング調査につきましては、今後 12月の 19日～１月の 19日にわたり

ましてパブリックコメントをとり、その後、住民の皆さんのワークショップを行いながら、

また住民の皆さんの理解をいただいていきたいと思います。今回御提案いただいてるもの

につきましては、その調査結果を、よりですね、専門的に分析しながら計画立てをしていっ

たらどうかということでございますけれども、やはり一つの最初の提案のありました広域

的な連携、こういったところは当然必要だと思います。また、生物の多様性に考慮した対

応ですとか、そういったことも当然必要になってくると思いますので、また関係する皆さ

んに御協力をいただきながら分析をしていきたいと思っております。それから、スウォッ

ト分析等の専門的な用語も出てまいりましたけれども、やはり分析をして、それをどうい

うふうに戦略的に対応してくかっていうところがこのスウォット分析では大切だと思いま

すので、こういった４項目、強み、弱みを分析しながら、そういった戦略を練っていきた

いというふうに考えております。それから、もう１点、収支計画の点も御指摘いただきま

した。確かにブランディング調査の中では少し過大な収支もあるかと思います。そういっ

たところもですね、きちんと専門家等の御意見をいただきながら分析を進めて、平成 30

年度のうちにですね、きちんと計画を立てていきたいと考えております。また、町民の皆

様方にもそれぞれ御意見をいただきながらですね、いい計画になるようにしてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

浜田議員  終わります。 

 

議  長  ここで休憩をとります。再開時刻は 11時 15分といたします。休憩。 

 

休  憩  午前１０時５５分 

再  開  午前１１時１５分 

 

議  長  会議を再開します。なお、堀内会計管理者が義理のため欠席となります。一般質問を続

けます。 

８番 折山誠議員。 

８番 

折山議員  通告順に質問をしてまいります。項目１「町地域おこし協力隊員の定住支援を」につい

て伺ってまいります。今回この項目を掲げましたのは、２年前に移住してきた当町の１人

の協力隊員とその御家族の苦悩を傍らで見てきたことによるものであります。デリケート

な話ですので、ちょっとオブラートに包みながら説明するところをお許しいただきたいと

思いますが、我々地域住民から見たら、その隊員は本来業務に力を注ぐ一方で地域に溶け

込むようさまざまなイベントにボランティア参加をし、町から要請があればフォーラムに

出席をしてパネラーまで引き受けてきた、そういった人柄の隊員でございます。しかしな

がら、この９月に突然、３年任期の２年目となるこの年度末をもって隊員としての採用を
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中断したい旨、これは町からあり、そのときからその隊員と隊員の御家族の苦悩が始まり

ました。それは、３年の技術研修を経て４年目で自立をし、後継者不足で絶えようとして

いるかつては地域の特産であった産業を継承し、この地域で生き、地域おこしにつなげて

いきたい、そういった隊員と家族の人生をかけた構想、それがその瞬間崩れそうになった

からでございます。隊員は、そこに至る原因を自分なりに分析しようと時系列の記録をつ

くりました。それを私目にいたしましたが、そこからは期間内に確実な技術伝承を目指す

周辺の環境、彼を取り巻く環境と、３年後の自立基盤の確立を、自立をしなければならな

いという頭の中で、それを急ぐ隊員との間で心と活動の食い違いが両者間に生じたのかな

ということが読み取れました。したがいまして、誰に原因があってそのようなところへ移

行したのかという単純な話ではないというふうに感じました。幸い隊員には日ごろから地

域に溶け込もうとしている活動の輪がありまして、隊員の生活を心配する多くの仲間がい

ました。孤独ではなかったわけであります。仲間は、行政に働きかける一方で隊員にも「こ

ういったところは思い違いがあるんじゃないの」といった意見もしております。その後、

副町長や担当職員の適切な対応をいただく中で３年目に向けた研修の道が開けたところで

ございます。私は今、町の未来を担ってくれる若者１人逃がさずに済んだなというふうに

思っています。また、志を持ってきた若者も人生をかけた移住、定住の道を踏み外さずに

済んだんだなというふうに思いました。そこで、私、今回のことから、他の町にいる隊員

はどうなんだろうっていう疑問がわき、これを機にですね、やはり問題があるならお互い

に整理、理解し、解決してこうよという意味で項目に掲げました。一般的にマスメディア

からはよい成果しか伝わってきておりませんが、全国的にこの制度の闇の部分ってないん

だろうかということでネット情報をチェックしてみました。検索したワードは「地域おこ

し協力隊員の苦悩」という言葉で引っ張ってみました。たくさんありました。多くが隊員

の経験に基づく悩みでございました。中には採用自治体職員との対立であったり、隊員と

受け入れ地域との温度差、気持ちの温度差、こういったようなものが切実とつづられてい

るものが多くございます。しかし、その中でですね、客観的に物を見るっていう中京圏と

その周辺エリアで採用自治体担当職員と協力隊員、それぞれにヒヤリングを重ねながらこ

の制度に対する評価と課題をまとめた論文に行き会いました。これは愛知県立大学日本文

化学部で寄稿してるものでございました。この後、多くをこの論文を引用してまいりたい

と思いますが、そこには制度を活用して地域おこしを目指す自治体とその制度を活用して

人生の基盤を固めようとする若者の思いのずれから来る課題が浮き彫りになっておりまし

た。現在も多くの隊員を抱える、その人生の一端を左右している当町でもございます。そ

の立ち位置、また隊員を迎える我々地域住民はどうあるべきか、きちんと議論をしなくて

はならないのかなというふうに思います。また、それぞれがそれぞれの価値観で制度の利

用だけがひとり歩きしてしまってはならない、今回の質問項目に掲げたものでございます。

今回私は、この質問を通じて採用者である町長と議論を深め、また一方の期待者であり受

け入れ者である町民の皆さんにも地域おこし協力隊員について、ともに思いを寄せてもら

いたくて以下質問を続けてまいります。 

初めに質問要旨１－１、採用と活動の現状について伺います。いかがでしょうか。 
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町  長  折山議員の御質問にお答えいたします。地域おこし協力隊の採用と活動の状況はと、こ

ういう御質問でございます。当町での地域おこし協力隊員の採用は現在 13名となっており

ます。採用に当たりましては、地域おこし協力隊制度の趣旨であります都市から地方に生

活の拠点を移し、各種地域活動の業務に従事しながら地域への定住を図るという目的に沿

いまして具体的な地域活動のテーマを持って募集をかけ、それぞれのテーマに強い意欲が

あること、また活動終了後も町への定住の意思があることを確認させていただいた上、採

用しておるところでございます。活動のテーマといたしましては、道の駅田切の里運営、

まちなか活性化、農業・農村活性化、飯島町営業部、出会いサポートデスクと多岐にわたっ

ており、都市から地方に移り住み地域活動を行うということは、なかなか難しい一面もあ

りますけれども、それぞれ意欲と熱意を持って地域おこしに従事してくれると認識してお

ります。 

折山議員  総務省の平成 29年度地域おこし協力隊の定住状況に係る調査結果、本年９月 22日付、

これによれば、全国の任期終了隊員、任期を全うした隊員ですが、2,230 人、この４割が

女性、４分の３が 20代と 30代、任期終了後に５割が同一市町村に定住、このうち３割は

起業をし５割が就業する、15％は就農する、こういったような状況です。この結果はです

ね、隊員は若者が多く、真剣に活動地に定住する覚悟を持って来ている、こういうことを

受けとめなければならないと思います。受け入れ側は常にこのことを心にとめ置かなけれ

ばならないというふうに考えます。 

質問要旨１－２「給与や活動費など支援の実態は。」これについて伺います。隊員の身分

は町の臨時職員と聞いています。どのような処遇でしょうか。 

副 町 長  それぞれの志を持って地域に根づこうとしている地域おこし協力隊員の活動費、支援の

実態ということでありますけれども、身分でございますが、身分は嘱託職員でございます。

臨時職員ではございません。国の制度、地域おこし協力隊の制度の最大限に活用しながら

活動を支援をさせていただいているところであります。報酬につきましては月額 16万円と

いうことで、これにアパート、住居費ですね、そういったものを月額 4万円を上限にお支

払いをしているところであります。また、総額では 400万円の事業費がございますので、

残りの 200万円弱につきましては、それぞれ活動費ということで、先ほど町長も申し上げ

ましたようにいろいろな活動がありますけれども、その活動に使っていただく費用という

ことで予算に計上して執行をしているところでございます。 

折山議員  ちょっと私、自分で反省しておりますが、山荘＠明林館、ここへは、そこへ滞在をして

この地域へ永住をしたいという希望の方が多々見えます。その折に「やる気があったら、

月 30万くれるから、おい協力隊員に、この地域になって定住してくれないか」という話を

してまいりましたが、そうではないということ理解をして、心から申し上げた皆さんには

反省をしております。先ほど触れた論文では次のような一文がございました。活動に自由

度や柔軟性があること、これは隊員希望者の魅力になっているそうです。しかしながら、

与えられるミッションは期待と困難度が高く、給与等の所得処遇には、今申し上げられた

とおり恵まれていない、また任期後の生活保障はない、こういった実態が浮き彫りになっ

ているそうであります。こうした中で人生の一部を掛け金として投入している隊員は何を
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得ようとしているのか、こういった疑問が筆者にはわいていろんなインタビューをかけた

ところが、多くは地域の期待に応えられる自分の存在感、これに意義を感じるということ

のようであります。また、そのことをもって自分の居場所ができるんだということに一番

意義を置いているそうであります。極めて純粋な動機だというふうに理解をします。昨日

の一般質問では子どもたちに郷土愛を育む学校教育についての質問がございました。この

人たちは、その教育を超えてこの地域への郷土愛を既に持ちながら移住をしてきてる、そ

ういう隊員には、もう我々はきちんと寄り添っていかなくてはならないというふうに考え

るもので、町の宝だという認識を改めなければいけないと思います。 

質問要旨１－３、ふなれな地域での活動となるが側面支援は十分に行われているのかど

うか、いかがでしょうか。 

副 町 長  やはり私たち人間というのは、社会的にですね、認知されるっていうのが一番生きてい

る価値を実感できるところだと思います。そんな意味で側面的支援ということであります。

非常に強い熱意を持っていただいて、志を持って苦悩を抱えながらも地域に溶け込む努力

をしていただいているということで、それぞれ隊員につきましては、いろいろな課題はあっ

たり悩みはあると思いますけれども、そういった悩みをですね、相談に乗るというのはも

ちろんでございますけれども、地域の方々にもですね、こういった隊員の皆さんの取り組

みを理解していただくということで、広報ですとか、あるいは有線テレビ等で広報をさせ

ていただいたり、あるいは会議ですとか、さまざまなイベントに出ていただきまして地域

の中で理解をしていただくような支援もさせていただいております。最初、協力隊員を採

用したころはですね、やはり自由度と柔軟度、そういった柔軟性に欠けている場面もあり

ましたので、そういった協力隊員の皆さん御意見をいただく中で会議を重ねながら、隊員

の皆さんが自由にまた柔軟に活動ができるような、そういったシステムにだんだんに変え

てきております。まだまだ不十分ではありますけれども、今後も隊員の皆さんと十分に協

議を重ねながら活動できるような体制づくりをしていきたいと思います。それから、隊員

の中にはですね、先ほどの冒頭でお話もありましたように、どんどん地域に溶け込んでい

ただいて、地域の皆さんと交流を深めながら、地域の一住民としてですね、活動していた

だいてる方もいらっしゃいます。いろんな行事に積極的に参加したり、地域の皆さんとそ

ういった人間関係を築いて活動されているという方もいらっしゃいますので、ぜひですね、

隊員の皆さんにはどんどん地域に溶け込んでいただいて活動できるような、そんな支援も

してまいりたいと思っております。 

折山議員  副町長の人柄は十分承知しておりますので、多分隊員のそういった気持ちは御理解でき

る、いただけるものと思っとります。論文の中なんですが、ちょっと突っ込んで伺います。

受け入れ自治体の課題として担当者の多くが兼務であって、その兼務割合は協力隊員に寄

り添える範囲は 30％以下、簡単に言えば自分の８時間労働の数分しか協力隊委員に寄り添

わない者もおれば、平均すると 30％以下だと、こういう自治体が多いというふうに問題提

起をしております。課題はですね、自治体が行政組織内の人的資源投入を抑えつつ制度を

運用している、こういった実態があるんだということです。論文ですから言葉は極めて上

品ですが、簡単に言うと、役場の職員が足りない部署へ持ってって、国からお金をくれる
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協力隊員を代替に充ててる、こういった自治体の状況もあるように論文では問題提起をし

ておりました。この筆者は失敗事例をしてきた自治体担当職員に対してインタビューをか

けたそうであります。その担当職員からは「兼務体制の中で隊員を放置状態にしておいて

対応してあげられなかった。よそから来た人については１年くらいはついて回ってあげる

くらいの世話をしなければならなかった。でも、自分の環境からそれはできなかった」こ

ういった反省、振り返りの弁を述べている担当職員もおりました。「隊員には人生をかけて

応募した覚悟があって、受け入れ地域にもそれを受けとめる覚悟が求められているんでは

ないか」筆者はこの章でのそのように結んでおります。さて、それぞれの隊員の覚悟に対

する当町の受け入れ態勢はいかがでしょうか、再度、副町長お伺いします。 

副 町 長  隊員の能力を生かす側面的支援を町がどのように行っているかというところで質問で

ございますけれども、隊員におかれましては、やっぱりいろんなお考えをお持ちで、アイ

デアもお持ちですし、情熱を持っております。そういった能力をですね、どんどん地域の

中で生かしてほしいと常々思っているところでありますけれども、やはりなかなかそれが

難しいという状況もあります。なかなか、やはり専門的にですね、その人に職員が一日中

ついて支援をしていくというのは難しいわけですけれども、それぞれの隊員の抱えるです

ね、活動上のいろいろな悩みですとか、そういったところできちんと把握できるような会

議を定期的に持っているところであります。その会議に基づいて、車がもしですね、ちょっ

と使いにくいっていうようなことがあれば、そういった車の問題ですと担当課との調整が

入ってまいりますし、それぞれの部署でそういった悩みを解決するために活動を行ってい

るところであります。当町も受け入れ始めてもう４年を経過しますので、それぞれに、先

ほど申しましたように隊員の皆さんの自由度、それから柔軟的な活動ができるような体制

づくりを進めているところであります。まだまだ町としてのかかわりが薄い場面もあるか

もしれませんけれども、できるだけ隊員の皆さんとそういった相談に乗るような体制をつ

くりながら今後とも支援を進めてまいりたいと思います。 

折山議員  この制度の本来の意義というものをよく見きわめてみると、やはりこういった制度を利

用して隊員を受け入れるんであれば、兼務の体制ではなくて、13人もいるんですから、専

任の体制が１人あったって、それでも１人当たりに用せれる時間は 13分の１になってしま

うんですから、薄いというよりも、今それに沿ってあげられる体制がないのではないのか

なといったような気もするとこであります。 

質問要旨１－４、地域おこしのアイデアや情熱を持って採用された人材の能力を生かす

受け入れ態勢はできているか。ちょっと時間の都合で進めますが、論文や当町では、私の

聞き及ぶところによれば、挫折していった隊員の中には、簡単に言うと歯車の一部として

扱われて、持ってきたアイデアを出しても「あなたにそれは求めていないよ。」っていった

ような対応であるとか、そういったことでモチベーションが切れてしまったっていったよ

うなことがやはり課題として浮かび上がってくるんではないかと思います。我が町の隊員

は、それを、何ていうの、苦悩としてネットに掲げる者もおりませんし、周りに漏らす者

もいないんですが、これは、やはり声なき声を周りがやっぱりおもんばかっていかなけれ

ばならない部分だと思います。切れたときにはここから出ていってしまう、そういったこ
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とにつながらないように我々自体がおもんばかっていく必要があるのかな。国からは上限

400 万円の経費が交付されているというお答えでございました。給与その他で主その半額

200 万円、残りは 200 万円の活動費がある、これ、町のほうで自分たちで使ってしまった

ら意味がないものでありますので、当然隊員が自分の構想に従ってそれが使われる体制が

あるというふうに思いますが、思い切ってですね、給与を除く活動費全額をあなたの目的

でこの３年間で使い切ってくださいと、この地域をおこしてくださいよっていった信頼を

背景にした活動費の自由使途、こういったことも一つ彼らのモチベーションを高めていく

ことにもなろうかなあと思います。もちろん無駄な経費として使い切ってしまうような隊

員だっているかもしれませんので、それはきちっと監督してく必要はあると思うんですが、

できるだけ本人のやりたいことを思い切って羽を伸ばさせてあげる、そんな受け入れ側の

配慮もあっていいのかなあというふうに、そんな部署もあるんではないのかなというふう

に思います。我々自身が今日までこの地域を活性化しよう、おこしていこうといって努力

してきたわけです。でも、まだまだ到達できないわけですね。よそから来た隊員が１年２

年３年で我々ができなかったことをすぐできてしまう、なかなか成果を性急には求められ

ることも難しいのかなあというふうに思いますが、活動の自由度の中で、もしかしたら我々

にできなかったことやってくれるのかなという期待もするところでありますが、200 万な

のか幾らなのか、自由にお使いくださいという、そういった考え方については、副町長、

いかがお考えでしょうか。 

副 町 長  隊員の皆さんには、常々からですね、３年間しかありませんので、１年目２年目どうやっ

て活動して、３年目に最終的に地域に定着できるようにきちんと計画を立っていただいて、

その中で事業を実施していただくというようなことでお願いしているとこであります。事

業によってですけれども、先ほど冒頭にありました産業振興の地域おこしについては、か

なりの自由度をもって予算を使っている状況だと思います。ただ、そうではない目的の協

力隊の業務もありますので、業務によってですね、いろいろな使い方は自由度をもってやっ

ていると思います。その詳細は、それぞれ担当課のほうで予算に項目に押して実施してお

りますので、総体的にはどのくらいの自由度ということは申し上げられませんけれども、

そういったことで、残りの 200万を全部自由に使えというような予算立ては、やはり町の

会計上難しい状況だと思いますので、予算の科目に沿って自由に使っていただけるような

裁量は行っているということでございます。 

折山議員  今の御答弁は、歳出のルールは当然ありますので、ポケットへ入れといて払っていくっ

つう、こういうことじゃなくて、かなりの自由度をもって協力隊員には使わせているとい

う御答弁ですので、協力隊員の皆さんは、それに従って思う存分、その 200万円でこの地

域をおこしていただきたいなというふうに希望するものであります。 

副町長から定住の話が出されましたので、質問要旨１－５、隊員の最終的な目的は任地

の定住です。任地での定住です。現隊員やＯＢの定住支援はどのように行われているでしょ

うか、また、その結果、今後の定住見通しはいかがでしょうかということについて伺って

くんですが、再び論文を引用いたしますと、副町長おっしゃるとおり、多くの自治体が「あ

なたは１年目、研修をして、２年目、こういうふうにして、３年目は自立に向けた準備に
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入ってくださいね」言うらしいんですね、これはどこでもそのようであります。ところが、

実際に隊員は任期後の定住基盤を構築することには大変な困難を抱えているものでありま

す。「自立してね」って言う我々は生活の基盤がここにきちっとあります。言われる側は、

任期後は全く何もないわけなんです。先ほどの報酬だと起業をするために資金を蓄えてい

くっていったようなこと、とても考えられないのかな、ゼロ資金で起業してくってなかな

か厳しいものかな、多くは３年間で足場をつくることは厳しくて、理由は給料の少なさを

副業で補い、あるいは預金を取り崩しながら準備をしていかなければならない、したがっ

て定住には任期後の行政のケアが不可欠であるものが多いということであります。「定住に

向けて２・３年目、頑張ってくださいね」ではなくて、任期を迎えた者に全面的に寄り添

いながらここでの定住を促していく、これは大きい定住政策であっていいと思うんですね。

来てくれるかどうかわからない人たちに呼びかける、一瞬だけ飯島町のいいところだけを

見せる、来てみたらがっかりするっていうことではなくて、この地域のいいところも悪い

ところもわかりながら定住の意思を持ってくださっている方たちの定住に思い切り力を尽

くす、これは大きい定住政策として大事な部分になるのかなあというふうに思います。多

くの自治体なんですが、隊員採用の目的を地域おこしに限定をしている、終わったらどこ

へ行ってくれてもいいよというスタンス。それから、人口減少、高齢化、これの中で３年

間とにかく自立に向け頑張ってくださいね、３年４年目には必ずここに残ってくださいね。

それぞれ自治体の目指す目的が違い、それぞれに応じて隊員に対する対応が異なっている

という実態が全国的にだか、この中京圏にはあるそうであります。しかしながら、隊員は

目的を持って来た以上、その両方の任をやり切らなければならないっていうことでござい

ます。どうしてもこの地域へ溶け込むために休日は地域への行事に参加し、もしたら役場

の職員の皆さんよりも協力隊員の地域行事参加は多いのかもしれません。ボランティア参

加は多いのかもしれません。それは、無理してでもこの地域へ溶け込みたいという気持ち

の裏返しだというふうに私は理解してます。重複しますが、隊員のやる気とアイデアを生

かそうとして採用し、行政が全面的にその活動をバックアップしていく自治体と、また、

任期後の定住に向けて思いっ切りそれを支えようとする自治体、残念ながら少ないようで

ございます。飯島町は 13人抱えております。これは平均した数よりも多いかと思います。

この皆さんが定住してくださるということは、すごいエネルギーになろうかと思います。

思いっ切り隊員に寄り添ってこの地に定住してもらう政策を英断を振って打ち出してもら

いたいと思います。お考えを、これはちょっと政策的な意味合いが大きいので町長に伺い

ます。 

町  長  地域おこし協力隊の皆さん方には、一つの覚悟を持ってこの地域に来ていただいてると

いうことでございます。そして、こちらで提示された課題に適した職を選んで３年間の任

期の中で活躍していただくということでございます。３年後にはこの地域に定着して生活

するということなんですけども、そもそも３年で安定した生活ができるかということが甚

だ難しいことでございます。普段生活していてもですね、なかなかそういう今の状況の中

において安定した生活を得るっちゅうことはなかなか難しい、だからこそしっかりとした

信念と覚悟を持って、まずは隊員の皆さんに臨んでいただくことが大事なだというふうに
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思ってます。そういった覚悟のもとに来ておられる隊員の皆様の支援について、やはりこ

こで定住していただくためにですね、いろいろ何が不便か、生活の中で問題点が出てくる

かと思います。それを我々飯島町は４年間の経験の中で隊員の皆様と接触して、いろいろ

の試行錯誤の中で問題点を浮き彫りにして、もっと自由度をと、もっと話し合いをと、こ

ういった形の中でそれを一つ一つ解決してまいりました。今後もですね、隊員の皆様が定

住するに当たって、身の周りのこと、方向性、仕事のこと、いろいろの、事業の資金のこ

と、いろいろあるでしょう。そういったことをやっぱし気軽に話し、意見を交わす場とい

うものがまず大事だろうと、まず制度ありきではなくて、まずそういった方々としっかり

とお話すること、そしてどのような対応が必要なのかと、それぞれ違うと思います。それ

を検討していきたいと思っております。 

折山議員  行政がそういう対応をするためには、職員も余り酷にならないように、兼務、兼務で、

業務だけを増やしていくという考え方、これには限界があるかと思いますので、町長、一

つの政策を進めていく上には人が要るんだという認識を深めていただき、協力隊員を 13

人受け入れるためには、その体制も必要だと、13人に対しては専任の職員を何人ほど求め

ればいいのか、ぜひ一度総務省に相談してみてください。この制度の中では、町のバック

アップが必要ですよ、13人受けるんであればこういった専任の職員の体制も必要ですよと

いうアドバイスをいただけるんではないでしょうか。覚悟を持ってくる隊員を受け入れる

には、自治体にもそれなりの覚悟が必要だっていうことをもう一度申し上げて、質問事項

２「観光基本計画とアウトドアブランディング調査結果は」について項目を移ってまいり

ます。 

この質問につきましては、昨日の久保島議員と、また本日の浜田議員との質問と大分か

ぶりますので、はしょってお伺いいたします。この質問する私の意思はですね、一つの皮

切りとして千人塚 1億円の資源設備投資が行われ、その予算を議員の一人として賛成をい

たしました。その瞬間から私はこの事業に対して責任の一端を負う立場となりましたので、

何があってもうまくいってもらわなければならない、そういった思いを持って伺うところ

でございます。七久保地区の説明会に参加をいたしました。先ほど浜田議員の各地区の説

明会の雰囲気はどうだったのか、町長のお言葉ではいろんな提案をいただけたというお話

でございました。しかしながら、私が行った七久保地区だけ、ほかの地域へ出ておりませ

んので申し上げますと、また地元、最たる地元でございましたが、地域づくり委員会へ呼

びかけたにもかかわらず、出席された方はかなり私の年代前後の方が多くて、女性や若者

は少なかったようにまず感じました。また、会場の住民の声は随分と冷めているように受

けとめられました。もっと言うと実現に向けた町民の熱い期待感、それほど感じられない

雰囲気のように思いました。町長の先ほどの受けとめ方とは幾分違うのかなあと、会場の

受けとめ方の認識の違いについて申し上げまして、質問要旨２－２、多種多額な投資を必

要としているんですが、事業主体は誰か。この冷めている一つの理由に、町長いつもお答

えをなさる答弁の方法が一つ原則がございます。誰が、これ、事業やるのかって言ったら

公共事業投資も行うが民間力に期待をしたい、町民の皆さんの力に期待をしたいというこ

とが多いわけであります。しかしながら、町民から見ると、それはなかなか厳しいのかな
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あ、ある方が七久保地区で質問いたしましたねえ、誰がやるんだ、そしたらやはり民間の、

やはりここへ資金をっていうくだりを言ったときに、その方は「それじゃあこの事業は余

り実現難しいね」っていうようなぽつりとしたつぶやきを投げかけて、後発言なかったよ

うな気がするんですが、ちょっと町長、ぜひこの事業を、これから進む観光基本計画、ア

ウトドア、ともにもうかる飯島町をつくっていくために、もう少し町民を燃え立たせてい

ただきたい。どこの会場へ行っても期待を寄せる声が大きくて、熱意を持ってこの事業を

進めえという気迫と、そういったものを感じられるような雰囲気づくりを求めるものなん

ですが、その点、時間もありますので簡単に御答弁いただければと思います。 

町  長  今は、観光基本計画とか飯島町の自然を使ったアウトドアスポーツとはどんな可能性が

あるよと、こういうような調査結果をお示ししているところでございます。この時点で燃

えるような熱意がわき上がる会場というのは、まずは無理でしょう。これからだんだんに

説明申し上げてまいりたいと思います。 

折山議員  そのお言葉に期待をしたいと思います。申しおくれましたが、アウトドアブランディン

グ、これを私見まして、やっぱり町民や役場の職員や我々議員では発想できないいろんな

材料が入っている、これをもとに多分実現可能を含めてこれから町民と議論がなされてい

く、そういった期待感は持てましたので申し上げます。 

質問要旨２－３、千人塚公園のきれいなトイレをなぜ撤去するのか。増設ならわかるよ、

そういった声が多いわけであります。これは私の周りの声であります。老朽化トイレの更

新と規模拡大という説明を議会は受けております。トイレが老朽化しているという認識は

与田切公園にはあっても千人塚は新しいトイレという地域住民の受けとめなんでございま

す。ほいで、これを言う皆さんは、説明会など衆目の中では発言できない、あるいはちょっ

と遠慮をしてしまう、そういった皆さんでございます。我々議員は、こういった声なき声

を町政につなぐのが仕事でありますし、私自身、どう説明していいのかが答えがうまく見

つかりませんので、こういった声なき声の町民に対して、今ある一見新しく見えるトイレ

を壊し、その隣へ位置をほぼ同じくして、数メートルか 10メートルか、近くへ新たにトイ

レを設ける、いかがなものかという町民に町はどのように応えるんでしょうか、担当課長

の御説明で結構です。 

産業振興課長  千人塚公園に現在建設中のトイレを含みます管理施設でございますが、公園全体の機能

強化を図り、公園利用者の皆さんへのサービス向上につながるようにということで建設を

今進めております。から、建設中のトイレにつきましては、御質問の既存のトイレと比較

しまして、男子の洋式便器が２つ、女性の洋式便器が２つ増やすということ、それからウォ

シュレットも設置させていただくっていうことになっております。多目的トイレにつきま

しては、小児用トイレやオスメイトを整備するなど、県が推奨しております観光地トイレ、

これを目指して現状の施設よりも機能を強化した設計で建設を進めております。また、そ

の中で建設費また維持管理費の圧縮ということも検討した中で、新施設全体の下水の処理、

これを既存の浄化槽へつなぎ込みたいということで設計しております。その浄化槽の能力

が 128人槽ということで、処理の能力の問題から、既存のトイレ、これも一緒につなぐと

いうことが数字上難しいということが一つございます。また、現在のトイレを残して２つ
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使うということも想定できるわけなんですが、利用者の多くの方は新しいトイレを利用さ

れるっていうようなことも予想されますので、既存のトイレにつきましては、トイレの機

能はなくなりますけれども、建物は壊さずに一部を改修しまして倉庫など別の活用を検討

してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

折山議員  今の御答弁で地域の皆さんが納得してくれるように願うものであります。 

質問事項３「七久保診療所閉鎖に伴う患者対応を」これについて伺います。質問要旨は、

患者の中には他医療機関への移動手段を心配する声が多いわけでありまして、その対応は

ということであります。これは地域住民の声でありますが、よく考えると七久保住民に限

らず医療機関から遠い住民は町内のあちこちに多いわけであります。その多くの町民は、

長年の生活の中で近くの人に頼むとか、子どもさんの会社の都合に合わせて計画を立てる、

こういった時間をかけて通院環境を整備してきた皆さんでございますが、突然閉院が決ま

ると、どうしてもその不安が先に立ってのこういう言葉になろうかと思います。環境を整

えていくには、やはり御近所の皆さんの協力、いろいろで時間を要するものだというふう

に理解をするものであります。半年、一年、こういった一定期間は、閉鎖に伴って通院困

難を訴えるそれらの人に寄り添っていただいて、相談や一定程度の対策が必要と思われま

す。例えば診療所付近から中央クリニックなどを結ぶ定時運行バスの運用など、一定期間、

通院、交通弱者の足の確保に努めることを求めますが、簡単に御答弁ください。 

町  長  今まで七久保診療所へ通院されておりました患者さんの新しい医療機関への移動手段と

いたしましては、いいちゃん循環バス、公共交通機関、タクシー等によりそれぞれ通院を

お願いしたいと思っております。ちなみに、今年度から日中に高齢者のみとなる世帯にも

タクシー券を拡大して配布しておりますので、しっかりと御利用いただきたいなと思いま

す。 

折山議員  質問項目４「広域化に伴う消防署の名称再検討を」これも地域の声であります。質問要

旨は、伊南北消防署を駒ヶ根宮田消防署、伊南南署を飯島中川消防署など、地域名を入れ

た名称のほうが広域的に、広域、上伊那広域消防組合になった場合にはお互いにわかりや

すいんではないか、よその消防署はすべて地名が入っているんではないか、こういったこ

との町民の声でありますが、いずれにしても、その名称は町長の権限ではできないんで、

しかるべき場で、こういった声もあるがどうか、おつなぎをいただくことを求めるもので

す。お答えをいただいて、私の質問を終わります。 

総務課長  消防署の名称の変更ということで御提案をいただきました。常備消防は上伊那広域消防

としまして平成 27年４月１日に発足、２年が経過をしてございます。現在３年目でござい

ます。それ以前には、伊南行政組合の消防本部がございまして、消防署の名称でございま

すけれども、平成８年４月からは駒ヶ根消防署と宮田分署を統合いたしまして伊南行政組

合北消防署、また平成 13年４月からは飯島消防署と中川分署を統合いたしまして伊南行政

組合南消防署として、この名称を使用してきたところでございます。平成 24年７月からは

上伊那広域消防の広域化の協議会が設置されまして、この検討の中で消防署の名称につき

ましても協議がされてきております。伊南の４市町村、また伊南行政組合といたしまして

は、伊南という言葉ですとか、また地域で定着をしております北消防署、南消防署という
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名称をできるだけ残したいという思いがありまして、上伊那広域消防では伊南北消防署、

伊南南消防署という名称とする経過がございます。この伊南地区の２つの消防署の名称で

ございますけれども、地域の皆さんには広く受け入れられているものというふうに理解を

してございます。これまでに消防署の名称の変更ということで、そういった御意見でござ

いますけれども、消防本部また消防署、当町のほうにもそういった御意見寄せられており

ませんことから、名称の変更につきましては上伊那広域消防のほうへの働きかけというこ

とは今のところ考えてございません。 

 

議  長  ここで昼食のため休憩といたします。再開時刻は午後１時 30分といたします。休憩。 

 

休  憩  午後０時０２分 

再  開  午後１時３０分 

 

議  長  会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。 

10番 三浦寿美子議員。 

10番 

三浦議員  それでは通告に従いまして、１つに「介護保険の現状と課題について」２つ目に健康保

険への住民参加の仕組みは、３番目に「子育て世代の生活環境の変化と必要な支援につい

て」ということで質問をしたいと思います。最初に「介護保険の現状と課題について」質

問いたします。今年度から総合事業が実施されました。要支援１・２の新規の認定状況は

どうか、最初にお聞きをいたします。 

町  長  三浦議員の一般質問にお答えいたします。平成 29年 10月末現在の要支援１・２相当の

方は 87名おられ、そのうち総合事業のみの利用者は 24名、介護保険給付を伴い認定を受

けている利用者は 63名となっております。４月以降の新規の方は 11名でございます。御

本人との面談や状態確認を行いまして、心身の状態や利用を希望するサービスに合わせ、

介護保険申請にするか、総合事業利用申請にするか、状況に応じた支援を行っておるとこ

ろでございます。 

三浦議員  ただいま新規の認定状況についてお聞きをいたしました。要支援１・２で現行型の訪問

型サービスや通所型サービスを利用してきた人の中には、認定の方針で介護度が重くなる

人もいると思いますけれど、介護保険対象の要支援１・２の人と総合事業の生活支援に移

行となった人に分かれるというふうに考えています。その実態はどのような状況かお聞き

をしたいと思います。 

健康福祉課長  その人によりまして、相談によりましてケアマネージメントいたしますので、介護保険

のほうの事業の中でそれぞれその人に合ったようにプログラミングをしております。 

三浦議員  そういう中で総合事業に移行したということで、先ほど町長のほうからも新規の認定の

状況をお伺いしましたが、認定の更新ということで新しく総合事業のほうに移行し、現行

型ではないサービスに移行していくのだというふうに私理解をしていたんですけれども、

そういう形になっていくということでよいのでしょうか。 
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健康福祉課長  いろいろな方がおりますので、その人の状況に合わせまして、それは相談をしながら決

めていく形になりますので、画一的にこれがこうなるというものではございません。組み

合わせをいろいろしてまいります。 

三浦議員  よくわかりました。少し心配していたことが改善されたような気がするところです。そ

れでですね、これから介護度が総合事業に移っていく人もいるわけで、そういう中で身体

能力や生活能力に今までと違ったサービスを受けることで変わっていくようなことがある

んではないかなあというふうに私は心配を今までしてきています。それで、今後の課題な

んですけれども、ぜひ、そうした総合事業に移行していった皆さんの中での介護度の変化

などもこれからまた把握をしながら、今後の介護サービスのあり方について生かしていく

ような、そうしたデータを把握していくというようなことが私は今後につながっていくと

いうことで必要じゃないかなあというふうに思っているんですけど、その辺の考え方につ

いてどうでしょうか、お聞きをしたいと思います。 

健康福祉課長  すでに介護認定を受けている方々につきましては、必ずケアマネージャー、介護支援専

門員がついておりますので、そちらのケアマネからいろいろな情報をいただきながら、必

要があれば変更申請等をしてもらったりとか、さまざまな相談をしております。また、急

に状態が変わった方につきまして、入院とか自宅で変わったとかいうことに関しましても

医療介護連携なども始まるように今準備をしておりますし、現にもうやっております。と

にかく、いろいろなことがございましたら、市町村、健康福祉課の地域包括支援センター

のほうに相談に来ていただければ、こちらのほうは本人に寄り添いながらマネジメントし

ていきますので、よろしくお願いいたします。 

三浦議員  よくわかりました。困ったときには地域包括支援センターに相談をするということが一

番安心して介護が受けられる道だなあというふうに理解をいたしました。 

それでは次に「総合事業の実施状況はどうか」ということで、サポーターの養成など実

施中ということですけれども、生活支援サービスの実施の見通しはどうなのか、今後の課

題はどんなことがあるのかについてお聞きをしたいと思います。 

健康福祉課長  そうしましたら当町の介護予防日常生活支援総合事業の実施状況ですけれども、こちら

総合事業には大きく２つございますが、まず一般介護予防事業として歩く歩く塾は 18名、

健幸教室は 24 名、生きがい活動教室は 120 名の方が登録されて介護予防に努めていらっ

しゃいます。また、介護予防生活支援サービス事業といたしましては、現行型の通所・訪

問介護サービス、町独自型通所・訪問サービス、訪問型短期集中リハビリサービスを実施

しております。この介護予防生活支援サービス事業につきましては、事業開始から町内の

介護保険サービス事業者の御理解と御協力をいただいてサービスの質の低下も招くこと

なく順調に経過しているというふうにしております。また、町の高齢者福祉事業として

行っております生活支援サポーター事業、これ、おひさまサポーター派遣事業というふう

に命名しまして始めておりますけれども、今年度の４月からサポーターの養成を行ってい

るところでございます。10 月末現在で 55 名の方が登録されておりますが、登録されてい

る方々のほとんどが介護保険の事業を委託している町内の事業所の職員であり、一般住民

の方の登録は９名と低迷しておる状態でございますので、こちらにつきましては引き続き
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サポーターの養成に努めてまいりたいと思います。今後の課題といたしましては、地域の

支え合いの上に介護保険制度が成り立っているということの啓発に一層に努めることと、

あと、ひとり暮らしになっても高齢世帯になっても認知症があっても病気による障害が

あってもということで、いろいろなことが起こっても地域で暮らし続けれるための生活支

援サービス体制整備を進めていきことであるというふうに考えております。これまでの機

能訓練重視の介護予防から本人の社会参加による介護予防へと変わってきている中、参加

したくなるような場所、できる場所がどれだけ地域にあるか、また介護が必要になっても

参加し続けられる場所がどれだけあるかが鍵になってくると思っております。先日 12 月

４日にはいちいの会の活動発表とあわせて「地域のつながりづくりに向けて」という講演

会を開催いたしましたところ 70 名を超える方の御参加をいただきました。今後もこのよ

うな取り組みを通しまして人と人とのつながり、地域の支え合いの意識を高めまして、住

みなれた地域で安心して生きがいを持って暮らし続けられる社会づくりを地域包括ケア

として進めてまいりますので、住民の皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

三浦議員  ただいまサポーターについて、生活支援サポーターについてのサービスの提供というこ

とでは、実際に現実には専門知識のある介護福祉士や初任者研修終了の方が対応してると

いうような理解でよろしいのでしょうか。 

健康福祉課長  そのとおりでございます。 

三浦議員  総合事業の制度では、訪問型サービスＡ・Ｂのサービス提供者は生活支援サポーターの

協力が必要というふうになっております。特に訪問型サービスＢは住民が主体の生活支援

サポーターがサービス提供者になっています。訪問型サービスＢが妥当と判断される方は

現在いるのでしょうか、お聞きをします。 

健康福祉課長  ここのところがちょっとしたお手伝いというようなところがすごく意味合いがあるか

と思いますけれども、こちらのほうはニーズがございまして、だんだんと申し込みがされ

て広がっているところでございます。 

三浦議員  訪問型サービスＢが妥当と判断された方がいるということですので、現在は、そうする

と、先ほども言われたように事業者の中の、事業所の中の専門員がサービスを提供してい

るというふうに理解をしてよいのでしょうか。 

健康福祉課長  そのとおりでございます。 

三浦議員  先ほどもお話の中では、おひさまサポーターとして受講をして９名の方が一般からサ

ポーターということで登録をされているということですけれども、この９名の方はサポー

ターとしてサービスを提供していられるのでしょうか。 

健康福祉課長  すいません。十分に承知しておりませんで申しわけありませんが、ほぼ多数が介護保険

の事業所の方々というふうに承知しております。 

三浦議員  今お話をお聞きしましたように、実際にはおひさまサポーターとして一般の方がサービ

ス提供者にはまだなかなかなってはいないというふうに理解をするところです。例えば訪

問型サービスＢのサービス提供者がこれから、必要な人が増えるということはサービスを

提供する人も必要になってくるということで、不足していくというような、体制が整わな

いというような状況が生まれてくる可能性というのもあるのではないかなあというふうに
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感じているところですけれども、今後の訪問型サービスＢが増えていく中で、どんなふう

に、増えていくという可能性については、まだまだ増えてくるというふうに見込んでいる

のか、その点についてお聞きをしたいと思います。 

健康福祉課長  増えてくるというふうに予想しております。団塊の世代の方々が 65 歳へ突入しており

ますので、まだまだお元気な方が多いんですけれども、75 歳 80 歳と５年ごとに切ってい

くと、やっぱりちょっとした支援が必要な方が増えてまいりますというのは、もうどこの

市町村も同じ統計が出ておりますので、飯島もしばらくの間はちょっとした支援に必要の

方が増えていくように思います。 

三浦議員  そういう簡単――簡単っていうか、軽い生活支援が必要な方が増えてくるというふうに

予想をされているわけですので、そうした場合に、実際にそうしたサービスを提供する需

要に応えられるかどうかっていうことが、この生活支援サポーターの要員確保という課題

につながるのではないかなあというふうに感じるところです。今定年で一旦仕事を終えて

も働いている方が、私も 60代半ばですけれども、非常に多いというふうに感じています。

その先には、やっぱり安定した収入が得られるということを求めているのではないかなあ

というふうにも感じています。その点では、生活支援サポーターは収益の上がる仕事では

ないというふうに思いますし、さらに時間が不規則に拘束される不安定な仕事というふう

にも言えると思うのです。担い手の確保という点では簡単ではないというふうにも思われ

るのですけれども、訪問型サービスＢのサービス提供を今後どのように進めていくのか、

事業者のそうした専門の皆さんに頼っていくだけでは今後の問題になってくるのではない

かなあというふうに思うんですけれど、その点についてはどうでしょうか。 

健康福祉課長  担い手につきまして養成は順次行っていくということがとても大事なことだと思って

おります。それから、介護保険は介護の社会化ということで平成 12 年から始まっている

んですけれども、地域の支え合いというところがだんだんと薄れてきてしまっているとい

う反省がございます。昔のように隣近所の人がちょっとしたことで助け合うというような

ことをもう一遍見直していくという時期に入っているということでございまして、有償で

行うサービスではないボランティアとか助け合い、そちらのほうのこともみんなで共有し

ながら進めていきたいというふうに考えております。 

三浦議員  私としては、基本的には専門職がサービスを提供すべきという考えは変わらないわけで

すけれども、制度が生活支援サポーターによるサービスの提供をするものである限りは、

サービスを受けられない人を出さない、そういう体制づくりを早急につくることが必要に

なってくるというふうに考えているわけです。今まで取り組んできてサポーターの確保の

今後の課題という点では、先ほどもなかなか一般の方がサポーターになるという方が少な

いというふうに言われましたけども、私の中で考えたときにですね、やっぱり生活サポー

ターということ、仕事というか、そういうのが魅力的、どんな魅力があるかっていうこと

がやっぱり見えてこないと、なかなかそういうための受講をして仕事をしようというふう

になれないかなあっていう気もするんです。お金ではない魅力、お金がなくても、をもら

わなくたってもそのことについて自分はやってみたいっていう思いになれるには、やっぱ

りその仕事そのものが自分にとって有益でお金に変えられないものがあるというような、
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そういう気持ちにならないとなかなかできないじゃないかなあっていうふうに思います。

資格を持ってる方、初任者研修を受けてヘルパー資格を持ってる皆さんでも、やはりその

資格を得るためには、その魅力を感じて、お金の問題だけじゃない、そういう思いで資格

を取ってそういう業務についているという方が私の周りには多いです。お金の問題じゃな

いっていうことがあると思います。なので、そういう点では、全くそういうところにかか

わらない人たちも、そういう、自分もそこにかかわってみようという思いになれるような、

そういうことを発信していかないと、ただ「ああ、そういう制度があるんだ」とか「ああ、

そういうふうに言われてるんだ」だけでは、なかなか仕事、そういう立場でそこにかかわっ

てくっていうことも難しいのかなあっていうふうなことも感じますが、その点でのこれか

らの取り組みというか、考えが、どんなふうに取り組んでくかっていうお考えがありまし

たらお聞きをしたいと思います。 

健康福祉課長  飯島町の団塊の世代、60歳以上の方たちは、とても元気な方が多うございます。なので、

自分でお仕事を持っている方も非常に多くて、その生活の支援のサポーターのほうに仕事

をっていう方がなかなかいないっていうところもあるかなあというふうに思っています。

ただ、社会参加をしている方ほど健康長寿であるという、それはいろいろな研究データに

もございますし、長野県が健康寿命が長いというのもそこら辺から来ているんではないか

というような分析もされているところですので、本業がだんだん少なくなってきて、きた

後のところで、その生活支援をするというようなことの役割を担っていただける方が増え

てくればいいというふうに思っております。こちらにつきましては、これからまだまだ町

のほうでもＰＲをしてつくっていかなければならないことでございますので、これからも

ＰＲをしたりとか、このようなことがありますということを紹介し、皆様をお誘いして、

１人でも多くの方がそちらの方を支える側、いずれは支えられる側になるわけですので、

そのようなことを進めていきたいというふうに思っております。 

三浦議員  それでは、生活支援サポーターになるための条件というか、例えば年齢ですよね、幾つ

になっても元気で動ければサポーターになれるのか、ある程度年齢でこのくらいまででな

いちょっと考えてしまうねというところがあるのか、また、ほかにある程度こういう条件

をクリアして初めてサポーターになれるというような条件がありましたらお聞きをしたい

と思います。 

健康福祉課長  平成 29 年度のサポーター募集中のものを、飯島町の高齢者福祉事業というパンフレッ

トを全戸にお配りしてあるんですけれども、そこのところに書いてございますが、おひさ

まサポーター派遣事業担い手として活躍いただくサポーターの養成講座は、対象者はどな

たでも、受講料は無料で、今年度は前期は５月、後期は 10 月ということで、複数回の講

座を受けていただいて、終了した方になっていただくという状況でございます。 

三浦議員  それでは、年齢とかそういうこと関係なく講座を受けて、やる気があれば幾らでもその

生活支援サポーターになれるというふうに理解をしていいということすね。 

それでは次の質問に移っていきたいと思います。来年度は 65 歳～74 歳への利用料の２

割負担や要介護１・２の地域支援事業への移行など、国の動向があります。住民への影響

について私は心配をしているところですけれども、見解がありましたらお聞きをしたいと
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思います。 

健康福祉課長  介護保険にかかわる利用料の負担や事業の移行等、国の審議が現在行われているとこで

ございますが、まだ決定事項ではございませんので、具体的な影響等につきましては現在

はかりかねるところでございます。今後もその動向に注意してまいりたいと思っておりま

す。 

三浦議員  お聞きをいたしました。現状でもサービス利用限度額いっぱいに利用をしている利用者

は少ないというふうに受けとめております。利用料の負担が倍になれば、サービスを受け

る回数を減らすなどしなければ生活できない人が生まれてくるのではないかと心配をして

いるところです。飯島町にとってほんとにそれでよいのかということが私は問われている

というふうに感じているところです。介護度が軽いうちに十分な介護サービスを受けるこ

とで、できるだけ重くならずに過ごすことができるのではないでしょうか。それは今まで

の実績でおわかりのことと思っています。介護保険制度は社会保障制度です。憲法 25条で

「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」２項では「国は、

すべての生活面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければ

ならない」とあります。一人一人の人権が大切にされ守られるよう努めることが国の責務

であることから社会保障制度があるというふうに認識をしております。介護保険制度は、

介護が必要な状態になったときに必要な支援を受けながら社会生活を維持することができ

るようにつくられた憲法にのっとった社会保障制度であるというふうに受けとめておりま

す。住民の安全・安心を柱に据えた行政運営に取り組んでいる飯島町としては、住民にとっ

て一番近いとこにいる行政として、これ以上必要な介護サービスを削るようなことを黙っ

て受け入れてはいけないのではないかなあというふうに思うところです。それで、ぜひ問

題意識を持って、国にこれ以上の介護負担を住民に課さないように反対の意思を私は示す

べきというふうに考えております。町長の所見をお聞きしたいと思います。 

町  長  社会保障、国の社会保障につきましては、年々大きな予算を省いておって、今後高齢化

社会が進む中で大きな問題になっておるところで、国もそれ相応の改革を進めていること

と思います。しかし、今回の総合事業等、地域にかかわる負担というものが非常に多くなっ

てきとります。これは住民の良心あるいは崇高なボランティア精神に頼るところが非常に

多いわけでございまして、こういった社会が完成すれば、まさに桃源郷の社会が実現する

んじゃないかなというふうに思うところでございます。経済を最優先にしてきた地域環境

からですね、こういった助け合いを重視する社会への転換には、なかなか抵抗があり、ま

たサポーターもそう急激に増えるという状況ではないと思いますけれども、しかし、今の

状況の中で、この生活、我々の生活っていうものを確かなものにしていかなくてはならな

いというふうに思っとります。不満もありますけれども、仕方の部分もあるなと、このよ

うに思っているところでございます。 

三浦議員  町長の所見をお聞きしましたが、そもそも以前は、社会保障には国は５割の負担を国が

していました。今は４分の１の負担をさらに減らそうという中で、社会保障、回っていま

す。ない財源の中を住民の負担によって賄っているということで、消費税にも社会保障と

いうことで、消費税を増税しながらも、なかなかそこに回ってこないというのが現実で、
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さらなるサービスの削減をしていこうというような流れになっているというふうに私は受

けとめています。これ以上の住民負担、また、みんなで助け合えばいいというものでは、

私はそういうものではないんではないかというふうにも思っています。また、介護離職と

いう言葉がありますが、介護離職というのは介護職員がやめることではありません。介護

をするために仕事をやめて介護をするという人たちが増えるという介護離職です。みんな

で助け合えばと言いますけれども、仕事をやめて介護をしなければならない、そういう状

況の中では、また生活が厳しくなると、悪循環なそういう流れの中で社会問題になってい

るということも認識をぜひしていただきたいなあというふうに思います。やはり社会保障

ですから国がある程度の財源をここに、社会保障に充てるということを要求しなければ飯

島町の住民にとっても不幸だというふうに私は受けとめております。 

それでは次の質問に移りたいと思います。「国民健康保険への住民参加の仕組みは」とい

うことでお聞きをいたします。昨日、橋場議員が国民健康保険の質問をいたしました。そ

の中で町の国保運営協議会は存続するというふうに私理解をいたしましたので、１つ目の

項目の質問は割愛させていただきます。 

２つ目の質問に移っていきます。後期高齢者医療制度のような広域議会での体制ではな

いというふうにお聞きをしております。仕組みはどのようになるのか、昨日、県の国保の

委員会ができるというふうにもお聞きをしましたが、その仕組みについてお聞きをしたい

と思います。また、地域性が異なり今までにない問題が発生する心配があります。住民の

意見や要望などはどのような仕組みでこの県の主体になる国民健康保険の中に反映されて

いくのか、この点についてお聞きをしたいと思います。 

健康福祉課長  県は平成 30 年４月からの制度改正により長野県国民健康保険運営方針を策定中であり

ます。これを、県が作成したものを長野県国民健康保険運営協議会で今協議をしていると

ころでございます。この運営方針の中に第８といたしまして施策の実施のために必要な関

係市町村相互間の連絡調整、その他の事項準備についての仕組みについての記載がござい

ます。第１が長野県県・市町村国民健康保険連携会議の設置、２つ目に長野県国民健康保

険運営協議会の設置、３つ目でございますが、こちらに情報共有の推進がございます。こ

こに「県と市町村が一体となって国民健康保険を運営していくために連携会議、各研修会、

定期的な情報交換等で情報を共有し、定期的な共有認識を図ります。また、各施策におけ

る市町村の取り組みについて横展開を図ります」と明記されています。県と市町村が協力、

連携していくということになっております。なお、制度改正後も被保険者証の発行や資格

の管理、保険給付費の決定、支給、保険税の賦課、徴収、保健事業等は今までと同様町が

行ってまいりますので、こちらにつきまして国民健康保険の担当まで御意見、御要望、相

談をお寄せいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

三浦議員  さまざまな住民要望も反映できるような仕組みを検討されているということはわかりま

した。私が今まで心配、今も心配なんですけれども、今までどおりの町の裁量でお医者さ

んにかかれない人を出さないケース・バイ・ケースの対応が続けられるのかということも

大変不安に感じてきました。それから、地域性の違い、自治体ごとにそれぞれの事情を踏

まえて保険料を決められてきましたが、その具体的な検討を国保運営協議会が担ってきた
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ところですけれども、県が主導となることで各自治体の納付額が決められてくるというこ

とですので、いずれは町は事務的な業務を行うだけになってしまうのではないかと、今は、

今は、今課長の答えられたような状況で行くのですが、いずれそういうことになってしま

うのではないかという不安、それから、今まで取り組んできた健康づくりなどの独自の事

業の継続が保障されていくのかなど、そういうことが徐々に町の自由度がきかなくなると

いうことがとても不安でならないところです。その点については今後心配ないというふう

に捉えているのか、やはり長い目で見るとだんだん心配かなあと思いながらやっているの

か、本音のところを聞きたいなあと思うんですけれど、いかがでしょうか。 

健康福祉課長  ただいま説明をいたしました策定方針のところに第９というところがございまして、検

証及び見直しの項目なんですけれども、こちら２つ項目がございまして、市町村によるＰ

ＤＣＡサイクルの実施ということで、市町村は県の運営方針に基づいて事業を実施しなが

ら評価をし見直しをしてということがあります。こちらにつきまして県による助言、指導

ということになっておりますので、市町村が今行っている独自の事業、保健事業がそれに

かなり相当するんですけれども、そちらについては今までどおり町のデータヘルス計画や

特定検診等の計画によりやっていけるというふうに考えております。２つ目に国民健康保

険運営方針の検証、見直しということでございまして、３年ごとにこちらの運営方針を改

訂していくわけです。こちらにつきまして、現在もそうなんですけれども、かなり市町村

のほうに意見を聞くということをしています。市町村のほうからも意見をさまざま出しま

して、それについて一つ一つ検討をしてこの方針をつくっているということもございます

ので、県が独自で、県だけの方針で行っていくということは今のところないというふうに

思っております。 

三浦議員  今の課長の答弁ですので、県の運営方針や助言、指導なども、そういう指導はあるけれ

ども、町は町のやり方を通せるということでいいのか、そういう指導があって、やはりそ

うしなければならないというようなことになっていくのではないかというのが私の心配で、

やあ飯島町はこれで行くんですから余計は口出しはしないでくださいと言えるのかどうか、

ほんとに私はそこが心配なんですけれど、大丈夫でしょうか。 

健康福祉課長  法律に基づくものに関しまして、飯島町はそちらに沿っていきたいというふうに思って

おります。今も飯島町だけが特別に行っている減免等はございませんので、そこで飯島町

だけのことをっていうふうにすることは、これからはもっと難しくなっておりますので、

それは国のとおりにというふうに思っております。ただ、町の裁量で行える部分がござい

ますので、こちらにつきましては町の被保険者の方々の状況を見ながら、県や、特定検診

等につきましてはそちらのほうの支援のほうもございますので、助言をいただきながら、

町民、被保険者の方々に一番よい方法をとりながら展開していきたいというふうに思って

おります。 

三浦議員  ぜひ、今まで積み上げてきた飯島町のよいところは残して頑張っていっていただきたい

なあというふうに思いますし、国の制度として法律が決められてきますけれども、その法

律が飯島町の住民にとって余りよいものでないというふうに感じましたら、ぜひ国に対し

て制度改正を、よいほうに制度改正をするよう求めていっていただきたいなあというふう
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に思うところです。 

次に３つ目の質問に移っていきたいと思います。「子育て世代の生活環境の変化と必要な

支援について」ということで質問をしたいと思います。最近は、働き方や経済的な問題な

ど、子育て世代の生活環境は変化をしているというふうに感じております。現状を今どの

ように見ているのか、最初にそのことについてお聞きをしたいと思います。 

教 育 長  子育て世代の現状の把握ということでありますけれども、女性の社会進出は大変進んで

きているというふうに思いますし、それに伴って出産後も子育てをしながら働きたいと、

そう考えている女性が増えているというふうに思っております。現代は核家族で過ごされ

る方も多いことから、地域でもなかなか孤立しがちで、仕事と育児、家事などを両立する

には想像以上の大変さがあるというふうに思っております。制度によって産前・産後休暇

あるいは育児休暇制度がございますけれども、企業や事業所によってはなかなかとりづら

かったり、いざ、その職場復帰をする段階になって前と同じように働けるのかということ

を不安に思っている方は多いのではないでしょうか。そういったことは町の未満児の入園

あるいは途中入園が多いことからもそういうふうに想像できるわけですけれども、こうい

う乳幼児期の子育てにはお金がかかるということがあったためにですね、ある時期、子ど

もが落ち着くようになるとですね、出産や結婚を機に一回家庭に入られた方も改めて職場

に戻りたいというふうな希望をお持ちの方が多いのではないかというふうに思っておりま

す。特に、それは若いお母さんにあると思うんですけれども、こういった企業で働き続け

る、事業所で働き続けるということを希望しているお母さん方が大変増えてきているとい

う、そういう認識を持っております。 

三浦議員  教育長の見解は私と同じだというふうに受けとめました。そういう中で必要な支援は、

飯島町、子育て支援を非常に充実するために頑張ってきていますし、この近隣を見てもな

かなかすぐれているなあと私は自慢に思っているところですけれども、今までどおりでよ

いのかっていう点についても感じるところです。実態によっては新たな施策の検討も必要

になるのではないかなあというふうに考えているところですけれども、見解はいかがで

しょうか。 

教 育 長  町でも、そのどのような支援が必要なのかというのは、まず該当の皆様からお話を伺う

ところから始まるのかなあというふうに思っております。子育て未来飛行あるいはほっと

懇談との中でお母さん方と町長との懇談会を通じて意見を聞く機会がございまして、日ご

ろからそういった御要望に応えられるかどうかという検討をしているところであります。

例えば子育て支援センターにつきましては、皆さんの御協力で活動等がかなり充実してき

ているわけですけれども、そういったお話の中で土曜日の開所はできないのかというよう

なお話もありました。来年度から、まだ検討中ですので定かなことは申し上げられません

けれども、毎週っていうわけにはいかないかもしれませんけれども、土曜日の開所ができ

ないかということを今検討しております。それから、産後のお母さん方、うんと小さいお

子さんをお持ちのお母さん方、ゼロ歳とか１歳、このお母さん方はなかなか子育て支援セ

ンターに寄りづらいというようなお話も伺っておりますので、そういったお母さん方の対

象の講座も来年度開催するということで、より来やすくなるということを考えております。
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こういったことをしながら、お母さん方の希望やお話や、あるいは困ったことを聞くため

にワンストップサービスをより充実していきたい、現在子育て支援センターにコーディ

ネーターさんがいて、とにかく、まず困ればそこに相談をしていただければっていうこと

ですが、その後のつながりも含めてワンストップでできる体制をより充実していきたいと

いうふうに思っております。また、新たな施策という面では、先だって報道されましたが、

２兆円の国会での政策パッケージの中に３歳児～５歳児の保育料の無料化とか、ゼロ歳～

２歳児までは、所得に応じてということなんですが、それの無償化等が盛られているとい

うことがありまして、これは非常に大きなことだというふうに思っておりますので、そう

いった動きは、ちょっとまだ注視していくという段階でありますけれども、そういったこ

とを含めながら全体的に考えていきたいというふうに思っています。 

三浦議員  それぞれに要望を聞きながら施策について検討をしていくということでお聞きをしまし

たので、ぜひ子育て世代の皆さんの望むような、また働く環境が充実するような方向でさ

まざまな施策について検討をしていっていただきたいなあというふうに思うところです。 

３つ目のことで学童保育ですね、飯島町の要綱では学童クラブというふうにゆっており

ますけれども、利用する家庭が増えております。長期休暇の利用も増加をしております。

私は指導員の皆さんの負担が重くなっているのではないかなあというふうに見ております。

平日は下校時から開きますので、授業が終われば子どもたちが集まってきます。６時まで

が保育の時間です。長期の休業の日中は午前８時半から午後６時までとなっております。

指導員の勤務時間については飯島町学童クラブ設置・運営要綱には記載をされておりませ

ん。失礼しました。状況により指導員の、すいませんね。状況により指導員の判断で受け

入れ準備をしているのでしょうか。勤務時間はどのように定められているのか、子どもた

ちを受け入れるための準備などの要する時間などは勤務時間として考慮をされ、賃金に反

映されているのか、学童保育の指導員の雇用形態は臨時職員としてなっているのか、この

点についてお聞きをしたいと思います。 

教 育 長  学童クラブについてのお尋ねでありますが、昨年度から七久保でも開設して、町内で２

カ所で学童クラブを開設しております。学校の登校日では、飯島が 27名前後、それから七

久保では７名ほどの利用があります。夏休み等の長期休暇の場合は人数が多くなりまして、

飯島では 60名程度、七久保では 25名程度の利用があります。指導員の方は、そういう学

童クラブに来る子どもたちの人数に応じておりますが、飯島で通常３名～４名、七久保は

２名ということで、長期休みはそれぞれ１名ほど増加をした対応しているところでありま

す。雇用は臨時という形ですが、賃金につきましては、準備、３時半くらいから始まるん

ですけれども、２時半～６時の勤務が基本でありますけれども、今年度から６時半まで、

預かるというのは帰るための預かり時間を６時半までしておりますので、その時間まで対

応していただいた指導員には見合った賃金をお支払いをしております。また、長期休暇の

場合も８時半～５時ですけど、もう少し早く預けたいっていうお母さんが来ますが、制度

としては８時半からですけれども、そのために指導員さんが早く来た場合には、賃金につ

いてはそれ相応に対応しているということであります。また、賃金そのものにつきまして

は、今年度 20円ほど時給が上がったところでありまして、これにつきましては近隣の市町
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村に比べても遜色のない時給となっているところであります。学童の子どもたちっていう

のは、指導員さんのもとで、まず宿題をしないと遊べない、そこにあるおもちゃを自分た

ちで使って片づけて帰るということで、懇談会が毎年ありますけれども、保護者の皆様か

らは非常にいい評価をいただいております。 

三浦議員  保護者の皆さんからはいい評価を受けていると、そのとおりだと思います。指導員の方々

からの要望とか意見とか、いろいろございましたらお聞きをしたいなと思います。 

教 育 長  指導員さんとも懇談をしますけれども、特にその勤務時間をより長くとってほしいとか、

賃金についてもう少し上乗せしてほしいということが直接はございません。やってらっ

しゃることは小さいお子さんを何十人も預かるので、大変大変なお仕事ですけれども、比

較的それに見合う時給を払っているというふうに思っておりますし、それも指導員の皆さ

んも御承知いただいているのかなあっていう印象はございます。 

三浦議員  あんまり時間がなくなってきましたので、ぜひ、指導員の仕事としては結構大変な仕事

ですし、準備も結構かかるんじゃないかなあっていうふうなふうに私は思いまして、でき

れば専門的な方には終日の勤務というような形できちんとした保障がされた方がいいん

じゃないかなあというふうに私は考えていたのですけれど、時間があんまりありませんが、

端的に、そんなような考えはあるか、ないかをお聞きしたいと思います。 

教 育 長  指導員さんが必要に応じて早い時間あるいは遅い時間までっていう場合には、それを応

じたことはこれからもやっていくというつもりです。なお、学童クラブの指導員制度はこ

こ数年で変わってきまして、もともとは保育士の資格とか教員免許とか、あるいはそうい

う指導員の経験の長さが必要だったんですが、現在はそういった上に講習を受けて指導員

資格を持った人が必ず１名はいるということですので、かなり専門的な知識をお持ちの方

にやっていただいてるし、今指導員を養成しているという段階であります。 

三浦議員  ぜひ実態に合ったまた雇用の体系を検討していっていただきたいなあというふうに思い

ます。 

４つ目の質問をいたします。乳幼児保育を希望する声もあるということで、ぜひ１園で

乳児保育を実施をしてはどうかということでお聞きをしたいと思います。働き方、先ほど

教育のほうからも言われましたけれども、働き方や家族構成、経済的な事情などで働く環

境の移り変わりとともに子育てをしながら働くことを望む子育て世代が増えております。

そうした状況の中で、10カ月未満の乳児を保育してほしいという、そうした声も出てきて

おります。昨今の預かった乳児への虐待のニュースなど、預ける先の信頼性が問われるよ

うな状況もある中で、町の保育園内で 10カ月未満の乳児保育は魅力のある施策だというふ

うに私は考えます。多様な働き方の中の子育て支援をする施策として検討してはどうかと

いうふうに考えますが、これは町長と教育長の所見をお聞きしたいと思います。 

教 育 長  未満児というか、乳児の保育ということであります。そういったようなお話もお聞きし

ましたので専門家からも御意見を伺いました。これは非常に本質的な、この子育て支援の

本質的な部分も含むことであるという認識を持っています。現在は 10カ月からということ

で、ある程度離乳食が食べられるようになるお子さんから預かっておりますし、10カ月に

満たないお子さんは飯島では預かっておりません。この行政がその乳児ということになり
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ますと安全であるということが第一ということでありますけれども、心配される一つが乳

幼児突然死症候群、ＳＩＤＳ、これは４カ月～６カ月の子どもに多くてですね、一年間で

100人以上の赤ちゃんがなくなっていると、特に４カ月～６カ月の赤ちゃんに多い、これ、

防ぐためには母子が絶えず触れ合うということやウイルス感染の予防から子どもを守ると

いうことが必要だということ、それから、この時期は心の面でも愛着を形成する重要な時

期ということですから、子どもの発達、成長にどんな影響があるかということがちょっと

今のところ未知数であるということがあります。実際にやるとなりましても、お聞きした

だけでもですね、衛生管理のための調乳室、冷蔵設備を備えた施設、あるいは赤ちゃんを

常に見守り、医療職を含めた十分なスタッフ、それから赤ちゃん１人に１人の保育士は最

低必要だろうという、そんなようなお話をお聞きしました。こういう状況、施設、１人の

赤ちゃんに１人以上の保育士をつけるということが果たしていいのか悪いのかを含めてで

すね、かなり難しい問題を含めて、現実的な問題を考えてみても非常に難しいかなという

ふうに思っております。現在もし使うとすればファミリーサポート事業がありますので、

緊急時の場合にはそちらにも御相談いただくということもあろうかと思いますが、特に今

そういう高いリスクを持ちながら行政で４カ月５カ月のお子さんを預かれるかっていうと

ですね、ちょっとまだまだ慎重にならなければいけないかなあというふうに思っておりま

す。 

町  長  ただいま教育長のほうからは行政的に可能な部分、不可能な部分という部分、あるいは

病理的な部分での判断に基づく見解をいただきました。私はですね、それも世の中の流れ

で結構なことではあるとは思いますけれども、これは、やっぱしもろ刃の剣という部分が

あると思います。やはりお母さんは赤ちゃんを抱いておっぱいを、その子育ての時期はしっ

かりと子を育てると、こういうやっぱし期間が必要だと私は思っております。前回、中村

議員さんから家族、家庭の大切さというもの、そのきずなというものをお話をお聞きした

わけでございますけれども、やはりそういったものを基本的に大切にする世の中であって

ほしいなあというふうに思います。仕事も大切でもありますけれども、自分で産んだ子ど

もを家族でみんなで育てるという体制はやっぱし忘れてはならないと、このように思って

いるところでございます。 

 

議  長  以上で本日の日程は終了しました。これをもって散会とします。御苦労さまでした。 

 

散  会  午後２時２３分 
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本会議再開 

 

開  議  平成２９年１２月１８日 午前９時１０分 

 

議  長  おはようございます。町当局並びに議員各位には大変御苦労さまです。本日をもって今

定例会の最終日となりましたが、会期中は、それぞれ本会議を初め各委員会等における付

託案件につきまして大変御熱心な審査に当たられ、感謝を申し上げます。去る 12月７日の

本会議におきまして付託いたしました補正予算案件４件、陳情案件１件について、それぞ

れの委員長よりお手元に配付のとおり委員会審査報告書並びに請願・陳情審査報告書が提

出されております。議事運営の諸ルールにのっとり慎重に御審議の上、適切な議決をされ

るようお願いをいたします。それでは、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程

については、お手元に配付のとおりです。 

 

議  長  日程第１ 諸般の報告を行います。議長から申し上げます。本会期中に議員から意見書

提出にかかわる案件３件が提出されました。提出のありました案件につきましては、これ

を受理し、本日の議事日程としておりますので報告をいたします。これで諸般の報告を終

わります。ここで議事進行についてお諮りします。 

この後審議いただく補正予算４議案につきましては、いずれも予算特別委員会へ審査を

付託しております。そこで、これらの案件につきましては、一括して委員長より委員会審

査報告を求め、これに対する質疑の後、議案ごとに討論、採決を行いたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。 

 

議  長  日程第２ 第４号議案 平成２９年度飯島町一般会計補正予算（第６号） 

日程第３ 第５号議案 平成２９年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第４ 第６号議案 平成２９年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第５ 第７号議案 平成２９年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

以上、第４号議案から第７号議案までの平成 29年度補正予算４議案を議題とします。本

案につきましては予算特別委員会に審査を付託してあります。委員長から一括してそれぞ

れの議案に対する審査報告を求めます。 

予算特別委員長  それでは、平成 29年度飯島町の補正予算４件、すなわち一般会計補正予算（第６号）、

国民健康保険補正予算（第２号）、後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）、介護保険

特別会計補正予算（第３号）について審査結果の報告を申し上げます。ただいま述べまし

た４件は、12月７日の本会議にて設置された予算特別委員会に審査が付託されましたので、

同日、予算特別委員会は、総務産業分科会と社会文教分科会を設け、各所管事業への質疑

を行うよう求めました。12月 15日午前９時 10分に決算特別委員会を開催し、各分科会で



- 4 - 

の質疑報告を受けて慎重に審査した結果、お手元の報告書のとおり４会計とも可決すべき

ものと決しました。審査での主な内容を報告します。問い「償還利子 1,000万円の減額を

速やかに行ったことは評価できる。繰上償還に充当してはどうか」「不用と判断し来年６月

の決算時補正を待たず減額するように改めた。使い道は精査したい」。問い「ふるさと応援

基金は 7,000万円と見込まれ、費用を差し引くと 2,200万円を活用できる。町を愛する方々

の思いを受けとめる取り組みを望むが」答え「返礼は物目当てから町との関係を深めるこ

とに変えていきたい。農業体験などを考えている。使い道は実施計画に盛り込んでいく」。

問い「ふるさと応援寄附金を給食センターの食洗機に使えないか。給食センターの前倒し

改修を検討できないか」答え「意見を参考に考えていく」。問い「防災用無線機を区や自治

会など自主防災会に配備することにした理由は何か。また、消防団にも配備すべきでは」

答え「15分以内の安否確認実現のために要望があった。消防団への配備は運用状況により

検討する」。問い「千人塚に土地購入費が計上された。今後、観光振興に町内に宿泊施設の

充実を進めるべきでは」答え「当面キャンプ、民泊で対応。もうかるとなれば、まず民間

資本が動く」。問い「心身障害児タイムケア事業と障害福祉サービス給付費増額補正の理由

は」答え「タイムケア事業は保育園が終わった後でも働く親のため。障害児福祉サービス

は若者の就労支援が増えたため」。問い「自殺対策事業報奨金の増額補正理由は」答え「前

年実績より相談が増えた。30代前後の女性が多い」。問い「就学援助費の増額補正理由は」

答え「来年度の入学児から前倒し支給を実施する」。問い「子育て支援センターの職員１名

減の理由と今後の方向は」答え「当初一般職２名で予算化。現在は嘱託など計４名で運営。

今後は土曜日開館や高齢者など包括的なワンストップサービスを構築する中で人員体制を

考えていく」。次に各会計の討論について報告します。まず第４号議案 平成２９年度飯島

町一般会計補正予算（第６号）につきまして可決に賛成として「防災会への無線機配備は

適切である。住民要望が反映されている。就学援助費が入学時支給されたことを評価する」

という意見が述べられました。反対意見はありませんでした。第５号議案 国民健康保険

補正予算（第２号）、第６号議案 後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）、第７号議

案 介護保険特別会計補正予算（第３号）についての討論はありませんでした。以上をもっ

て予算特別委員会の審査報告といたします。 

議  長  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。浜田予算特別委員長、自席へお戻りく

ださい。以上で平成 29年度補正予算４議案に係る委員長報告及びこれに対する質疑を終わ

ります。 

これから議案ごとに討論、採決を行います。最初に第４号議案 平成２９年度飯島町一

般会計補正予算（第６号）について討論を行います。討論はありませんか。 

４番 

好村議員  平成２９年度飯島町一般会計補正予算（第６号）に賛成の立場で討論いたします。まず、

今回デジタル無線機の配備ということで、町民要望に沿い、また非常時の発災からの早期

の安否確認に非常に有効な補正予算だと高く評価したいと思います。また、融雪剤等につ
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いてもですね、過去の実績、経験から基づいて算出されてますので賛成といたしたいと思

います。以上です。 

議  長  ほかに討論はありませんか。 

10番 

三浦議員  それでは平成２９年度飯島町一般会計補正予算の第６号に対して賛成の立場で討論した

いと思います。子どもの貧困が言われている中で就学援助費を準要保護生徒の入学準備に

間に合うよう前倒しするように提案をしてきましたが、就学援助費が来年度の入学準備に

間に合うよう今議会に予算計上されたことを評価して賛成といたします。 

議  長  ほかに討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから第４号議案 平成２９年度飯

島町一般会計補正予算（第６号）について採決します。お諮りします。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第４号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  次に第５号議案 平成２９年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第５号議案 平成２９年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて採決します。お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長

報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第５号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  続いて第６号議案 平成２９年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第６号議案 平成２９年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について採決します。お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員

長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第６号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  次に第７号議案 平成２９年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第３号）について討

論を行います。討論はありませんか。 



- 6 - 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第７号議案 平成２９年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

て採決します。お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告

のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第７号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  日程第６ 第８号議案 飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条

例を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長  おはようございます。第８号議案 飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部を

改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。平成 29年人事院勧告に基づき

国家公務員に関する給与法が改正されたことを受け、これに準じて常勤の特別職及び議会

議員の期末手当の支給月数を 0.05月分引き上げるよう改正するものでございます。実施時

期は平成 29年 12月１日にさかのぼって行うものでございます。細部につきましては担当

課長から説明申し上げますので、よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し

上げます。 

総務課長 （補足説明） 

議  長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第８号議案 飯島町特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例

を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第８号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  日程第７ 第９号議案 飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

町  長  第９号議案 飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について提

案理由の説明を申し上げます。平成 29年人事院勧告に基づき国家公務員に関する給与法の

一部の改正が行われたことに伴いまして国に準じた改正を行うものでございます。平成 29

年の官民給与の格差を解消するため、給料月額を平均で 0.2％、期末勤勉手当を 0.1月分、

それぞれ引き上げを行うものでございます。実施時期は、給料につきましては平成 29年４

月１日に、期末勤勉手当につきましては平成 29年 12月１日に、それぞれさかのぼって行

うものでございます。細部につきましては担当課長から説明を申し上げますので、よろし
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く御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。 

総務課長 （補足説明） 

議  長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

６番 

浜田議員  この条例について質問を行います。この条例自身は、国の人事院勧告に従って、それに

スライドする形で実施されるもんだというふうに理解しております。ところで、国の給与

等の引き上げに関しましては法律が３つ出ておりまして、特別職、それから一般職の給与、

それから退職金と、この３項目になっております。この中で、国の場合においてはですね、

退職金について、引き上げではなくて、逆に最高 97万円だと思いますけれども、の引き下

げがセットになってるということになっております。したがってですね、これに準じて自

治体が給与改定及び退職金改定を行うとなればですね、当然退職金の引き下げということ

がどこかで出てくるんではないかと思いますけども、これは町の所管事項では――議会の

所管事項ではないというふうに思っておりますけども、これは公務員の処遇としては全体

セットで考えるべきだというふうに考えています。したがいまして、この件についてです

ね、どういうふうになるのかということと町長のお考えをお尋ねしたいと思います。 

総務課長  私ども飯島町の退職手当につきましては、長野県の市町村総合事務組合というところに

退職員にかかわります退職手当の支給に関する事項を委任――共同処理ということで委任

をしてございまして、そちらのほうの定めによりまして支給をされることとなってござい

ます。御質問いただきました退職手当の関係、先ほど県の担当の部署のほうに確認をいた

しましたけれども、１月に入って検討を始めるということで、まだ具体的なものがお示し

できない段階だということで回答――担当の市町村総合事務組合のほうから回答いただい

ております。そういった形で、もう少し先にならないとわからないっていう状況でござい

ますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

町  長  今総務課長が説明申し上げましたけれども、全容をしっかり調査した上で対応していき

たいと思っております。 

議  長  ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

６番 

浜田議員  この今回の条例は処遇の改善でありますので、条例自身には賛成する立場で討論いたし

ます。公務員もですね、やはり民間と同時にですね、それぞれが処遇を改善していく中で

日本の経済の活性化も達成されると、その一部を構成するものだということで賛成とする

ものであります。ただ、先ほどの質問で申し上げましたように、この引き上げはですね、

恐らくは間違いなく退職金の引き下げとセットであろうというふうに理解しております。

これは、中国のことわざでいうですね、「朝三暮四」そのものではないかと、このことわざっ

ていうのは、猿に「朝３粒、それから夕方に４粒餌をやる」と言ったらですね、猿が怒っ

たので「じゃあ朝４つにしよう」と、「そのかわり夕方は３つにする」と言ったら猿が喜ん
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だと、これに近いやり方ですね。公務員を猿並みに扱っていいのかということになると思

いますけれども、特に失業保険もなければですね、あるいは守秘義務として退職後も非常

に重い責任をしょったままその後の生活も続けなければいけない職員、例えば、飯島町で

いえばですね、今の下平町長を支えて日夜奮闘している職員の全体の生活をですね、私は

保障すべきであるというふうに思っております。したがいまして、先ほど説明のあった長

野県市町村総合事務組合、これ何人かの町長さんと議長さんが議会を構成してると思いま

すけども、そこに対してですね、国家公務員に準ずるような引き下げをしないように強く

求めていただきたいということを申し添えて賛成といたします。 

議  長  ほかに討論はありませんか。 

９番 

三浦議員  それでは第９号議案、飯島町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について

賛成の立場で討論をしたいと思います。飯島町の一般職の給与の水準は決して高くはない

と思います。今回の改定は理解できるものであります。公務員の給与が企業の従業員の賃

金などに影響してるとも言われております。一般職の給与の引き上げに賛成するものです。

ただし、残念なことに、先ほど浜田議員も言われましたけれども、人事院勧告では国家公

務員の退職手当を平均 78万円も引き下げることもセットになっております。目先の給与を

上げ、すぐは見えない退職手当の引き下げが盛り込まれているということです。退職手当

の引き下げには私は反対をいたします。退職手当については、飯島町の条例では対応でき

ませんし、議会が意見書を提出できる対象でもありません。長野県市町村総合事務組合に

委ねられているということですので、退職手当は今後の飯島町を支えていく若い職員にも

かかわる問題でありますので、ぜひ小さな自治体の職員の退職手当の引き下げを人事院勧

告どおりにするべきではないということで、退職金手当を引き下げないよう、理事者には

長野県市町村総合事務組合にぜひ要請をしてほしいと願います。以上をもって賛成討論と

いたします。 

議  長  ほかに討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第９号議案 飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を

採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第９号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  次に、 

日程第 ８ 第１０号議案 平成２９年度飯島町一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ９ 第１１号議案 平成２９年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

日程第１０ 第１２号議案 平成２９年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号） 
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日程第１１ 第１３号議案 平成２９年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第１２ 第１４号議案 平成２９年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

日程第１３ 第１５号議案 平成２９年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１４ 第１４号議案 平成２９年度飯島町水道事業会計補正予算（第２号） 

以上７議案につきましては、一括して提案理由の説明を求め、一括して質疑を行いたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。それでは本７議案について提案理由の説明を求めます。 

町  長  それでは、第 10号議案から第 16号議案につきまして一括して提案理由の説明を申し上

げます。まず第１０号議案、平成２９年度飯島町一般会計の補正予算（第７号）について

提案理由の説明を申し上げます。予算の規模は、歳入歳出予算の総額 50億 8,045万 6,000

円は変わらず、歳出内容の補正をするものです。歳入につきましては変更ありません。歳

出につきましては人事院勧告に基づき国に準じて実施する給与等のほか、それに伴います

特別会計の繰出金を増額し、予備費で調整するものです。 

続きまして第１１号議案、平成２９年度飯島町国民健康保険特別会計の補正予算（第３

号）について提案理由の説明を申し上げます。予算規模は、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ9万3,000円を追加し、歳入歳出それぞれ12億223万2,000円とするものです。

歳入につきましては人事院勧告に伴う一般会計繰入金を 9万 3,000円増額するものです。

歳出につきましては一般管理費の人件費を 9万 3,000円増額するものです。 

続きまして第１２号議案、平成２９年度飯島町後期高齢者医療特別会計の補正予算（第

３号）について提案理由の説明を申し上げます。予算規模は、歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ 6万 3,000円を追加し、歳入歳出それぞれ 1億 3,186万 2,000円とするもの

です。歳入につきましては、人事院勧告に伴う一般会計繰入金を 6万 3,000円増額するも

のです。歳出につきましては一般管理事務費の人件費を 6万 3,000円増額するものです。 

続きまして第１３号議案、平成２９年度飯島町介護保険特別会計の補正予算（第４号）

について提案理由の説明を申し上げます。予算規模は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ 12万 1,000円を追加し、歳入歳出それぞれ 11億 454万 2,000円とするものです。

歳入につきましては、人事院勧告に伴う一般会計繰入金を12万1,000円増額するものです。

歳出につきましては一般管理事務費の人件費を 12万 1,000円増額するものです。 

続きまして第１４号議案、平成２９年度飯島町公共下水道事業特別会計の補正予算（第

２号）について提案理由の説明を申し上げます。予算規模は、歳入歳出予算の総額3億9,936

万 3,000円は変わらず、歳出予算の補正をするものです。歳入につきましては変更ありま

せん。歳出につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う人件費を 10万 7,000円増

額し、予備費で調整するものです。 

続きまして第１５号議案、平成２９年度飯島町農業集落排水事業特別会計の補正予算（第

２号）について提案理由の説明を申し上げます。予算規模は、歳入歳出予算の総額2億8,548
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万 1,000円は変わらず、歳出内容の補正をするものであります。歳入につきましては変更

ありません。歳出につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴う人件費を 7万 8,000

円増額し、予備費で調整するものです。 

続きまして第１６号議案、平成２９年度飯島町水道事業会計の補正予算（第２号）につ

いて提案理由の説明を申し上げます。今回の補正につきましては収益的収支に関する補正

であります。収入につきましては変更ありません。支出につきましては、人事院勧告に基

づく給与改定に伴う人件費を 8万 7,000円増額し、支出総額を 2億 2,609万 4,000円とす

るものです。その他細部につきましては、第 10号議案の一般会計については担当課長から

説明申し上げ、第 11号議案から 16号議案の特別会計につきましては御質問により説明申

し上げますので、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

企画政策課長 （補足説明） 

総務課長 （補足説明） 

議  長  提案理由の説明がありました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

最初に第１０号議案 平成２９年度飯島町一般会計補正予算（第７号）について討論を

行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第１０号議案 平成２９年度飯島町一般会計補正予算（第７号）について採決

します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第 10号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  次に第１１号議案 平成２９年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第１１号議案 平成２９年度飯島町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第 11号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  続いて第１２号議案 平成２９年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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これから第１２号議案 平成２９年度飯島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第 12号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  次に第１３号議案 平成２９年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第４号）について

討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第１３号議案 平成２９年度飯島町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第 13号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  次に第１４号議案 平成２９年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第１４号議案 平成２９年度飯島町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第 14号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  続いて第１５号議案 平成２９年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

について討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第１５号議案 平成２９年度飯島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）について採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第 15号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  次に第１６号議案 平成２９年度飯島町水道事業会計補正予算（第２号）について討論

を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 
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議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから第１６号議案 平成２９年度飯島町水道事業会計補正予算（第２号）について

採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、第 16号議案は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  日程第１５ 請願・陳情等の処理についてを議題といたします。先ほど申し上げました

とおり、去る７日の本会議において所管の常任委員会へ審査を付託しました請願、陳情等

についてお手元に配付のとおり常任委員会委員長から請願・陳情審査報告書が提出されて

おります。これから委員長報告を求めます。 

総務産業委員長  それでは総務産業委員会から陳情審査報告を申し上げます。本定例会初日 12月７日、本

会議におきまして本委員会に付託されました 29陳情第９号 「平和って何だ」伊那谷代表 

角憲和氏から提出されました９条を死文化させる自衛隊明記の自民党改憲案による発議に

反対する陳情につきまして、12月 13日午前 10時 20分から慎重に審査の結果、お手元の

報告書のとおり不採択すべきものと決しましたので御報告申し上げます。本陳情の説明人

招致は協議会での多数決により行いませんでした。審査の段階で提出者の――前段でです

ね、提出者の意図や記述の意味などにつきまして委員間で意見交換をし、認識を深めたと

ころでございます。その結果、討論に入りまして「本陳情には主観的内容が多分に含まれ

ており、議会として採択することはできないが、十分に留意すべき内容が含まれている。

一方、10月の衆議院選挙を終えて憲法改正の動きも出てきたことから、飯島町議会として

６月に提出いたしました慎重な憲法審議を求める意見書にもう一文加えて再提出する、こ

のことを提案し不採択とする」という意見が出されまして、それにつきまして全員が賛成

をいたしたところでございます。よりまして、本議会としての独自の意見書を提出するこ

とをあわせた上で不採択と決しましたので報告いたします。 

議  長  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。久保島総務産業委員長、自席へお戻り

ください。以上で請願・陳情等の処理に係る委員長報告及びこれに対する質疑を終わりま

す。 

これから討論、採決を行います。29陳情第９号 ９条を死文化させる自衛隊明記の自民

党改憲案による発議に反対する陳情について、討論を行います。討論はありませんか。 

６番 

浜田議員  本陳情を不採択とすべきという立場から討論いたします。既に陳情書が配付されており

ますのでお読みいただいてると思いますけれども、率直に申しましてですね、記述におい

てはかなり主観的、それから文意不明の部分もございました。そういったことを含めます

とですね、やはり議会の品位から考えても、これを採択するにはふさわしくない文書とい

うふうに私としては考えるとこであります。ただ、その一方、中身についてはですね、留

意すべき内容もあるというふうに考えております。そこで、私としては、ただいまの委員
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長の報告のとおりですね、議会は既に６月に同じような趣旨の陳情を扱ってですね、それ

に基づく意見書提出しておりますので、改めて、この情勢の変化した中で議会の立場を表

明すべきではないかということをつけ加えてですね、これを不採択すべきというふうに考

えるとこであります。 

議  長  ほかに討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから 29 陳情第９号 ９条を死文化させる自衛隊明記の自民党改憲案による発議に

反対する陳情について採決します。お諮りします。本陳情に対する委員長の報告は不採択

です。ここで念のため申し上げます。委員長の報告は不採択でありますが、議事の整理上、

本陳情の採択について採決をとります。この採決は起立によって行います。本陳情は原案

を採択することに賛成の方は御起立をください。 

〔賛成者起立〕 

議  長  起立なしでございます。したがって、29陳情第９号 は不採択とすることに決定しまし

た。 

 

議  長  日程第１６ 発議第１２号 種子法廃止に伴う万全の対策をもとめる意見書についてを

議題といたします。本案について提出者の趣旨説明を求めます。 

６番 

浜田議員  それでは種子法廃止に伴う万全の対策をもとめる意見書について提案の趣旨説明を行い

ます。さきの通常国会で主要農産物の種子法廃止案が成立いたしました。しかしながら、

この種子法はですね、これまで長らく日本の農業の品種の保護、それから生産性の向上を

担ってきたものであります。現時点でこれを廃止するべき理由はないというふうに考えま

す。しかしながら、法律が制定してしまったわけでありますけれども、この種子を保存す

る役割というのは今後も継続すべきであるということでですね、特に県等においては、こ

の種子法の取り組みをですね、引き続き継続するように求めるということが意見書の主な

内容であります。種子法は余り実は報道もされずに成立してしまったわけでございますの

で、若干背景についての補足説明を行っておきたいと思います。種子法廃止が問題になっ

たのは、実は昨年の 10月、規制改革推進会議の農業ワーキンググループで突如ですね、種

子法の廃止というものが提案されまして、本年３月に衆議院で５時間、それから４月に参

議院で５時間という極めて短い審査の後にですね、廃止が決定されたということでありま

す。農水省の説明によればですね、これはもともと戦後の食糧増産のための国家的な要請

のために国、都道府県が主導して優良な種子の生産普及を進めると、そういう制度であっ

たのだけれども、技術水準の向上によって品種が安定したと、それから、多様なニーズに

対応するために、民間ノウハウの導入してですね、競争条件を高める必要があると、これ

が廃止の理由だということなわけであります。実際にそうであったのかということを検証

する必要があるというふうに考えておりますけれども、実際には、昭和 27年に設定された

法律がそのままずっと継続されたわけではなくてですね、その都度状況の変化によって、
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確か最近では平成 18年だったと思いますけども、改定が続けられて安定な運用が政府とし

ても推進されてきたということにまず留意いただきたいというふうに思います。それから

民間の導入ということが書いたりますけれども、実際に民間の種子をこれまで排除してき

たわけではなくてですね、例えばモンサントの「とねのめぐみ」ですとか、あるいは三井

科学の「みつひかり」ですとか、そのほか種子にかかわるさまざまな民間企業、たばこ、

日本たばこですか、ですね、さまざまな種子もそれなりに地域では導入されてきました。

しかしながら、お米や大豆といったですね、非常に長期間、しかも交配によってしか新し

い種子が得られないような、長時間の作業を必要とする穀類についてはですね、やはりそ

れなりに県の農業試験場等が行ってきた改良が非常に有効であったということから、どち

らかといえばそういう種子がこれまでも用いられてきたというのが実態でありまして、民

間の競争を排除したわけでは決してないということにひとつ留意いただきたいというふう

に思います。それから、海外の事情も似たり寄ったりでありましてですね、例えばアメリ

カではトチコフ大学、それから州の農業試験場、こういったところが種子の改良を行って

いる。今でも小麦の３分の２は、こういう直採取といいますか、産業的につくられたもん

ではない。同じような事情はカナダやオーストラリア、あるいはイギリスといったですね、

農業国においてもずっと続けられています。これに対して、日本で、もし種子法を廃止す

ることになれば何が起こるかということを考えなければいけないわけですけれども、この

種子の改良は、実は地方交付税の中に含まれて、特に県の農業試験場等で推進されている

というふうに承知しております。もし、この種子法が廃止されるとですね、実は交付金の

背景なっている立法根拠が失われるわけです。そうなりますとですね、そういったことも

今後行われなくなる可能性があるということで、地域がずっと育ててきて改良を続けてい

る種子の改良が、ストップしてしまうという危険が現実に迫ってるというふうに私自身は

考えております。私も実は、伊那の美篶にある農業試験場でですね、改良作業のための実

習なんかをやったことがありますけども、非常に肥料の量等も精密にはかりながら改善の

実験を進めてきた気の長い取り組みがですね、その裏づけとなる予算を失ってしまうとい

うことを私は非常に懸念するわけであります。それと同時に農家は、このこれまでの種子

を利用した品種改良したものがアメリカによって特許法で抑えられてしまうとですね、非

常に高い種子を買わざるを得なくなると、この問題もつきまとうことになると思います。

もう御存じのように、野菜は既にそうなっておりまして、いわゆるＦ１、それから種子を

とってもいい品種ができないっていうものが流通していて、その背景にはモンサント等の

大企業があるということで、先ほど申し上げましたお米の種子でもですね、コシヒカリが

例えば福井県で種子の代金が 7,920円に対してですね、日本モンサントの「とねのめぐみ」

は 1 万 7,200円、それから業務用のお米、北海道の「きらら３９７」はですね、7,100円

に対して三井化学の「みつひかり」は 8万円という非常に高額のものが、恐らくは、その

遺伝子組み換え等でですね、農薬耐性を持ったその農薬とセットで販売されることになる

だろう、こんなことが懸念されるわけであります。そうなってくると我々の主食が非常に

危険にさらされるということでですね、この種子法に伴って一切の種子の改良を放棄して

しまうようなことがあってはならないっていうふうに考えるわけであります。こういった
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日本が今危機にさらされている、日本の食料が危機にさらされてるっていうことを御理解

の上、この意見書の議員、全議員の同意を求めまして、意見書の説明といたします。 

議  長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。提出者は自席へお戻りください。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから発議第１２号 種子法廃止に伴う万全の対策をもとめる意見書についてを採決

します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、発議第 12号は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  日程第１７ 発議第１３号 米の生産費を償う価格下支え制度を求める意見書について

を議題といたします。本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 

７番 

竹沢議員  それでは、私のほうから米の生産費を償う価格下支え制度を求める意見書についての提

案説明を申し上げたいと思います。米をめぐる情勢でありますけども、平成 30年産米から

国の生産調整廃止となりまして、生産数量は目安が示されるものでございまして、具体的

には市町村の農業再生協議会において主体的に取り組むこととなっておるわけであります。

去る 14 日の日に本県では各郡単位の目安が示されまして、19 日、あす市町村に示されま

して、飯島町の生産数量につきましては営農センターの三役会をあす開催をいたしまして、

26日の小委員会に諮りまして、地区営農組合を通じまして生産農家に示していくことにな

るわけですけれども、おおむね前年並みの目標数量を確保したいなあというふうに考えて

おるわけであります。いわゆる 30年問題もですね、ずっと我が町も米を主体につくってき

たわけでありますけど、今後におきましては新しい品目、米プラスワンの品目を取り組ん

でく、挑戦してくのが課題なのかなというふうに認識をしておるところでございます。当

町におきましては、去る 10月 28日、自然環境に優しい栽培方法によりまして飯島町発の

ブランド米、越百黄金を発表いたしまして、地元消費はもとより全国展開を始めたところ

でございます。国の政策によります戸別所得補償制度につきましては 29年産米をもって廃

止となるわけであります。稲作農家及び担い手法人への打撃は多々多くあるところであり

ます。一方、皆様御案内かどうか、国は来年の７月施行でですね、収入保険制度創設を盛

り込んだ農業保険法を 11月の２日の日に公布いたしました。これはですね、対象者は農家

のうち青色申告の農業者というふうに限定されておるものでありまして、一部国のほうか

ら財政的な支援がある制度でありますけれども、これも注目していきたい、いかなければ

ならないかなあと思っておるとこであります。そこで、我が国の米価でありますけれども、

ここ３年ほど、新聞報道でも報じされておりまして御案内かと思いますけれども、飼料用

米の作付等によりまして、生産者米価、また消費者米を含めましてですね、若干上昇の状
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況にあるわけでありますけれども、年々、我々生産者の生産費も増加する中でございまし

て、国において国民の食料と地域経済、また環境と国土を守るため、欧米並みのですね、

経営を下支えする価格下支えの制度の確立も強く求められるとこだというふうに認識する

ものであります。したがいまして、本意見書の提出につきまして議員各位の皆さん方の御

賛同をいただくことをお願いをいたしまして、提案説明とさせていただきます。 

議  長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。提出者は自席へお戻りください。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから発議第１３号 米の生産費を償う価格下支え制度を求める意見書についてを採

決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、発議第 13号は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  日程第１８ 発議第１４号 慎重な憲法審議を求める意見書についてを議題とします。

本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 

11番 

中村議員  それでは、慎重な憲法審議を求める意見書の提案理由を申し上げます。この提案に対す

る経過におきましては、先ほど久保島総務産業委員長等、討論等の中でもありましたので、

経過は省かせていただきます。今提案内容は、本年６月議会で採択いただいた意見書提出

のものと同じでありますが、10月の衆議院選において自民党が圧勝したことにより、憲法

改正により前向きな姿勢を示したことにより、改めて意見書の提出を発議するものでござ

います。全議員の、全議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。以上

です。 

議  長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。提出者は自席へお戻りください。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声） 

議  長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから発議第１４号 慎重な憲法審議を求める意見書についてを採決します。お諮り

します。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、発議第 14号は原案のとおり可決されました。 

 

議  長  日程第１９ 議員派遣についてを議題といたします。お諮りします。会議規則第 124条
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の規定によりお手元に配付のとおり議員派遣をすることに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、本件につきまして別紙のとおり議員派遣することに

決定しました。 

 

議  長  日程第２０ 議会閉会中の委員会継続審査についてを議題といたします。会議規則第 72

条の規定によりお手元に配付のとおり議会閉会中の継続審査について各委員長から申し出

があります。お諮りします。申し出の事件について議会閉会中の継続審査とすることに御

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議  長  異議なしと認めます。したがって、本件については各委員長から申し出のとおり継続審

査といたします。 

 

議  長  以上で本日の日程は全部終了しましたので会議を閉じます。 

ここで町長から議会閉会のごあいさつをいただきます。 

町  長  12月議会定例会の閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。去る７日から本

日まで 12日間の会期をもちまして開催されました 12月議会定例会、議員各位におかれま

しては、慎重審議をいただき、上程いたしましたすべての案件を原案どおり御議決いただ

きまして、まことにありがとうございました。あわせて議案審査や一般質問を通じていた

だきました貴重な御意見や御提案等を真摯に受けとめ、私を初め全職員が共有し、全力で

行政運営に努めてまいりたいと存じます。町ににぎわいや活気を取り戻し、行政の目指す

究極の目標であるみんなが安心して暮らせる豊かなまち、一言で言えば「いいまち」の実

現のためには、町民の皆さんと行政がともに知恵を出し合い、汗を流して行動することが

極めて大切であります。町民の皆さんには、いいまちをつくっていくために、より一層主

体的、積極的なまちづくりへの御参加をお願い申し上げますとともに、議員各位には今後

とも一層の御理解をお願い申し上げる次第であります。 

さて、国は現在の景気の基調判断を「緩やかな回復基調が続いている」としています。

確かに大企業の収益は過去最高を記録しておりますが、この主要因は、しばらく続く為替

の円安基調による収益増であり、積極的な経済活動の回復によるものとは言いがたいもの

があります。この円安により労せず得られた企業収益の多くは内部留保や株主配当に充て

られており、生産性拡大投資や実質賃金の上昇に向けられるには至っておりません。した

がって、ＧＤＰの 60％を占める国民消費にも当然回復基調は見られません。日本の過去 20

年間のＧＤＰ成長率は０％台からマイナス成長を繰り返しており、依然としてＧＤＰは 20

年前の 500兆円にとどまっているところでございます。一方、世界の過去 20年間のＧＤＰ

成長率は中国が 13倍、インドが６倍、これは後進国と言われた中国、インドが頑張ってい

たと、こういう数字でございます。先進国ではアメリカが 2.3倍、イギリスが 1.9倍、フ

ランス、ドイツ、イタリアが低いといっても 1.5倍という成長率を示しております。また、

かつて世界経済のＧＤＰの 18％を占めた日本の経済力は今や６％を占めるにとどまり、日
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本は相変わらずデフレから本格脱出できておりません。日本の企業の 99％が中小零細企業

で、労働者の 70％が中小零細企業で働いていると言われております。したがって、中小零

細企業の多い地方においては、人口減少に伴う生産年齢人口の減少から労働力不足が表面

化して有効求人倍率が２倍近いと発表されてはいるものの、景気の浮上によるものではな

く、経済の好循環にはほど遠い状況にあると言えます。その中で、来年度の国家予算はお

おむね 100兆円となる見込みでありますが、依然としてプライマリーバランス、基礎的財

政収支を優先した緊縮財政を基調に組み立てられているようでございます。これは、ＧＤ

Ｐの成長やインフレ率の達成が困難な要因にもなっていると言われております。このよう

に予算の枠を固定化する中で、毎年増加傾向の社会保障費を確保するために、国土基盤整

備事業や耐震、長寿命化、また新技術開発や教育等、将来を見据えた経済成長を促す投資

的財政出動がここ 10数年間抑えられ続けておる状況でもございます。当町においても耐震

化や長寿命化、また社会資本整備等、懸案がめじろ押しでありますけれども、国の予算編

成の影響を受けてなかなかスピード感を持って進まない状況であります。こうした中、こ

のほど第５次総合計画後期基本計画やまち・ひと・しごと創生飯島町総合戦略をベースに

平成 30年度から平成 32年度までの３カ年の実施計画を策定したところでございます。来

年度の行財政運営も引き続き厳しい状況が続きますが、策定した計画に基づき安心をつく

る福祉増進事業、安全をつくる安全管理事業、活気をつくる産業振興事業の３大事業の推

進、また３本柱のチャレンジを具現化する政策実施を、限られた財源の中ではありますが、

職員の創意工夫と意識改革をもって来年度の予算編成を進めてまいりたいと思っておりま

す。ことしも余すところ 10日余りとなりましたが、議員各位には、ことし一年間の御労苦、

御協力に対しまして心より御礼申し上げますとともに、いよいよ御健勝でよい年を迎えら

れ、飯島町発展のため一層の御活躍をされますよう御期待申し上げまして、12月議会定例

会の閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。 

議  長  以上をもって平成 29年 12月飯島町議会定例会を閉会といたします。 

 

閉  会  午前１０時３８分 
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上記の議事録は事務局長 小林美恵の記載したものであるが、その内容の相違ないこと

を証するため、ここに署名する。 
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